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ためにはどのような姿勢がベストなのか？術者と補助者の無理の

ない共同関係のあり方は？そしてもちろん、患者が安心して診療

が受けられる自然な診療台とは？…これらすべてのIX？1／を考え、
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学校歯科保健に関する図画・ポスターコンクール

本会が，次の世代をになう小学校児童に対し，口腔保健に関する理解と認識を高める

目的をもって，「歯科保健に関する図画・ポスターコンクール」の募集を始めて，昭和

60年度は9年目である。bll盟団体単位で集められたものを厳選して，小学生による図

画（1～3年）・ポスター（4～6年）各1点を日本学校歯科医会へ送付してもらい，

優秀作品を選出する。

昭和60年度「歯科保健に関する児童の図画・ポスター」は昭和60年9月30日に糸帝め切

られ，89点の作品が応募された、，日本学校歯科医会においては昭和60年10月31日，会

長，專務理事，常務理事，一・水会委員・近岡陣次郎画伯によつて厳正な審査を行い，

図画6点・ポスター6点を最優秀作品と決定し，他を優秀とした。

最優秀作品には賞状と楯，優秀作品には賞状を送り，全応募者に副賞として図書券が

送られた。応募された各学校，児童および審査にあたられた都道府県学校歯科医会に

心からの謝意を表したい，

審　査　を　終　え　て

一氷会委；k近岡善次郎

今年は全体に絵の色が明るく，調和した気持のよい絵が多かったと思います、，これは

とてもよいことです。

それにいつもと違って，子どもがrlをあけて歯をみがいているところの構図のほかに

動物を扱ったり，違ったおもしろい取材で，歯の大切さを表現しようという気持が表

われてきて，とてもよかったと思います．、

ポスターも力のある，気持よく人目を引く，立派なものがたくさんありました．

（左から）

審査する近岡画伯，

石川常務，関口会長，

西連寺専務
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巻 頭 肖

会長関口龍雄

　昭和61年の新春を迎え，よき年であることをだれしも願っているが，私どもは心を新た

にして，子どもたちの心身の健康保持増進に寄与することを再確認したい。

　子どものいじめは，現在社会問題になっている。子どもがそのために自殺したり，殺人

をしたりしたことは，今までに例のないことで大きな問題である。

　われわれの少年時代は，学校から帰宅すると近所の同年配の子どもたちと，泥まみれに

なり，時には喧嘩をしたりして遊んだものである。

　現代の子どもは，学校から帰宅すると塾に直行する、友だt，と戸外で遊ぶ機会もほとん

どなく，遊びの中で学ぶ彼等同＋の腕力の差や，取組み合いで出す力の程度などを知る機

会もなく成長していった者が多いように思う。

　このようなことは，知育偏重の結果ではないだろうか。知育，徳育，休育は，すべから

く徳育，体育，知育と置き換えるべきではないだろうか。

　最近社会問題となっているいじめの原因の中には，このような事柄も含まれているので

はないかと思う。

　若い教師の度を越えた体罰も少年時代の知育偏重により，遊びの中での体験不足の結果

であるとも考えられる。

　臨教審では，教師の子どもに対する体罰を禁止する方針のように聞いているが，体罰と

は愛のむちである。度が過ぎた体罰は愛のむちでも教育でもない。

　昨年の日航機の大事故は，コロンビアのアルメロの町の大惨事とともに，全tH；界に大き

な衝撃を与えたが，このような大惨事によっておきた身元不明者の確認が，歯科医師によ

って行われたことは，多くの人に歯科医師の存在価値を再認識させたとともに，われわれ

自身も自ら顧みて，歯科医師である誇りと同時に，子どもの心身の健康を考えている学校

歯科医であることを改めて認識せざるをえないと思う、，
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昭和60年度 学校歯科保健研究協議会

趣旨歯及び口腔に関する保健1、届功について1り院協議をIJい1　”r：校にt50’る歯研1尉建活動の充

　実に資する。

主催一；（一部省ノく阪lflj：教ff委員套人阪i［i．gk育委員会日本・’｝∫1校倖l　f十i与絵ノ．阪府1婿・1医師会

　ノく阪府学校歯科連合会

期日　昭和60年9月1911（オ○～20［伶）

会場　9月19日（木）　全体会　ノく阪府v’tl　9沙｛1孔会館文化Jト・し

　　9月20日（金）　分科会　第1分科∫ミ（教員部会〕　大阪府｝Jt二青少年会館文化ホーtl

　　　　　　　　　　　第2分科会（”1校歯科医部会）　人阪府歯科医師会館

対象　（1）国公私、更学校の校長，教頭皮び教員で都道府県内。こksいて学校保健の指導的役割を

　　　果たしている者

　　（2）国公私1’t二学校の学校歯科医

　　（3）　都道府県，指定都市及びii川1‘　N教育委負会の担当者

　　全体会10J－j・1g・［－1（木）

開会式　司会者　　ノく阪府教育委員会保1建体育課

　　　　指導t三・1瞭学校保f建係長　・」・久保昇治

開会ノく阪府学校陳1科連合会副会長　賀屋　ITtl雍

あいざつ文部省体育j・，　，）審議官　　沢田道也

　　　　ノ、阪府教育委o．会教育」ミ　黒川幸雄

　　　　日本学校歯科医三絵長　　関ll龍雄

　　　　人阪府歯科医川i会会長゜奥野自・一．

　　　　大阪府学：校歯科連合会会」く

閉会　大阪府学校歯科連合会副会長　　内海　　　潤

特別講演

　21世紀を担う子どもの教育と学校保健

　　　　　　兵庫教育人学・教授　　上年　久雄

講義1

　学校保健1」政の動rbJ

全体会開会式

　　　　　　　　　k部省体育局学校（K・　tid！課長下宮　進

講義2

　学校にll　Sける歯の1辱ミ健指導と刷掃才旨導

　　　　　　　　　　　　　東京断杁学教授1彪美光房

シンポジウム

　ー子どもの発達に応じた歯の保侵塾指導0）指導計画と進め方について一一

　座長　　　　　　　　　　　　人阪歯科大学教授　小i川　？iii・二

　発ヲ諸　　　熊本県八代郡1翔喘1小学校教rl、fi」高陽雅子

　　〃　　埼玉県秩父sl泣秩嫡1－ll学校教諭栗」勇〔康浩

　　〃　　　愛知県教育委員会保健体育課指導一i’．　i｝｝i－一色　　功

　　〃　大阪府泉佐野市“軟木小学校学1交歯科医岡村親一諌ll

」』．
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【特別講演】

21世紀を担う子どもの教育と学校保健

兵庫教育ノく学教授　上　　皐　久　雄

　1．　はじめに一現代教育の苦調

　学校保健のその基礎という意昧で，現在の教育

の問題点さらに将来への教育のありノiについて，

若一「の問題提起をしていきたい

　現在，日本は教育改革の途Lにある。アメリカ・

イギリス・西欧諸国の教育改革の方法と日本の教

育改革の方法とを噛み合わせて，改めていこうと

考えられている。

　2．　ぬけ・ぬけ時代の無気力人間

　日本では今，よく教育された，やる気のある国

民がいるか，問いかけら淑ている，日本では知1識

人はふえているが無気力人間が多い、そJ｝／は，学

校，家庭に問題があるのではないか？　今はぬけ

・ぬけ時代である、もっと姿勢をiEし，かたくな

に育てるのではなく，勢いをつけてほしい、そわ

が学校保健の課題であるr，

　保健は初歩的な治療をするのではなく，積極的

な研究をし，積極的に鍛え，自分で自分を鍛える

J’・どもを養っていかねばならたい，

　3．　21世紀の社会が希求する人間像

　親は子どもに対して何を求めているか？　健康

・ 頭・意志力・心情の4つの願いをもっている。

知育・徳育・体育ということばがあるが，子ども

は，わかってできるようになれば喜びを感じ，喜

びを感じれば明日もやろうかという気になる。

　知識ばかりを広げるのではなく，考えるゆとり，

一融瓢

最後董でやりとげるゆとりを持つことである。こ

れが，これまでの教育の過程の改定である。

　4．学校教育の課題と学校（歯科）保健

　現代の子どもは，体力はあるがすぐ骨が折れ

る。「日本の子どもは蝕まれている」と言われて

いる、なぜこうなったか？　母親は，将来不安定

オく教育をLていないか？　体力をつけていない，

鍛えていない，思考力がない，適応性がない。な

いないづくしである1、意志力をもってやらなくて

はダズだ、健康教育の基盤をつける，これが保健

の基本である、1

　5．　活力ある指導者の条件

　体力というものがあ一，て心情が豊かになり，意

志力・知誠があって知ノJがある　これがすべてあ

るのが勢いである精神的な豊かさが必要である。

　生きがいを求めて生きること，学びつづけて生

ぎる人間，学びつづけていく1与少年を育てていく

ことが私たちの仕事である　生きることの基礎・

基本をわれわれは学んでいかなければならない。

これが家庭・学校・社会教育の基本であ惹、

　「真のある教育をしなければならない」人間同

一1：のふれあいを感じるのが保健である。学校に勢

いをもり返すためにも，教育的決断をし，教育的

に結束し，教育的に体罰をする，体罰をすること

で解決する。この3つを守っていかなければなら

ない。人間の心を育てるこれが学校保健である。
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【講義1】

学校保健行政の動向

之部省体育局学校保1姓1課長　下　宮 逼

　本年度の学校保健への取組みは，

　　1．　僻地学校における心臓検診指導の推進。

　　　これは，心臓検診の経費の免除である，、

　　2．　禁煙教育に関する教師用の指導資料を作

　　　成すること。

　　3．　ヘルスカウンセリソグを中心とした講習

　　　会を学校保健関係者を集めて，新たに開く

　　　ことである。

　概括的に子どもの健康状況をみていくと，休力・

運動能力の調査では，ヒ昇傾向を示していること

が分かるi、子どもの体格もよい。しかL，背筋力

や柔軟性等の一・部の体力が落ちている。これは学

校における，子どもたちの体力づくりが問題とな

る。

　次に子どもの疾病異常の問題であるが，歯科保

健をみると，若干ではあるが減ってぎている。む

し歯の処置完了者の割合が向上している。次に視

力の問題でも改善がみられている。心臓・腎臓と

いった臓器については十分な保健指導が行われ

る。

　現在の保健指導の課題は，生活のリズムの乱れ

とか，学校生活の不適合とかによって心因性の苦

痛，不快感を訴える子どもたちがたいへん増加し

ていることである。

　次に学校安全の問題である。学校での小さな負

傷・すり傷・かすり傷は運動に伴って発生しても

かまわないが，重大事故を防ぐことが学校の課題

であり，交通事故や地震・火災・風水害等の学校

における防災体制の確立といったことも重要にな

っている。

　そういったような課題をふまえて，保健管理と

並行して，学校保健を充実させるには，保健指導

の充実が望まれるわけである。学校，校医会，学

校薬剤師の先生方，あるいは地域の保健関係者の

協力を得ながら，学校保健をどうすすめるかで，

学校保健委員会の開設あるいは，その運営の方法

に改善がはかられるべきであろう。

　先に述べた僻地学校の指導であるが，心臓検i診

の早期発見と適切な事後処置が課題になってい

る、，現在では，［本学校保健会の協力により，全

国的な心謳図検診の薔及に努めている。

　第2の指導資料の作成については，喫煙のもた

らす健康Eの害について久しく言われている。今

年度から3力年間，小・中・高校における各学校

団体に応じた禁煙指導・教育の教師用の指導資料

をつくることにした。

　第3の講習会の開催の件であるが，心因性のい

ろんな頭痛，腹痛で保健室に来る子どもが多い

が，どういうふうに適切に対応すればよいかとい

う問題である。

　学校保健の当面する課題は，文部省の行政面で

医学的な問題を多く含むものについて，日本学校

保健会で調査，研究をしている、，現在では，心疾

患・糖代謝というその他に疲労と休養の問題につ

いても，検討を進めている。それには，日本学校

保健会で出した出版物を活用し，図書目録を参考

に／ていただきたい。

1

L－．一一一．一一一一一。．一一，一

一
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【講義2】

学校における歯の保健指導と刷掃指導

東京歯科大学教授　能　美　光　房

1．児童・生徒らの歯科的特徴

　（1）幼児期

　　1～3歳：乳臼歯の萌出，乳歯別完成期，

　歯科的問題点としては，むし歯の発生期（断

　乳の遅れ，　il味の不規則摂取等），むし歯の

　多発期（甘味の過剰摂取，歯口清掃不良等）

　　4～5歳：永久歯萌出（第一大臼歯），歯科

　的問題点は，永久歯むし歯の発生

　（2）学童期（小学生，6歳～）

　　乳歯と永久歯の交換期，歯科的問題点は，

　とyし歯の発イ1三∫り」，　歯列と顎の／くli周不日（4くll：ll変

合）の発生

（3）中学生期（12歳～）

　第二大臼歯萌出，永久歯列完成期，歯周組

織の過敏期，したがって，歯科的問題点とし

ては，むし歯の多発期，歯ぐきの炎症が始ま

る時期

（1）　高季交4」切　（15歳～）

　第三大臼歯萌出，歯科的問題点は，むし歯

が放置されやすい時期，歯周疾患の発生

2．　歯の保健指導の目標と内容

表1歯の保健指導の目標と内容

　目　標　1（1）歯・［腔の発育や疾病・異常なと，自分の歯やLlの健康状態を理解させ，それらの健康を保

　　　　　…持麗できる健康や習慣傾う。

　　　　　1（2）歯のみがき方やむし歯の予防に必要な望ましい食生活など，歯や口の健康を保つのに必要な
　　　　　1
1　　　　　　態度や習慣を養う。
　　　　　

　内　容　1（1）白分の歯やr1の健康状態の理解
　　　　　1　　　　　　　歯・コ腔の健康診断に績極的に参加し，自分の歯や口の健康状態について知り，健康の保持増

　　　　　1進に必要な事柄を実践できるようになる。

　　　　　1　　1　歯・［腔の健康診断とその受け方

　　　　　　21歯・口腔の病気や異常の有無と程度

　　　　　　13　歯・口腔の健康診断の後にしなければならないこと

　　　　　（2）［Eしい歯のみがき方とむし歯のf防に必要な食生活

　　　　　　11　歯や口の清潔について知り，常に清潔に保つことができるようになる、、

　　　　　　　●正しい歯のみがき方

　　　　　　　●⊥Eしいうがいのイt：方

　　　　　　1，2）むし歯の予防に必要な食べ物の選び方について知り，歯の健康に適した食生活ができるよ

　　　　　　　うになる。

　　　　　　　●むし歯の原U木1と目1朱食1【ill1

　　　　　　　●そしゃくと栄養

　　　　　　　●おやつの種類と食べ方

資料）文部省：小学校・歯の保健指導の手引，1978



6

3，　歯の保健指導の実施機会

図1　小学校における歯の保健指導の実施機会

学

級

指

導
＝
学
校
行
事

ア
イ
ウ
エ

自分の歯や口の健康状態

歯のみがき方

むし歯の1～防に必要な食生活

歯や口の病気と全身の健康との関連など

　第二大臼歯，一．L顎中切歯・

側切歯

　回転法，震動法，描円法

の組合せ実施。

〔保健・安全的行事〕

ア　　歯・ll腔の健康診断

イ　歯の衛生週間における行事指導など

　　O児童会活動
旧　　　・代表委員会

個
別
指
導

○歯や歯肉の病気で、遅刻、一早退、欠席する∫・

○むし歯が多いのに治療を受けたがらない∫・

○歯みがきの習慣の悪い」二

〇歯みがきをひどく嫌う子

Qぶくぶくうがいがよくできないイ・

ol」’昧食品の1嗜好が特に強いr

Oたびたび歯が痛む予

Oたびたび歯肉が脹れるjt

uたびたび口内炎になる∫・

Q歯肉から出血．する」”

O不正咬含の目立つj’・、その他

（5）中学校生徒（1～3年）

　　完成永久歯列

　　　震動法，描円法，回転

　　法の組合せ実施。

　　要するに，歯みがき法の

基本は震動法（スクラブ

法），一歯ならびのよい人は

回転法（ローノレ法）で，強

すぎる力でみがかないこと

ができる人は描円法（ソォ

ー ンズ法）も併用したらよ

い，ということになろう。

5．　歯の刷掃指導に際しての視点

　1）　歯の刷掃のII　1’1〈J：歯垢の

　　除去，付着の」「坊

　2）　指導の視点

資料）表1と同じ。

4．　子どもの歯列発達段階と歯の刷掃指導

　（1）幼稚園児（3～5歳）

　　　完成乳歯列，第・た臼歯（6歳頃に萌出）

　　　　歯みがき法はまず「震動法（スクラブ

　　　　　法）」

　（2）　小学校低学年児童（1・2年）

　　　第一b大臼歯（6歳臼歯）

　　　　歯みがき法は震動法に加えて，描円法

　　　（フォーンズ法）を指導、

　（3）　！」〉’｝在季交rP’学イトタ巳ぎ｛髪（3。4イト）

　　　　L顎中切歯・側切歯

　　　　歯孜がき法は，回転法（ロー・レ法）を

　　　指導し，必要に応じて震動法，描円法を

　　　組み合わせる。

　Cl）小学校高学年児童（5・6年）

　　　　　　ll）　自分のみがき方の問題

　　　　　　　　　点の発見

　赤染めによる問題点（汚れ部位）の発

見，赤く染まった汚れ（歯垢）の刷掃，

2度染めによる汚れ（歯垢）残りの確認，

汚れ（歯垢）のとれるみがき方のホイン

ト，歯垢のとれるみがき方としての毛先

夜がき，自分なりのみがぎ力の体得，指

導後の刷掃方法の点検法。

（2）　歯の刷掃法の個別性の認識

　　歯の刷掃法は各人それぞれ違うという

　f固別性をもつ，，

　　歯の刷掃法は歯の状態、に合わせて常に

　流動的に変えていく必要がある．

　　…生涯自分の歯で食べることを〔標に

　歯の刷掃を実行すべきである、

L－一一一一一一＿一一

N
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【シンポジウム　発表1】

子どもの発達に応じた歯の保健指導の指導計画と進め方について

・一低学年における歯科保健指導の実践について一一

熊本県八代君1競田1國立鏡西1制・学校教諭高陽雅子

　1．　はじめに

　「飽食の時代1といわれる現代，豊かな食生活

はたしかに子どもたちの体位を1hJLさせたもの

の，予どもたちの健康，つまり身体をむしばんで

いるのも，また明白である　たとえば，もろい什，

肥満，齢し歯，ぴいては成人病など／－t

　本校においても例外ではなく，ら歯保イ諸は他

の疾病に比べてたいへん高い数を示している一1召

不ll57でト1愛’「G抱ノaこ：ts：ナそ⊃う1菊Cl・イ∫2率気よ，　乃（久、μぐ194．2

96，乳歯81．890の高さ“C，ほとんどu）∫・どもがう

【「斗ZI保／∫苔である1

　なかには，歯科検衛ノ）たこ♪ごに治療を繰り返〔，

Bびただしい数の処置歯をかかえているf一どもも

いる1こうした子どもたちのiJ態をなるときに，

歯のノ〈」刀さがわかり，心身ともに健康なj’・どもの

育成をめざすことは，わたしたち教師に課せられ

た醒要な使命と杉えら淑る．

　2．　学校の概要

　本校は，八代’F野の中に位置L，西北は八代海

に接する地域にある’r坦な純農村で，ノL産の吊：質

ともli本一・といわ淑るでグ＋の産地である、1父’り

は仕嘱熱心で，常に農作業に従’ll：し，　II常生活の

躾や健康管理面1よ祖父母まかせが多く，保健面に

ついての意誠や食生活に対する関心は黛般的に低

L・、

　学：級は6学：級，児竜数79名，1職員数IO名の小さ

1侵学校である　子どもたちは，経済的にも恵まれ

た環境で，素直で明るく伸び伸びとしているが，

反面，自主性に欠け，根気力，持久力に乏しく，

一つの事をやり通すような，特に習慣化をめざす

面では，これが大きな壁となっている、、

　このような地域，実態の中で昭和57年から3カ

講㌃

メせ・

紳

年，必邦省の「むし歯予防llf進校」の研究指定を

受け，吾し歯j”防に取り組むことになった。

　本校の研究一1題i進／しで歯をノく1刀にするr・ども

を育てるには，どうLたらよいか1
　　　むしr）旨」今1∫方σ）／こムち協ご1廻ISよび」也」或社二会と・ノ）

　　　　連携をめざして一・

　f氏学f卜研究k題「一【且い歯のノ・がき方を矢llり，

実践化へつなげる指導はどうしたらよいか一1につ

いて，低学年13人の子どもと実践してきたことに

ついて述べる

　表1　58年4月歯科検診結果　1年生13人

　　　　　　永久11湘　　乳　 歯

f牙ミ　 イ∫　　X－　　　　　　　　　　8ノ＼　　　　　　　　　　　　　　　　　13ノ＼

処｝湾ノ七〕！1　　4／N（10／｛〈）　　　　　5ノ＼（60ノトこ）

　　　　1未処置　　4ノ＼（6本）　　　8人（29本）

　ノ、学当時は歯みがぎはほとんどせず，みがいて

いても，みがけていない状態、永久歯は13人中8

ノ＼がう歯保ニイ渚で，乳歯にいたっては全員が保イ∫

昔，未処置のままの入学も多いlt

3．　実践の成果と今後の課題

（1）子どもの変容

　il・1）歯みがきの定冶（図1）

　　・みがき方の向上（図2）

　　・う歯保有者とう歯数の減少
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図1子どもの歯みがき状況（朝・夜毎日みがいた人数）

図2　カラーテストによるみがき方の変化

口きたない國ふつう口きれい

表2　う歯保有状況

（2）家庭の変容

　●親の歯みがきの定着

　・家庭における親子の対話

　・担任との対話

　●歯ブラシの選択

　●食事やおやつの考え方

　・早期治療，歯の矯丘

　：でi渡

寸（158
久1
歯　59

乳　　58

由　　59

表処置名数

4
1Ω
0
9
臼

図3　カリオスタット結果

衆処置本数　　DMF指数

ρ
U
l
29

2

1．5

1．5

口青　陽緑　麟黄緑　口黄

波
l　　　　　I　　　　　l　　　　　　l　　　　　l　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　冒　　　　　1　　　　置

　　　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　10

58．6

［lll］zzzzzzzggggggggggggggggg

［lllmzzzzzzzzzzg：：：gs
　゜カリオスタットによるrlの中の変化（図

　　3）

12i意識の向ヒ

　●歯に関する知識，理解の高まり

　●身体，衣服の清潔

　●貯金箱による金銭のむだ1吏い

　●：rごべつつのとリプノとうカ～い

　●歯ブラシの携帯

　●対話の広がり

131　集中力と忍耐力

　●　
i、 1二うレ’2iTi三藝力『ri

　・日常活動面

（3）今後の問題点と取組み

　　「継続は力なり」のことばをかみしめな

　がら，歯みがきについては皆無の子どもた

　ちを相手に試行錯誤の日々を過ごしなが

　ら，とにかく「歯をみがこう」をくり返し

　言いつづけ，llの中を！ulつづけてきた1－、

　　その中で歯みがきの意識や技術が徐・・に

　高まり，少しずつ者慣化してきたと感じる

　一づ∫，むし歯の新生や再発が1本2本とつ

　づく状態をみて，改めてむし歯予防の寺頭

　さと∫・どもたちをとりまく壊境に，むし歯

　をひきおこす要囚があふれていることを痛

　感した，、

　　私たちの指導にも限界があり，実践の場

　である家庭の理解や関心，協力的な態度に

　負うところが多いことも思い知らされた。

　ささやかではあるが教師が子どもを変え，

　子どもが親を変えてきた3力年の実践を大

　切にしながら，心と身体の健康教育の推進

　に今後とも努力していきたい、1

・系統的な計画の見なおし

・させられる歯みがきから，する歯みがきへ

●食生活の改善

　4．おわりに

　学校における歯科保健指導の役’r：ljは，家庭や地

域と連携を図りながら，子どもたちに歯みがきや

食生活に関する基本的な知識や技術を身につけさ

せ，生涯につながる「習慣づけ」を行うことだと

思う、、1本の歯ブラシをくらしの中に自然にとり

入れ，n分の歯の健康を一一生守る，という，思識が

rどもたちに生まれてくることを，3年間の歩み

で心から頼うようになった。
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【シンポジウム　発表2】

「むし歯予防に特効薬はない」を合言葉に

埼ゴ謀秋ズll泣第…・1・学校教諭栗原康浩

　1．　秩父地方の地域性と，本校の現状

　（1）　「医療過疎埼玉」の中での秩父市

　埼玉は，全国一の人口急増県であり，県の南部・

東部の，いわゆる首都隣接地域では過密化がすす

み，増加した人口に比例しては医師の数がふえな

いため，逆に医療過疎という皮肉な而民生活を余

儀なくされている。

　こうした埼玉県の中での秩父市の現況はどうか

というと，全県的過密からとり残された穴のよう

な場所で，山間の過疎地方の中心的小都市であ

る，，ここ10年来は人口の増減もなく，　7Jjlll現

在の61，858人は，毎年の平均値ということができ

る，、近年は，秩父市を中心とした広域市町村圏と

いう行政区画を設けて，周辺7町村を一・体化Lた

地域振興策をとっているが，周辺町村の人口は，

年々減少の一一途をたどv，ている現状である。

　地勢的にも，埼玉県の大部分が，関東平野の・

画として平坦地のでメージをもつのと逆に，県の

西の端，関東山地の一・部を構成，「奥秩父山岳地

帯」または「秩父連峰1と呼ぼれる山々に囲まれ

る小盆地の中に位概している地域であるv長野・

山梨・群馬・東京の各都県に境を接し，健康地図

の色分け等で見ても，秩父は，中部山膳，あるい

は信越方面との親近性が色濃く出ているようであ

る。

歯科医師の数と人ロ比（昭和47年）

’ll：面でみると，やはり医療過疎埼玉の中の「医療

過疎秩父」といえるのではないだろうか。この表

は，特に関連性の深い，歯科医師と人口比の表で

あるが，全国平均に比しての埼玉の医療過疎は一

口瞭然であり，秩父市も，周辺町村からの患者の

流入がかなりあるので，実際は，この表よりマイ

ナスと疹えねばならない現状であるu

　（2）　むし歯」う防啓発推進校指定をうけた本校の

　　現状

　こうした秩父市の中での，秩父第一中学校の位

置づけであるが，例年1，200人前後の生徒と，50

人の職員をかかえる，山間の秩父地方では，一・番

のた規模校である．生徒の地域別構成は，IH　rl了街

地60％，新市農村部40％のおおまかな色分けがで

き，lll問の都市のこととて，生徒の気質はおおむ

ね温順であるが，体位・運動能力等は県平均より

やや低いといえる。医療面に対する認識も比較的

低く，秩父地方全体でみても，埼玉9ブロックの

中で，むし歯保有率は2位か3位といつも高率で

ある．本校でも，いわゆる「むし歯なし」の完全

な生徒はたいへん少ない現状である。

地　域
人口10万人あたりの
歯　　科　　医　　数

1医院あたりの
人　　　　　口

全　匡1

埼」｛県

秩父市

49．2

36．4

43．6

2，056人

2，691

2，291

　こうして，秩父地域は，全県の中ては，特異な

状況の場所というようにとらえられるが，こと医

　2．　むし歯予防啓発推進校としての取組み状況

　こらした中で，昭和58年度，埼玉県の委託事業

である「むし歯予防啓発推進運動」の研究指定を

秩父市教委が受け，その中心推進校として，中学

の部を本校で受けることとなった。他の各中学校

は協力校として指定されたが，何分，こうした曽

門分野の研究指定は初めてのことでもあり，雲を

つかむようで，戸惑いも多く，何から手をつけて

よいか，試行錯誤のくり返しで，特別な指導者も

ないまま，ともかく，全校職員，生徒の全体的協

力の中から生み出していこうと，次のようなこと

を申し合わせたのである。
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（1）全校・全職員が一・丸とな・，て，研究・研修

　　に積極的に参加すること。

〔2）研究内容は，3年間の指定期間に限らず，

　引きつづき将来へ向か・）て，実践効果がたか

　　まるような継続性をもった研究であること。

　すなわち，奇異をてらった見世物的研究では

　　なく，地道に，H常生活の中へ溶けこんで持

　続して成果を得られるような研究でありたい

　　こと、

（3）生徒だけでなく，父母，地域の人びともま

　　ぎこんだ，地域全員参加型の研究に高めたい

　　こと。

　以Iiを基本方針として「むし歯予防に特効薬な

し」を合言葉に研究指定と取り組んだのである、．

3．　予防の取組み，全家庭まで

（1）この事業は，学校内だけでは解決がつかな

　い，どうしても全家庭の協力が必要である、

　そこで家庭啓発運動に力を入れた。

〔2）　各種PTAの集会ごとに，本事業の意義を

　訴える，，

　　運動を全地域のものに広げるため，PTA

　の会合には，必ず「むし歯予防」の趣旨を訴

　えることとした。総会・理事会・常任理事

　会，各部部会，各学年PTA等々，保健主事

　を中心とした働きかけが行われた。もちろん

　会合により，重複している面もあるわけだ

　が，　刺激は多いほうがよいという方針だっ

　た。

（3）地区別懇淡会でも20地区の中心テーマとし

　て，むし歯予防の問題がとりあげられた。

（D　特によかったのは，PTA会長島田源作氏

　が，市と県の家庭代表として積極的に取組み

　の先頭に立って活躍してくれたことで，この

　奮闘が，家庭での意識をたかめそ）原動力とな

　ったのである。

【シンポジウム　発表3】

子どもの発達に応じた歯の保健指導の

指導計画と進め方について

愛媛県教育委員会保健体育課指導書三事　一一・　色 功

　1。　はじめに

　f“どものほとんどの者が，むし歯の患者である、

なし歯を予防するためには，特に乳歯から永久歯

に生えかわる時…期に，学校と｛家庭が協力して，むし

歯予防のよい習慣を身につけさせる必要がある1，

　むし歯予防のよい習慣を身につけさせるために

は，歯みがき，間食のとり方，早期発見・　｝．li・期治

療の徹底に努める必要がある，、

　学校における歯の保健指導は，基本的生活習慣

を身につけさせる躾と考えるならば，教育活動全

体の中で実践すべきである．

　教育活動として実践するためには，その日，そ

の時の思いつきの指導では定着しがたいu計画的

・継続的Lかも組織的に実践することにより，卜

分な成果が得られるものである。

　学校教育活動のrl’で児竜生徒等のむし歯予防に

全力を傾注するとするならば，学校の教育，｛i’pkiの

中の他領域の計1画との調和を図り，i宜点的に歯の

保健指導を教育活動に位置づけ，効果的に進める

ことはきわめて重要なことであり，当然，指導計

画を作成し，それに基づく予防活動を展開すべき

である、、

2．　歯の保健指導の指導計画

（1）　才旨導言卜匪珂のf乍IJva－

　a．全体計Plrl

N



　　歯の保健指導の全体計画を作成するに当

　っては，特に次のような事項に留意するこ

　とが大切である。

　・学校保健計画との関連を図り，教育計画

　　（教育課程）に明確に位置づける。

　・学校としての指導方針を明らかにし，教

　　職員全体の共通理解を図り，指導の体制

　　を確立する。

　・児童生徒等の日常生活状態や地域の実態

　　を基礎にし，少なくとも3・6年閲を見

　　通した計画的，継続的指導を重視する。

　・学校と家庭や地域社会との連携と協力の

　　関係を密にし，関係機関，団体等の活川

　　を図る。

b．年間指導計画

　　年間指導計画の作成に当って留意すべき

　’拝堀｛には，次のことが考えられる。

　・学校の教育目標と歯の保健指導n伝との

　　関連を明らかにする、，

　・児竜生徒等の実態に基づき，適切な内容

　　を設定する。

　・指導の時間を確保するf

　●特別活動の内容相互の関連を図るe

c．主題ごとの指導計画

　●学級指導における指導計画

　Φ　長時間の指導計画

　　（a）主題は，児童生徒等の歯や歯周の特

　　　性や実態に即して理解と実践が図られ

　　　るものとする，、

　　（b）指導のねらいは，，｝1題に即して，で

　　　きるだけ具体的にし，実践が図られる

　　　ようにする。

　　（c）内容は，児竜生徒等一・人一・人の実態

　　　を踏まえて，発達段階に応じたものを

　　　精選する。

　　（d）　」’旨妻尊プ」？！kは，　り己∫綻∠L徒等の寸詳イ～rl勺な

　　　活動を助長しながら，一一人一一人の児滝

　　　生徒等が意欲をもって取り組めるよう

　　　にする。

日本学校歯科医会会誌54号1986年U」／11

（e）資料は，身近で具体的な問題や児童

　生徒の心情にうったえるヰ・：例をできる

　　だけ取り上げるようにし，児ti生徒等

　　の活動が活発に展開できるようにす

　　る。

21　矢豆日与「削のt旨導計・Ptii

㈲　指導のねらいは，一・層明確にけ1、体

　1杓なものとする、，

q））短時問の指導の位置づけを明確にす

　　る，，

（C）指導内容は，短時間で指導でき・ωも

　　のを精選する。

（d）　ll常生活の中で現実の姿に即した指

　導が効果的に実施できるよう，弾力的

　　｝ルdL了1川a）言紫気三をf∫うu

●”）’：校行弓；：におり』る指導計vhi

（の　内容は，児童生徒等や地域の実態等を

　踏まえ，学：級指導の指導ドヨ容との関連を

　疹え，学校・学年単位で実施したほうが

　効果的であると考えられるものを選定す

　る，

（b）実施時間は，口腔衛生に関する礼会的

　1淳等の関連やむし歯予防など，指導の

　成果が高まるような時期を選ぶ。

〔の　指導の方法は，児童生徒等の保健意誠

　や刷掃行動等の実態に即して，実習，実

　験的な方法を取り入れるなどrたをし，

　児竜ノヒ徒茅が意欲1’1〈Jに取り組めるように

　す惹、

（Cl　）　実施に当っては，児竜生徒の積極的な

　参加を促すよう児童。生徒活動と密接な

　連携を図るとともに，学級指導における

　函の保健指導との関連をト分考慮し，学

　級指導における指導が総合的，発展的な

　指導となるよう配慮する。

（e）行事の実施に当っては，必要に応じ，

　学校歯科医，保健所等の関係機関の協力

　を得ることも考慮するQ



12

【シンポジウム　発表4】

子どもの発達に応じた歯の保健指導の

指導計画と進め方について

大阪府1艮佐野ii泣人イく小学校学校酊1医　F（IJ村　親・．・一郎

　1．　はじめに

　廿いものをとらない，歯をみがこう，など子ど

もたちのいやがることばかり言ってきた。それで

も幼児を除いてそんなにむし歯は減っていない。

こちらの呼びかけを受けいれる素地が抜けてい

る。表1に示すように，う蝕は医学以外の要因が

からんでいるので，ltいものを取りLげる前に尽

くす手はないものか？　学校教育の場にゆだねる

より方法がないようである，，廿味をとりあげてし

ま象乙1よ，　1－－a’）ノ・トレスカ～均〒しし・1昌J是塵を∠Lむn∫で∫ヒ…’i／1

がある1

　ミュータンス連鎖球菌をはじめ，吾し歯の原因

といわれる細菌は，すべてヒトの口腔に住みつい

ている常在菌群の構成種である。減らすことはで

きても完全に追放することは不可能である。

　tl’いものを食べてもむし歯にならない強い歯を

作る生活方法を教育的に探し求め，実践させるほ

かないL、少産少死が子どものむし歯と成人病を増

やした。

　2．母子保健と学校保健のかかわり

　賀塩と（1983）1）レよヒトの一ぜヒを一・／）a）車命（lkXl　1）

にたとえて，母子保健と学校1呆健のかかわり方（か

かわりのなさ一括弧内筆7一己入）について「学校

　　　　図1

表1　う蝕成立の諸要因とその対策

主要因① 齢羽い［羅∴：WIJIin灘に賭灘灘響～与醸1即

騰：購鶯滞しや州川凹咀い馴（一」；防充順、矯正歯LI渦掃、乳歯の保11隻）

②細 菌　　菌攣多い、活性度高い一→歯」后を作り易く、酸澄k能田：盛
（il封口｛目干lr｝抗内孝露き斉り）

③匝一［諜鍔篇1∵1：Ill 雰11廟り／，くもび） 糖分の多いもの／

液i　甲：勘い、粘稠度高い、pH緩衝能f氏い←一全身的り矢患との関係？

iH嬰麟ξ・騨）

誘因①唾
τ二醐棚が伽、にくい．

②子陰的要囚 砂糖消費量の増大←一マスコミによる飲料、菓1▽）広告氾濫←（生活グ）みだれ）

砂糖公害　　　　←一一公衆衛生的配慮と親の認賊一→与え方

一一一一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿』



歯科保健の場を生涯保健の出発点として考える

か，組織的に進め得る公衆衛生面の最後の場とす

るか」さらに「法的には，もっとも大切な乳幼児

期における口腔疾患に対する認識，管理，正しい

習慣形成が3歳児だけ（で片付けられている）で

あるところに問題があり，学校保健がこれらの後

始末の場であると考えられている」として学校保

健と母子保健の谷間にある期間が生涯のヒトの健

康を左右する大切な時であるにもかかわらず，な

んらの法的配慮も施されていない点を指摘した。

学校（歯科）保健はこのような宿命を背負った上

で運営しなければならない立場におかれている。

　母耐呆健学習のスタートは……高校から……賀

日本学校歯科医会会誌54号1986年1月／13

屋の輪を見ながら，保健学習のスタートは，どこ

で，だれが，いつころ，どんな方法でするのが効

果的かを考えてみた。従来は妊産婦教室が出発点

と考えられていたが，高校3年間に教育的手法で

行うのがもっとも望ましい。

　参考文献

賀屋重雍：学校保健に関する一考察，国際歯科学士会日

　　　　本部会雑i誌第14号，1983，pp。102－108．

高江洲義矩：むし歯予防から生’（lt保健へ，全国学校歯科

　　　　保健研究協議会講演，1982．講演要旨，大阪

　　　　府公立学校歯科医会会報21号，1983．
㌃木武・赤坂守人：1－1の動き一食機能をilt心に一，小児

　　　　｛呆健耐千ラセ43（6），　1984，　pp．547～561．

」
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第1分科会（教員部会）9　Jj2（川（｛の

司会者　ノdl反府教育委員ノ指導i噛　藤／卜光丸

開会あいさつ　ノ（阪而教育委員会保健体if課」（林川昭ド｛：

講義

　　1‘i、lu）保健指導・ノ）授業の進めノ∫に一＋いて

　　　　　　　一1ヒノL小卜ll「∫、屋ノニrlj‘lll／1・’』i：・i，・；s　1つ（i」≧　　妨ヒノi　　～・と

　　教育、1価1一歯の保f建指導の，1価

　　　　　　　　　　　　　k教人学教授　召田’1旺好

　　間食とその指導　城西1場ξr科人学教授　　　ilT）　［1俊・

　　学校保健委員会の組織・1士，1：なのあり方に吻いて

　　　丈部省体育局学｛交保健惇好1・詞’近官　Il1「川’1、．

閉会あいさつ　人阪市教育委iUi、校保健，，1、」、　中山広泰

郎第1分科会・講義する吉田調査官

【講義3】

歯の保健指導の授業の進め方について

1ヒノLJ封一J：t．1㌔1［1・」・’⊃ノi・2三｛・・Z’」ぐ　　　∫フ’」～こ　　アーf 込垂ノ

　1．　学級指導における歯の保健指導の特質と指導過

　程
　保健指導の一’一環として，児童の心身の発達段階

や歯の鮭康状態，ヘノしス・ニーズに即し，　’人＾

人の健康生活の自立（態度化，習慣化一自己実現）

をめざして行う　（究極的には人間形成）

　m　学級指導の特質（実際に生きて働く知識・

　　態度・行動・習慣を）

　　・ll常生活に必要な行動のfl：方を意図的・。1

　　　画的に

　　●日常生活に即した即事性・JII］効性を

　　・学校独自の指導計画に基づいて

　　・集団とのかかわり合いを大切に

　（2）指導過程構成のための計画

　　　知識や技能の形式的理解ではなく，子ど4，

　　が直面している意識・関心や行動Lの問題な

　　どを指導内容とし，必要な態度や能力を確突

　　に身につけさせるようにす獄，

・「何のたy）に」［ii・1をi

　と牙λらいの明確化

単位：時問のil題

　2．　歯の保健指導のための教具，資料，サンプル

　学習がよくわかり実践を意欲化させるために

は、場に応じた適切な教材（教具，資料，サンプ

・L、1⇒の準備と活用がきわめて重要であるG

　・教材開発の観点

　　’P児竜の情感（口［（　i！A3，　IYI・」，（）j・，　，1と！疹）をゆさぶ

　　　り，学習意欲を起こさせるもの

　　2発達に応じて経験が生かさオ1，実習等のH

　　　的が達成されやすいもの

　　13了・ども自らが，活動を発展できるもの

　　「い身近にあって，人手しやすいもの

　　151評価の結舞ξによる補充指尊として

　・個人的資料　歯ブラシ，コ、ソフ，鏡，実践表，

　　ti、IC　tliliノ乏，　1建i月1｛ノー　1・，　ノL～舌表etc．

　・共通資料　絵図，スライド，TP，写巨，紙

ム



芝居，フィルム，模型，標本，大型ブラシ，

赤染液（固型），オーラビュー，綿棒，録音テ

ー プ，作文，あきかん，etc．

3．歯の保健指導の授業を効率化するための着眼点

（1）主題とねらい

　・主題（学習課題）を明確にし，ねらいを具

　　体的にする。

　・事前調査（事前評価一一診断的評価）を綿

　　密に一→学習課題と学習内容がきまるc，

（2）導人（はじめ一一気づく）

　・問題の意識化，共通化，焦点化を図る（共

　　通課題，自己課題の発見）

　・実態を絵，図表，写真，実物，TP，スラ

　　でド等の資料を提示し，驚かせたり思考の

　　矛盾や誤りに気づかせたりして，問題点を

　　見つけさせる、（動機づけ　　意欲化）

（3）展開（わかる　　考える一確かめる）

　●原因の把握，分析をする（調べ考えて，問

　　題の原因を追求する）　　　　　　　　v

　・でぎるだけ数量化，視覚化するたど具休的

　　にして，追求を容易にする。

　一例1．　おやつに入っている砂糖量を一角砂

　　　糖や袋の数で表示

　　2．　おく歯のかみ合わせがう蝕になりやす

　　　い　　石うすのみぞに粉がたまりやすい

　　3．　歯列模型一一人ひとりの状態に合わ

　　　せられるように，歯を動かせる

　　4．　食物（栄養）の歯に対する働きについ

　　　ての図表

　　5．　カラーテスター

　　6．歯みがき実践表や個人カードなど

　・問題解決の方法や技術を発見，または考え

　　る（自己課題の解決の方法をさぐる）

　・実験・実脅を通して，解決の方法を休得さ

　　せる。

　例1．　赤染めした歯のブラシング，ぶくぶく

　　　うがい

　　2．　菓子類や給食の食後のぶくぶくうがい

　　　やブラシング

　　3，　ぶくぶくうがいの要領（水量，速さ，

日本学校歯科医会会誌54号1986年1月／15

　　　回数，水の動かし方など）

　　4．　歯の形状，働き，位置，萌出状況など

　　　に伴うブラシングの要領

　　5，　酸に対する歯牙の状態

　　6．　各種の歯ブラシ

　　7，　望ましい歯ブラシのあて方の図，歯列

　　　図や模型，歯牙模型など

　・一・人ひとりがIl夫した方法や要領を，グノし

　　一フや全体で発表させ，相Ll1批正をさせた

　　り参考にさせたりする。

　●実習，練習をして技能を定着させる（成果

　　を生かLて実践する）

　・実験・実習の結果，相互批iEや参考にした

　　ことを生かして再度実習し，自己の方法や

　　要領を確かめ実践する。

　・個別指導の重視（特に対蒙とする子ども）

　　⑦歯の健康に問題を持つ子

　　2噛の健康に関心，意欲の乏しいr

　　「3）技能の未熟な子

（4）整理（まとめ　　いつもする）

　・実践の意欲化，継続化を図る（実践につい

　　ての決意を強化し，習慣化をめざす）

　●実践表やカードを作成させ，記入させ獄、

　　学習課題，自己課題，学習して分かったこ

　　と，自己の課題解決の方法や要領，実践。1

　　画などを記入

　●実践結果，評価や反省も記入できるように

　　しておく。

　　　低学年は全員同じ様式で，高学年はモデ

　　ルを示して作成させるのもよい，，

　4．　授業に関し，特に留意すべき事項

　（1）日常の学級経営，家庭との連携が大切であ

　　る一

　授業の成果を高めるためには，ふだんの学級経

営や学習指導，家庭との密接な連携のあり方が重

視される、特に相互の心の交流を深めて人間関係

を豊かにすること，子どもや学習指導に対する担

任の熱意と努力，担任と家庭との密な連絡と添え

書などは，基本的なことである。

　（2）子ども自身が教材であり資料である。
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　比較する場合はともかくとして，自分の学級・

学年・学校などの身近な実情を資料とすることが

大切である。（緊迫感，切実感，必要感が高まる）

そのためには，たえず子どもの状況把握に努めて

変化を記録し，課題別に整理しておく必要があ
る，，

（3）麦・醐網の響1では，特に船鰹理し

　　焦点化する必要がある。

　（4）学習後の実践評lllilを常に配慮しなければな

　　らない，、

　実践の様子をたえず把握し，賞賛しはげますこ

と（継続的個別指導）。

　（5）マンネリ化を防ぐために

　　・画一一的な指導はできるだけさけ，f固別指導

　　　を屯視するu

●新しい資料・技術の収集，開発に努める。

・課題を焦点化し，発達段ll皆に即して意図的，

　計画的に実践課題を変化させる。

・すぐれた，または参考となる実践事例の紹

　介を心がけ，たえずはげますこと。

　実践や体験の発表（ことば，作文，

ど）は，感性に訴え意欲化を高める。

　　　　　　　　　｛

5．　まとめ

（1）関係者の健康観を統・，確立し，共通理解，

　共通実践を図る。

（2）家庭や教師が変容しなくては，子どもは変

　わらない、

（3）継続は，力なり，

【講義4】

教育評価と歯の保健指導の評価の在り方

之教却徽授石田恒好

　1．教育評価の意義

　教育評価とは，文字通り，教育についての値ぶ

みのことである，，しかし，教育においては値ぶみ

をすればよいというものではない。高い値ぶみで

あれば，それをつづけてよいということである

が，値ぶみが低い場合は，そのままつづけてはい

けない。教育のどこが問題なのか，反省して，改

善しなければならない。

　つまり，教育評価とは，「教育についての反省

と改善」である。

2．　教育評価の基本的な用語

（1）相対評価：児竜，生徒の状態を，集団にお

　ける相対的位置で解釈する方法である。

長所は，客観的に行いやすい点である。

欠点は，目標の達成状況を示せない点である、

（2）絶対評価：児童，生徒の状態を，指導目標

　　の達成状況で解釈する方法である。

　長所は，H標の達成状況，進歩，努力が表現し

やすい点である。

　欠点は，達成状況の具体的設定が困難なために，

主観的になりやすい点である。

　　・認定評価　・到達度評価

　（3）個人内評価：児童，生徒の状態を，本人だ

　　けの基準で解釈する方法である。

　長所は，すべての進歩，努力を表現しやすい点

である。

　欠点は，甘い解釈になりやすい点である。

　〔4）その他・診断的評価：前提条件の満足度，

　　既習・未習を確認し，手をうつ。

　　●形成的評価　指導しながら，不十分なとこ

　　　　　　　　　ろをチェックL，手をうつ、，

　　・総括的評価　既習・未習を確認L，未習は

　　　　　　　　　再学習させる。
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　3．教育評価の一般的手順と歯の保健指導の評価の

　　在り方

　（1）評価目標の設定一何を評価するかを決め

　　　　る一

　何を評価するのか，評価「1標を設レヒするために

は，何を指導しようとしているのか，その指導目

標を，まず明確にする必要がある、この場合，指

導目標を明確にする作業では，できるだけ，児竜・

生徒の行動の水準で示すことが望ましい。

　児竜・生徒の行動の水準で示された日標を行動

「」標というが，このようにすれば，その目標は，

先生の指導目標に終わらないで，児竜・生徒にも

具体的で理解しやすいので，自分たちは何をした

らよいのか，児童・生徒自身の目標にもなるので

ある。

　ただし，指導口標のすべてを評価目標として測

定することは困難なので，指導目標の中から，重

要なものを選んで，評価目標とすることになる。

このことを，「評価ll標は，指導日標から導き川

され．る」という。

　つまり，歯の保健指導の評価を行うためには，

その評価目標を具体的に設定しなければならない

のであるが，そのためには，まず歯の保健指導の

日標を具体的に設定する必要があるということで

ある。

　なお，指導日標を分析して具体的に設定するた

めには，どういう枠組で分析するか，その大枠を

決定する必要があるc．］ふつうは，知的側而，技能

的側面，情意的側面に分析するが，歯の保健指導

では，これらの他に歯の状況なども加える必要が

あろう。ただし，この場合，大枠の中で，何が重

要なのかを，よく考えてみなければなるまい。

　（2）評価資料の収集一どんな方法で資料を収集

　　するかを決めて，作成し，収集する

　評価方法としては，観察法，而接法，質問紙法，

自作テスト，テスト法などがあり，それぞれの評

価目標によって適した評価方法は異なる。したが

って，望ましい教育評価を行うためには，評価方

法に精通し，評価目標に適した評価方法を選んで

作成し，実施することが必要である。

　たとえば，歯をみがく技能の場合であれば，そ
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のポイントをリストにしてチェックするとか，そ

のポイントを印刷しておいて回答させるなどの，

チェックリスト法，質問紙法などが有効である、，

　（3）評価資料の処理・解釈・活用　収鱗さLた資

　　料で反省し，改善する

　収集した資料を，集計して解釈し，指導の反省

と改善に役立てる。評価資料の解釈には，すでに

述べたように，相対評価，絶対評価，個人内評価

の3種類がある。歯の保健指導の場合は，校内で

は習慣が身についているほうだといっても，朝，

晩の歯みがきを時どき忘れるようであっては困

る，また，本人としてはずいぶんよくなったと思

っても，朝，晩の歯みがきをきちんとしている日

数のほうが少ないといったようでも困る。やはり，

いつもしっかりみがくようでなけれぼ困る。つま

り，歯の保健指導における解釈には，相対評価，

個人内評価より，絶対評価が適Lているというこ

とである。

　学校としての目標，学年としての目標，学期と

しての目標，週の目標，本時の〔標というように，

日標をしっかり設定して，その達成状況をチェヅ

クし，たえず反省し，改善したいものである。

　収集した資料を解釈することを教育評価と考え

る人たちがいるようであるが，これでは，まだ反

省して改善していないので，教育評価とはいえな

い。それを資料として，反省して改善しなければ

ならない。

　反省し，改善する内容は，その立場によって，い

ささか差異がある。指導する立場では，達成が不

一卜分な点が明らかになったら，その不十分な点を

指導し直すと同時に，その間の指導の計画方法，内

容などについても，反省して改善することになる。

　学習する児童・生徒の立場では，不十分な部分

を学習し直したり，その間の学習態度，学轡努力

を自ら反省し，改善することになる。

　管理的な立場では，歯の保健指導のための施

設，設備，指導組織，指導の全体計画，さらに，

地域，家庭，関係機関との連携などについて，反

省して改善することになる。

　これらの，すべてを反省し，改善しあった時に，

歯の保健指導は万全になるということである。
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【講義5】

間食とその指導

城西歯不杁学口脳阜r／1・学講座教授　中　尾　f空　一

　間食の意味するもの

　広辞苑で間食の項を引いてみれば，定まった食

事と食事との間に物を食べること，あいだぐい，

おやつとなっている。同じく，おやつ（御八つ）

を引いてみると，（八つ時〔今の午後2時から4

時まで〕に食べることから）午後の間食，お三時

となっている。

　間食とは本来楽しいものであり，間食によって

情緒的満足度をうるものである。親と子の，ある

いは子ども同十の楽しい雰囲気をつくるものとし

て，間食の意味は大切にされるべきものである。

　間食イコールお菓子，お菓子は砂糖，廿いもの，

砂糖はむし歯になるから甘いお菓子はだめという

構図が一一部の人達からでているが，その辺のこと

を考えてみたい。現実には砂糖の入った甘いおや

つを毎日食べているので，おやつを選択する能力

をどう子どもたちに身につけさせるか，「食べす

ぎると歯にも体にもわるい」ことはうなずけるは

ずである。

　社会構造の変化，とくに食生活の変革

　生きることは，環境への適応現象でもある。自

然環境はともかくとして，社会環境は刻一刻と変

わりつつある。働くことが人間の本質であると，

一昔前まではいわれてきたが，今や週休2日制が

定着されつつあり，働きばちの日本人は儲けすぎ

ると，諸外国から非難を受ける社会環境の変革と

なっている。食生活環境を眺めてみても大変な変

化である。現代社会で供給される食品は全て商品

化され，スーパーマーケットは至る所にあり，全

国画一的に同じ商品が手軽に手に入る。

　私たちは食品を選択する時，経験で判断する

が，工業的に製造されたさまざまな食品が出回っ

ている現在，経験だけでは判断できなくなってい

る。一一一方コールドチェーンの発jtiにより，半加工

食品，全加工食品がコマーシャルに乗っておいし

さを強調し，買う気をさそい，食生活にも少なか

らず影響を与えているはずである。

　食べることは一生を決めてしまう。国民の健康

障害の要因は，「体を動かさなくなった」「ストレ

スが多くなった」「食事のとり方の乱れ」の3つに

あると，東京大学の細谷憲政教授はいつも主張さ

わている。成人病で代表される「がん」　「高血圧

（脳lfn管疾患）」「心疾患」は生活由来性の慢性疾

患といわれている。わるい習慣の積重ね，とくに

食べ物すなわち食事が大きく関与することは知ら

れている。食塩の1日摂取量が109に近づいたこ

とにより，わが国の高血圧（脳血管疾患）が減少

している疫学的事実がある、，

　むし歯や歯く・ぎの病気（歯周疾患）も生活［［1　A（

性の慢性疾患である。歯の病気の原因の大部分は

歯垢（プラーク）であり，歯垢は口の中の汚れの

根元である。食べ物に対する注意，口の中をきれ

いにする習慣があるのか，歯はみがかない，食べ

物に対する気くばり，おやつの取り方のわるい日

常生活などわるい習慣の積重ねが歯科疾患を増悪

させてしまう。むし歯は個人の日常生活のわるい

習慣の積重ね，すなわち個人に責任のある病気で

ある。

　以上のことから，食生活が健康づくりの入口で

あることを理解し，具体的な事例をまじえて考え

てみたい。

　歯科疾患の原因

　今さらむし歯の成りたちでもないが，むし歯が

できる4つの条件が日常生活の中で作りだされて

いることを忘れてはならない。4つの条件をあげ

ると，（1）糖質（特に砂糖），（2）微生物，（3）歯質，（4）
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時間である。これを日常生活にあてはめると次の

ように考えられる。

　毎日の食事，食事や間食を食べると口の中に食

べかすが残る。口の中には健康な人でもつねに多

くの微生物が存在しているc，砂糖は1．1の中の微生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ物のストレプトコッカス・ミュータンスなどによ

り歯垢を作り歯の表面に付着させ，糖質（砂糖）

を分解して酸を作り，体の中で最も硬い歯の表面

を徐々に溶かしてむし歯をつくってしまう。この

連鎖がくり返しくり返し歯に対して行われてい

る。

　上手な間食のとり方

　一ヒ手な間食のとり方の基本は，砂糖の入らない

おやつを食べることではない。大切なことは3度

の食事がしっかりしていることである。どこの家

庭でも3度3度しっかりと，時間通り規則正しく

食べているだろうか。朝・昼・晩のうち，まとも

な食事を食べるのは，給食しかその機会がないと

いうことであれば大問題である。

　朝は両親がそろってきっちりと子どもといっし

ょに食べることを守りたい。また，夕食を家族そ

ろって楽しみながら食べることで，人生をどれだ

け明るく過ごせるかを考えたい。食事時の環境や

雰囲気づくりを考えている親は少なくなりつつあ

る。

　食事はえさではない。間食を考える際に基本的

に朝・昼・晩の食事を含めて，毎日の食事量とそ

の中の栄養素の配分に偏りがないように心掛けた
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い、明るい雰囲気で，ゆっくりとrlFl”eeして1回の

食事時間は少なくとも15分以一Lかけるぐらいの気

持ちのゆとりがほしい。3度3度の食事が摂取さ

れていない原因は何なのか，間食でそれを補う，

ほんとうの間食の意義が忘れられている現実と食

生活環境をよく杉えて孜たい。

　間食を足がかりに食生活を健康創造の入ロに

　砂糖を含む食品の間食が歯科的に問題になるの

は当然である。だからといって砂糖を含む食品を

一切拒否するような画一的指導を行うのではな

く，指導される側にとって，より実現性のある指

導を心掛けるべきである。とくに指導される側の

性格，生活背景などを知っておく必要がある。

　また指導される子どもにとって，なにが実行可

能であるか，どこまで子どもが実行できる可能性

があるかを，学級担任の先生方は考えていただき

たい。適切な歯口清掃指導を必ずいっしょに行ら

ことも忘れてはならない。

　間食指導を窓口として，食生活を健康創造への

入口として位置づけ，歯だけの問題でなく，生涯

にわたって自主的に自分の健康は自分で守ってい

ける子どもに育てるのはどうすればよいのかを考

えなくてはならない。現代人の健康を害する三大

要因は，食べすぎ（栄養のアンバランス），運動不

足，ストレスがさけばれている今日，健康づくり

は幸せづくりであることの意義を知るべきであ

る。ライフスタイルの変革がそれぞれの子どもに

も必要であるのではなかろうか。

【講義6】

学校保健委員会の組織・運営のあり方について

文部省体育局学校保健課教科調査官吉田螢一郎

　1．学校保健計画実施要領（試案）と学校保健委員会

　学校保健委員会が，学校保健に登場するように

なったのは，1949（昭和24）年11月，文部省から

「中等学校保健計画実施要領（試案）」が出され

てからである。

　すなわち，その実施要領（試案）には次のよう
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に述べられている。

　「委員会は，学校長・PTAの保健委員・保健

主事・学校医・学校歯科医・学校薬剤師・養護教

諭・一般教師・関係科目担任教師（理科・家庭科

・ 社会科・体育科）・生徒保健委員会をもって組

織する。

　委員会は，毎月1回開催し，必要に応じて小委

員会を開く。委員会の決定事項は必ず実行するた

めの，強力な権限をもたせるようにしなければな

らない。

　協議事項としては，年間及び毎学期の事業計

画，校内保健施設の改善・整備，保健関係法規の

遵守，保健関係記録の作製等があげられる。」（36

ページ）

　また，学校保健における校長の職務として，

「3．学校保健計画の諮問機関として学校保健委員

会を組織する」（30ページ）こととし，さらに，保

健主事の職務として「（1）学校保健委員会に参加し

次の仕事を行う。イ．学校保健計画の作成，ロ．

具体的な問題の処理のため教師及び生徒より特別

委員を定める」（31～32ページ）とし，その組織の

ねらいや学校保健委員会における保健主事の役割

が述べられている。

　以上のように，わが国における学校保健委員会

は，校長の諮問機関として出発したものであり，

その協議事項は学校保健計画の立案と実施に関す

ることがらを中心とし，決定事項が実行されうる

よう強い権限を与えるべきことについても言及し

ている。

　文部省においては，学校保健計画実施要領（試

案）の趣旨徹底講習会その他の機会を通じて，学

校保健委員会の設置とその適切な運営について指

導・奨励した。

　その後，1958（昭和33）年に学校保健法が公布

されたのを機会に，　「学校保健法および同法施有

令等の施行にともなう実施基準について」　（昭和

33年6月16日文体保第55号）の体育局長通達にお

いて，学校保健委員会の開催およびその活動の計

画についても，学校保健計画に盛り込んで，年間

を通じて計画的に実施すべきことを示している。

　2．保健体育審議会の答申と学校保健委員会

　1972（昭和47）年12月20日付の文部省保健体育

審議会の答申（「児童生徒等の健康の保持増進に

関する施策について」）においては，学校保健計

画の適切な策定とそれを組織的かつ効果的に実施

するための方法として，「学校における健康の問

題を研究協議し，それを推進するための学校保健

委員会の設置を促進し，その運営の強化を図るこ

とが必要である」とし，学校保健委員会の性格に

ついて敷術するとともに，その設置の促進と運営

の強化を図るべきことについて指摘している。

　そして，さらに，　「学校保健委員会は，学校や

地域の実情に応じて，校長，保健主事，養護教諭，

体育主任，安全主任，学校給食主任，保健教育担

当教員その他の一般教員および学校医，学校歯科

医，学校薬剤師等の学校側の代表ならびに家庭，

保健所その他地域の保健関係機関等の代表をもっ

て組織するとともに，年間を通じて計画的に開催

し，学校内の協力体制はもとより，家庭や地域社

会との協力関係を確立して地域保健との密接な連

携を図ることが必要である」とし，組織および運

営の方向についても視点を述べている。

　すなわち性格の面では，校長の単なる諮問機関

的なあり方から，「学校における健康の問題の研

究協議と推進」に重きがおかれるべきものである

こと，また，組織・運営面では，必ずしも児童・

生徒を常時出席させる必要のないこと，開催回数

も毎月1回などと限定することなく，学校の実情

に応じて弾力的に定めること，などが新しい提言

として受け止めることができる。

　3．　「小学校歯の保健指導の手引」と学校保健委員会

　学校保健委員会について文部省がそのあり方や

運営について述べた著作物としては，前述のr中

等学校保健計画実施要領（試案）」以来である。そ

の意味では，この手引のもつ意義はきわめて大き

いものといえよう。

　「手引」においては，前項の保健休育審議会の

答申の趣旨に基づき，「単なる審議の機関として

ではなく，専門的事項の研究や実践上の諸問題を

協議するなど，学校保健の推進的役割を持つ委員

」L



会」（66ページ）として，その機能を歯科保健活

動に一卜分運用し，成果を高めていくことが必要で

あると述べている。

　そして，運用一ヒの観点として次の4点をあげる

とともに，着il艮点についての解説が加えられてい

る。

　①学校と家庭の役割を明確にする。

　②児童・生徒や保護者等の行動の変容によって

　　問題が図られるようにする。

　i3）問題解決に生きて働く組織と運営について配

　　懸する。

　、D委員会で協議された事項は実践に移されるよ

　　うにする。

　（1）学校と家庭の役割を明確にする

　学校における歯の保健活動には，保健指導によ

って児童の歯の健康に対する望ましい態度と習慣

を養うという側而と，歯・1」腔の健康診断の結果

に基づく斬妾措置等があるが，これらの活動を円

滑に推進するためには，学校と家庭の役割を明確

にするとともに，学校歯科医をはじめとする歯科

診療機関等の協力を得る必要がある．、

　Lたがって，このような観点からの議題を計画

的に取りヒげ，問題解決に資することが大切であ

る。

　（2）児童や保護者等の行動の変容によって問題

　　解決が図られるようにする。

　正しい歯みがきの励行や，むし歯の予防に必要

な望ましい食生活の実践，むし歯や口腔の疾病・

異常の治療のための通院などは，特に家庭におけ

る保護者の養育態度の変容に負うところが大きい

日本学校歯科医会会誌54号1986年1月／21

ので，家庭における実践のための手だてが具体的

に話し合われ，問題解決が図られるようにする。

　このためには，議題をできるだけ「家庭での歯

みがき」　「むし歯の治療」などといったような具

体的なものにすることがたいせつである。

　（3）問題解決に生きて働く組織と運営について

　　配慮する。

　学校保健委員会は，校長，保健主事，養護教諭，

学年主任等の教師の代表，学校医，学校歯科医，

肇校薬剤師の専門家や保護者の代表，児童・生徒

代表等をもって組織されるのが通例であるが，解

決を図るべき問題や議題によっては，保護者代表

や児竜・生徒の代表を多くするとか，地域の歯科

医師会や学校歯科医会の代表，教育委員会の職員

などの参加を要請するなどの配慮が必要である。

　また，運営についても協議の時間をあまり長く

しないで，短い時間で最大の効果を期待できるよ

う，問題の提案や協議のしかたにくふうを凝ら

し，なごやかな雰囲気のなかで，活発な話合いが

行われるようにすることが大切である、

　なお歯みがきの状況やむし歯の処置状況につい

ては，学校保健委員会の開催のたびごとに報告

し，常に関心を高めるよう配慮する。

　口）委員会で協議された事項は実践に移される

　　ようにする。

　委員会で協議された事項は，学級指導における

保健指導，児童会活動，PTA活動等に生かされ

るように配慮し，歯の保健指導の実効があがるよ

うにする。
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【講義7】

学校における歯および口腔の健康診断のあり方

ノく阪歯f・1人学教1、　稗　田　豊　治

　1．はじめに

　学：校における歯および口腔の健康は，小・中・

高校を通じて成長発達の過程にある学童，生徒の

全人的な健康にたぎな寄与をもたらすことはいう

装でも魔いことである1

　！助物1こよ．，て，　そ淑ぞ淑1ノ）ハタ・　ンC．1、異なる”1，

（．／）・ノ），　llを介・1－’⊂j，異食し，　叫Lill雪，　1蝉起ド，　？i［jfヒ，　1吸

収によって生命の糧としている。また，言語を発

音することによv，て他の動物と異なるヒトとして

の役割を果たしているのである、歯や口腔の健康

に対Lて持つ役割は，数量的に表示することは困

難であるが，昌二からしり。r多や，伝承にも多く残さわ

ているとおりであるlt

　学校における健康診断の目標1よ，健原今断を通

じて，学：童，生徒，教職員1固人の保健lia）問題点，

ならびに地戌をバッググラウンドとしたその学1校
・“〉” 1滝，生徒の柴団と1てグ）保縫Lの問lll：し匡点を知

ることによって健康の綿弱，増進ご図り，学校教

育をIll滑に遣．めることにある，

2．歯科学からみた被検診児

〔P　児竜

」L



　児竜期は，発育成長期の中で，心身的に最も安

定した時期であるが，歯科学的立場，すなわち，

歯と口腔の発育成長の過程からみると，きわめて

大切な時期に当っている。乳歯と永久歯が混在す

る混合歯列期，すなわち，乳歯列の最後方に第一

大臼歯が萌出し，全ての乳歯が永久歯と交換し終

わるまでの期間が，学童期と全く重なり合う時期

である。そうして，この時期には乳歯列期から持

ち越されたう歯の未処置率の高さが問題になる

し，やはり乳歯列時代に原因する不正咬合の顕在

化の起こる時期でもある，，

　［2）　　ノヒf，1三

　Ih学生，高校生では，すでに永久歯と交換が終

rしているが，歯日清掃の不全や，口腔衛生知識

の未消化のたy）の永久歯におけるう触の多発や，

歯周疾患の増加が見られる、、こ．hらの背景として

のこの時期における受験戦争や食生1舌の不調和も

1↓逃がすことができない、

　（3）教職員

　学校歯科の中て教職員に刈する歯やli腔の健康

診断は特に求められていないが，結核，1白1圧，尿，

胃の疾病・異常の有無にとどまらず，ぜひ，歯や

日本学校歯科医会会誌54り1986C11月／23

日腔の健康診断を実施してほしいものである。こ

れによ・，て教職員の歯や口腔疾患に対する認”itlc

や，歯口清掃意識などが正しく理解され家庭に

おける父母の役割と同様に児童，生徒に対する口

腔，歯の健康教育にきわめて重要な役割を果たす

ことができよう。

　3．健康診断における学校歯科医の姿勢

　これらの被検児は，乳児1切，幼児期，学童期

思春期，成人期とそれぞれ成熟への過程を経てい

くわけであるから，学校歯科医を中心とする検診

者は，学校のrliでの学童，生徒の…断面だけをと

らえるのではなく，成長発育の流れの中で個人，

集団を診ていく必要があるのではなかろうか。

　そのためには，健康診断を1歯liを位で1」うので

はなく，一・ll腔，歯列単位で診る視野が必要にな

ろう，ただ単にう歯のチェックだけてはなく，定

期健康診断実施要項にも示されているように口腔

・歯の検査に当っての細かい診査が必要である。

　今回は，これら口腔・歯の検査に当っての留意

点について触才ビ⊂み、たい，

【講義8】

歯の保健指導における学校歯科医の役割

人阪ノ、学歯学ll1激授　祖父江　鎮　雄

　はじめに

戦後の全くの廃虚の中から，平和憲法の下に，

世界の平和に守られて，今日の日本は世界の歴史

に類をみない発展を遂げ，国際収支の多過ぎる黒

字に困惑するほどの経済的復興をなしとげだ，つ

い先ごろまでは，押し寄せるむし歯の洪水に歯科

医は悲鳴をあげ，小児患者から逃げ回っていた

が，最近では小児患K’の来院が少なく，幼い小児

ではむし歯そのものが少なくなってきており，歯

科医は小児患者を求めるくらいになっている地区

さえあると聞いている。乳歯う蝕の罹患程度も軽

減し，乳歯の抜歯にいたる症例は特に少なくなっ

てきている。このような急激な様変りは，歯科医

師数が増加したことも一・因であろうが，歯科医が

中心となって主張した新しい育児のあり方を，育

児担当者が的確1・こ判断し行動したことが大いに関

与しているであろう。

　ここに日木の社会の動きを象徴する例とLて挙

げた，2つの現象を生み出すことのできた大きな

要因は，経済を復興させる知識と技術力にして
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も，正しい育児を理解し，実行するにしても，そ

の基本は，国民全体の知的レベル，それを可能と

する教育レベルの高さにあると考えられるのであ

る。

　全世界に類まれなほどに充実した教育システム

は，義務教育の100％の就学達成をめざしており，

この教育の場で，主として学校歯科医によって行

われている歯の保健指導が成功するか否かが，こ

の学童期にある小児の集団の歯科健康にきわめて

重要な役割を果たすのである。

　1．学校歯科医の活動の実態

　（1）学校歯科医の役割

　公立学校に学校医を羅く制度が開始されたのは

明治31年である。その翌年には，口本歯科医師会

総会において「学校医の中に歯科医を加えること」

を文部省に建議することが決議されている。これ

を契機として以後全国各地に学校歯科医を委嘱す

る傾向がみられ，昭和6年には初めて学校歯科医

の制度が設けられることとなった。そして戦後に

なるとさらに充実し，昭和33年に制定された学校

保健法第16条第2項に「大学以外の学校には，学

校歯科医を置くものとする」と規定され，学校歯

科医は「学校における保健管理に関する専門的事

項に関し，技術および指導に従事する」こととさ

れている。

　学校歯科医の職務については，学校保健法施行

規則（昭和33年6月13日文部省令第18号）の第24

条に，学校歯科医の職務執行の準則として次のよ

うなことが記載されている。

　（1）学校保健安全計画の立案に参与すること

　（2）法第6条の健康診断のうち，歯の検査に従

　　事すること（法第6条の健康診断：児童生徒

　　等の定期・臨時の健康診断）

　（3）法第7条の疾病の予防処置のうち，う歯そ

　　の他の歯疾の予防処置に従事し，および保健

　　才旨導をf了うこと　（児竜，生徒等の定期・臨時

　　グ）健康診断の結果に基づく事後措置）

　（4）法第11条の健康相談のうち，歯に関する健

　　康相談に従事すること

　（5）市町村の教育委員会の法第4条の健康診断

　　のうち，歯の検査に従事すること（第4条の

　　健康診断・就学時の健康診断）

　（6）前各号に掲げるもののほか，必要に応じ，

　　学校における保健管理に関する専門的事項に

　　関する指導に従事すること

　すなわち，学校保健計画の立案に参画し，意見

を述べ，執務終了時には執務簿に記入し学校長に

提出する作業までが課せられ，さらに定期健診，

検査はもちろんのこと，臨時健康診断を実施し，

健康相談の実施などの多彩な業務が課せられてい

るのである。

　②　学校歯科医の活動状況

　まず第1に学校歯科医の配置状況を，配置率，

平均配置人数，学校規模別の平均配置人数の面か

らみるJ小学校では，平均配置率は97．6％であ

る、，配置人数は，’IL均的にみると1．1人であるが，

大規模校ではやや多く，1．3人となっている。しか

し’F均的な規模校では，やはり500人以一Lの児童

を1人の学校歯科医が歯科管理を行うのであるか

ら，人的に力不足といわざるを得ないであろう。

　次に配置されている学校歯科医の年齢構成をみ

るt，’F上勾イ1噛llは40～501狡イ黛がもっとも多く243％

を占める、，次いで40歳代の18．3％である。学校歯

科医の構成員の中心が，歯科医院の経営も軌道に

乗り，安定した活動ができ，しかも地区の歯科医

の中でも中心的役割を果たすことが可能となって

きた歯科医である場合の多いことを示唆してい

る。

　しかし注口しなければならないことは，70歳以

Lが8，4％の94名含まオ1ていることである。前述

のように多数の業務を果たしていかねばならず，

卜分な学校歯科医の業務遂行が可能であるのか疑

問といわざるを得ない。なお，男子歯科医が94．3

％であり，女性学校歯科医がきわめて少ないこと

も注目しなければならない。

　学校歯科医は執務した後，執務簿の記入が義務

づけられている。それによると，もっとも　・般的

な勤務日数は，2日の21．8％，ついで3日の16．1

％である、、そして3「1以内の者の総計が52．8％を

占めている．，中でも10も勤務しない者が9名の

O．8％も存在することは注目しなければならないv

」」



不活発な学校歯科医が多いことを示唆するもので

ある、…方，8日以上勤務する者が167名の14．9

％存在しており，比較的活動的な学校歯科医の存

在もうかがえる。多彩な学校歯科医の役割を十分

に果たそうとすれば，1年2～3日の勤務ではと

ても不可能なことであり，ただ単なる口腔検診だ

けであっても不十分な結果を得るものにならざる

を得ない。少なくとも10日以一Lはぜひ必要と考え

る。

　以llのような客観的な資料があるが，多くの学

校歯科医の姿はどのようなものであろうか。学齢

期以前の乳幼児のう蝕罹患率は，ここ2～3年や

や軽減してきている傾向にあるとのうれしい報告

が多くの資料にうかがえる。しかし学竜，特に高

学年児においては，ますます増悪化してあり，軽

減される傾向はうかカミえない。この数多くのう蝕

歯に取り囲まれ，1年に1～2日の検診で，個人

のう触歯を数えるにとどまり，その後の治療勧告

，tl：作成のための資料提供をしているに過ぎない姿

が思い浮かぶが，いかがであろうか。

　2．歯科保健のあるべき姿と学校歯科医の役割

　11）学童に対する歯科的教育

　う蝕に代表されるように歯科疾患は，あまりに

も一般的な疾患であり，またこの疾患に罹患した

としても，それほど大きな日常生活の障害とはな

らないvその歯科疾患の発生は，国民生活の向上

とともに増悪化してきており，生活環境や国民

全体の生活行動などのさまざまな問題に，強く影

響されるものである。したがって，う蝕予防はと

りもなおさず学童の口常生活の改善が必要であ

る，、またすでに罹患してしまったう蝕歯の処置を

完了するにも，長時間をかけた歯科医院への通院

が必要であり，歯科受診に対する強い意志が必要

である、，

　このように歯科保健指導を成功させるには，学

童一・人一・人が，自分の歯は自分の手で守らなけれ

ばならないとの意志を強め，さらに身近にある日

常生活の中で，いかなる生活を送ることが歯科保

健に重要であるかを理解する必要がある、

　1978年文部省は「歯の保健指導の手引（小学校）」

i
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を作・，た。その中に記載されているように「自分

の歯や口の健康状態について関心を持たせ，歯の

7xがき方や食生活など歯や口の健康の保持増進に

必要な態度や習慣を身につけさせる」ことが大切

である。その手法としては，全校生徒を一堂に集

め，一律の講話をするのでは効果が少なく，学級

単位で行う学級指導での歯の保健指導を行えば効

果が得られるであろう。小児自身の歯の生理的変

化と健康状態の認識，歯のみがぎ方の具体的指

導，う蝕抑制に働くLで必要な食生活パターンに

関する指導，歯や［の健康と全身的健康との関連

などとい・．た事項を，具体的教材を使用し，学年

に応じた内容で，年間を通じて可能なかぎり頻回

に行うようにすることが必要である。さらに，児

童が1三役となる歯科保健に関する発表会を頻回に

行わせる。

　〔2）　　”1：季交1～旨t：1・iウk（ノ）「しと㌔i洲

　年に・度の口腔検診をし，治療勧告，｝｛作成の資

料を提供するにとどまることなく，より積極的に

集団を対象とした歯科保健の最もふさわしい立場

にあることを有効に生かすべきである。

　咬合関係とう蝕に的をしぼり，ただ単なる検診

をするにとどまるのではなく，なんらかの方策で

咬合の問題児とう蝕罹患の危険児とを，それぞれ

危険性の高い者から選択し，彼らにより内容の豊

富な歯科保健指導を，より精度の高い口腔検診を

施し，その結果に応じて行い，適当な処置を施す

ようにする，，

　う蝕抑制法の特徴として忘れてはならないこと

は，いわゆる一一般的な歯科治療と，う蝕抑制法と

の境界が不鮮明であることである，、したがって学

校歯科医は，ntr合とう蝕罹患との上で問題発生の

危険性が高いグループに，一部歯科治療を含んだ

う蝕抑制法を徹底させるアフターケアを行う必要

があろう。これを行うに足るさまざまな環境を学

校側は，準備すべきではなかろうか。

　そして成長発育変化を十分考慮した，必要な処

置を，より具体的に示唆した治療勧告書を作成す

べきである。

　さらに，1－1常の学校生活の中で必要な歯科保健

指導を，養護教諭が行うための集団を対象とした
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指導と，個人を対象とした歯科保健指導の内容を

具体的に示唆することである。

　（3）開業歯科医の役割

　開業歯科医の役割は，個人を対象とした歯科健

康管理を行うことである．学校歯科医から示唆さ

れた治療勧告書の内容を尊重して，可能なかぎり

従うようにすべきである。しかし，個人を対象と

Lた歯科管理の最終的責任は，開業歯科医そのも

のにあるのであり，最終的責任を取るべきであ
る，，

　同時に家庭歯科医となり，正しい永久歯列を育

成するための診療方針を立案し，小児歯科学の知

識を十分駆使して対応すべきである。

【講義9】

学校歯科保健におけるDMFの意義
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東京歯科却∫二拗～　高江洲　義　矩

　はじめに

　わが国の学校歯科保健に，今llほとIDMF」

が論議されている時期はかつてなかった．DMF

の概念は，きわめて単純である、しかし，その疫

学的な意義は深く，かつて取り扱っていた感覚よ

りも，今日ではきわめて有効な指標であることが

認識されつつある。

　もう一つ重要な認識は，う蝕の予防政策が1国

だけの課題ではなくなったことであり，地球的な

視野と規模で取り組むようになったことである。

それは，保健政策全体像にいえることであるが，

その背景として，医療の役割とその意義が深く問

われている時代ともいえる。医師とは何か，医療

（保健）とは何か，そして長寿をめざす人間の生

き方とは何かが切実に迫ってきている。

　今回，演者に与えられたこの講義課題は，常識

的な単純な課題ともとれるが，しかし，実際的な

立場から，その正確な内容解説と展望となると，

まだまだ検討を要する点が多く，発展途ll的な解

説となることを諒解していただきたい、、DMF指

標は有効な指標であることには異論はないが，そ

の有用と誤用も微妙であり，今後の学校歯科保健

の方向性を定めるLで，ここで，改めて考察Lて

みることにする．，

　1．DMFの疫学的な背景

　歯に発生するう蝕発病の経過はlh異的であるr，

う蝕が発生して治療処置をしても，全く健全な元

の状態に回復することはない。すなわち，処置歯

として口腔に存在し，口腔照境のいかんによって

は円二発するかもしれないリスクを持っている。

　・般に，永久歯の運命は3つに分かれる。

　1）　生涯を通じて健全歯として口腔内に存在

　　し，機能する。

　2）　処置歯として生涯の間，口腔内に存在し，

　　機能する。

　3）　ら蝕とな一，て喪失するか，治療による保存

　　が不可能となり喪失する。

　したがって，むし歯の統計的な表才辻プ∫につい

ては，従来から多少の混乱があった。つまり，

「有病prevalence　Iといらとらえ方をすれば，未

処置歯のいわゆる「むし歯」だけの状態を指すこ

とにな．）てしまうc－一方，「発病incidence」とい

うとらえ方をすれば，処置された歯であっても1

回以ヒのリスクを持っているので，経年的にノ人る

と同一・歯が何回かの再発回数で算定されることが

起こりうる。さらに，喪失歯を除外して統計的に

表わすと，喪失歯が多く現在歯の少ムこい者ほど，

むし歯が少ないという誤一，た数値で表わされるこ

とになりうるeすなわち，う蝕は自然治癒をしな



い特異的な疾患である。

　このような背景から，1973年，　アメリカ1玉bンニ保

健研究所（NLH）のKleinとPalmerは，アメ

リカインディアソの子どもたちのう蝕統計にDM

F標記による算出法をPublic　Health　Bulletin

（No．239）に公表し，　DMFを「う蝕経験Car－

ies　experience」という用語で表わすことにした，

1983年以降，Klein，　Palmer，　Knutsonと組ん

で，小学佼学竜のう蝕罹患状況の調査報告シリー

ズをこのDMFによって発表していった。

　Kleinの撮告のシリーズ中に，第2次大戦下の

アメリカで，H系人のArizona　War　Relocation

（隔離収容所）の一r．どもたちが調査対象（1942～

1945年）とな．，たことは，わが国民にとって感概

深いものがある，、

　⊥’届（，DMFIよ，今iLLく矢llら」！る」、・）に1）lil！

杭。レハ基本単位1となって，広く川いられるように

なってきた。以下にDMFを簡単に解説する，，

　極端iな例であるが，歯科治療を全く受けたこと

のない地域では，「D」と「M」だけとなる、，一・

方，歯科治療が，かなりいきとどいている地域で

は，ほとんどの歯がrFIで，　rD！はわずかに

発生L，「M」もほとんどみられないことになる。

実際的には，先進工業国におけるう蝕の処置率

　（F歯率）は，h位で80％台である。

DMF＝Caries　experience（う自亘！経験）

D：Decayedの略で，未処置‘）蝕の状出

M：Missingの略で，喪失された状態とし，とくに，

　　う蝕が原因で抜去さオしたことに限定しているQ

　　Mの中にはMiとMeがある。
F：Filledの略で，治療処置．k　21て・）蝕が認められ

　　ない状態。二次‘）蝕（再発）はDとなる。

乳歯に！）いては，小文字の　dmfとdefが用いら

．tlる，

　DとFの関係
　DとFは，相対1杓な関係に」らる、、1たがって，

歯科医療および歯科保健の地域特性（受療状況と

予防活動）が反ll央されることになる、，

　　歯科受療状況の高い地域：F＞D

　　歯科受療状況の低い地域：F〈D

直
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　　う蝕予防活動・政策の進んでいる地域：DM

　　　Fのいちじるしい減少

　しかしながら，その地域または国の生活環境と

生活様式によっても，DMFにはいちじるしい差

がみられる。たとえば，エスキモー人にむし歯が

大変少なかったことは，世界的によく知られた事

実である。Price（1934）の調査によれぼ，1933年

のアラスカエスキモーの子ども（10～11歳）のD

MF歯率はO．09％であったrlそれから16年後の

1949年のPedersenの報告によると，エスキモー

地区の未開地で7％，交易所地区で28％になって

いた。さらに，21年後の1970年のCurzonの調査

結果では，未開地であったエスキモー地区で27％

にまで増加Lていた、、このように大きな変化が，

ll常食晶の中に人ってくるシ，1糖の影響である1二

と1よ，こ，｝tまでの疫学データが如実に示Lてい

る，、

　2。DMFによるう蝕の統計指標

　Kleinらは，　DMFを採用Lた当初から歯を単

位と1一たDMFTと歯而を単位としたDMFSを

導入してL・る。

　　　　／DMFT（歯を単位とした観察に用い
　DMF＜る）
　　　　＼DMFS（歯面を『’位とした観察に川い
　　　　　る）

　ここで，Tは，永久歯の歯（Tooth）の略

　　　　　Sは，永久歯の歯面（Tooth　surface．）

　　　　　の略

　歯面を導人する利点は，う蝕の広がりをくわし

く把握することができることである。

　次に，う蝕の3大指標（者率，歯率，指数）に

ついて解説するが，これらの指標は，年齢別（学

年別）に算出して用いることに留意すること。

　（1）DMF者率：いわゆる従来から“むし歯lfl患率”

　　　　　　　　と呼んでいるもの。ただし，う歯の

　　　　　　　　あるX’eよ1歯持っていても10歯て

　　　　　　　　も，　1人と争：定される。

　　　　　　　　　　D，M，　Fのどれかの歯
　　　　DMF榊一を噛灘綴儲数・1・・

（2）DMF歯率：吾し山の広がりがみられ獄、とく

　　　　　　　に，歯種別（例：ド顎翁1・人臼歯の
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　　　　　　　　2歯，上顎切歯の4歯）に用いると

　　　　　　　　有用性がきわめて高い指標である。

DMF歯率一越継議a餌欝総計・1・・

　歯種別DMF歯率の例：

　　ア．下聯一人謬鉾一゜大「i齢DMF歯

　　　［耀DM＝襯副轡購×’°°

　　　＊　小学校6年生で，60～80％を示している。

イ・ 占灘灘一騰蹴錫灘欝・1・・
　　　　　　　　　を含む）

　　　＊　小学校6年生で，おおよそ5～40％を示し

　　　　ている。

　　この歯種別DMF歯率は，地区診断に1∫効である。

（3） 器麟騰撫欝絶
　　　＊　％で表わさないことに注意。’li・均値である

　　　　ので，標準偏差が算川できるか，一・般にう蝕

　　　　の場合は偏差が大きいので，あまり実用性は

　　　　ない。したがって単なる平均値であるが，小

　　　　学生から中学生まては，う蝕の急増期であ

　　　　り，一一定の比率を持って増加するのて，この

　　　　平均値1よ年齢別にみて，有用性が人きい。地

　　　　区診断に有効である。

器舗一戦灘鍵
　　　＊　う蝕の広がりを詳細に把握できるので，地

　　　　域差あるいは群別の比較に有効。とくに，r・

　　　　防活動の効果をみるときに適している、，

　以Lが，う蝕の3大指標といえるもので，それ

ぞオしの牛孝色、カミあり，とくに，イト齢別（学年別）をこ

比較す歓，

　次に，う蝕になってしまった歯の状態を表わす

指標として，

　　未処置歯率（D歯率）一論F・1・・

　　　　　　　　　　　　M　　喪失歯率（M歯率）＝　　　　　　　　　　　　　　×100　　　　　　　　　　　DMF

　　　　　　　　　　　　F
　　処置歯率（F歯率）＝　　　　　　　　　　　　　　x100　　　　　　　　　　　DMF

がある，、D歯率は，むし歯に‘ZQ　一’，た歯（DMF）

の中で，どれだけが未処置で放置されているかを

表わし，一力，F歯率は，その逆で，いわゆる処

置状況を表わしている。M歯率は，むし歯になっ

た歯のうち，どれだけが失われてしまったかを知

る」二で有用な指標である。この三つの指標も地区

診断にきわめて有効であり，歯科保健指導と管理

を評価する一Lにも利用しやすい。

　これまで挙げたDMFの指標のうち，　DMFT

指数がもっとも広く用いられている。DMFT指

数を単にMean　DMF（DMF平均）と呼ぶこと

も多い、あるいは単にDMFと略することもあ
る。

　WHOとFDIは，1981年のFDIパTJ大会の
時期に，歯科保健政策の西暦2000年までの5つの

goals（達成口標）の中で，「12歳児のDMF3」を

提r1昌したが，それはDMFT指数（1人平均DM

F歯数）を指標としたものである、

3．DMFのデータは何を示唆しているか

表1　わが国（昭和56年）の5歳から17歳までのDMF

f卜齢 1被儲数

5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7

資料

1
0
5
8
8
5
5
2
4
5
8
0
0

8
9
2
2
4
2
0
8
2
7
6
9
6

2
2
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1

平　　均D歯率　F歯率　M歯率
DMF歯r（未処置歯）1（処置歯）1（呈欧歯）

　　　1　　　　　　’　　　　1
0．08

0．61

1．65

2．34

3．09

3．95

4．60

5．91

7．37

8．53

9．30

9．95

10．08

100．0

77．0

60．9

47，9

40．1

39．1

38．6

42．3

41．4

38．5

33．0

31．5

32．0

23．0
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・ 部算出。

　4．Dの解釈とCO設定の可否

　この講義課題の中で，もっとも検詞を要する内

容がDMFの「D」の解釈である。すなわち，「初

期う蝕の検出基準「にかかわる問題である、，この

ことは，これまての目本学校歯科医∫ヤの集会の中

でも，多くの繭議をr乎んでいる。



　初期う蝕の検出基準の設定は，1）う蝕予防と歯

科保健指導を目的とする場合と，2）歯科保健政策

をたてるための地域比較を目的とする場合とで多

少異なってくる。たとえば，前者の1）は，わが国

における学校歯科保健が従来からとってきた方釧

に沿ったものであり，後者の2）は，1例として，

現在WHOが進めている方針である。

　わが国では従来用いられてきたC，の基準を，

WHOの臨床的う蝕の基準に変更すると，たしか

に診査誤差の問題は小さくなるが，疑問型のう蝕

Questionable　cariesを見落とすことになり，年

1回の検診では，う蝕進行の早い小学校学童の場

合，歯科保健指導上で不適切な問題が出てくる。

そこで，Co（シー・ゼロ）またはCO（シーオー）

設定の必要性が，現在の学校歯科保健の中で検討

されている。

　むすびとして

　わが国の学校歯科保健におけるう蝕の検診方法

については，II召和33年に定められた学校保健法施

行令に基づいた歯の検査票（第3弓様式）で採用

されている4度分類に従って行われている。しか

しながら従来から，C1の判定については全国の学

校歯科医による個々の判定成績の同一性というこ

とで疑問が出されていた。さらに，1歯ごとに検
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診された資料が，効果的に用いられていないとい

うことに対する反省も大きかった。近年，WHO

による12歳児でDMF　3のスローガンがわが国の

学校歯科保健にも頻繁にとり挙げられることとな

・
った。一づ∫，歯科医療においては保険診療の中に

予防填塞（シーラント）が適用されるようになっ

て，　「健全」一「疑問型う歯」一「C1度のう歯」に対

する取扱いにかなりの配慮が必要になってき

た。

　以Lの経緯から，DMFの「D」についての角i．

釈は複雑な様相を旱しているが，きわめて近い将

来に，その指針を示す必要がある。

　その指針とは，学校歯科保健を前進させる指釧

でなければならない。理念の希薄な方策で時代に

迎合した基準づくり，あるいは…時的な便宜によ

る基準設定にならないようにする必要がある。そ

のような基準は，いつの時代にも間もなく修正ま

たは訂正される運命にあり，そればかりか，混乱

を招来して，将来の誤謬性を批判されることがつ

ねだからである。

　学校歯科保健では，だれよりも子どもたちの健

康増進が優先されることに基づけば，おのずから

その理念が定まり，そこから基準づくりによって

歯科保健指導にできるだけ多く還元すべきであ

る。

【講義10】

学校保健委員会と学校歯科医

ノく阪休育大学講師　上　野　健太郎

　1。学校保健の組織活動の必要性

（1）学校保健は多様な関係教職員の協力体制が必

　要である。

　・校長・教頭・保健主事・養護教諭・学級担任

　　・…般の教諭

　・学校医・学校歯科医・学校薬剤師

　・協カ……保護者・地域社会・一般公衆衛生機

　　関

　学校保健は，L記のように多様な職種・多数の

メンバーによってなされるものである。

　したがって，メソバー相互間には，教育に対す

る考え方，保健活動に対する評価，目標，内容に

対する関心・理解において，くい違いが生じやす

いので，関係者の共通理解を深め，相互に協調を
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保った組織活動が必要である。

（2）学校保健は，児童・生徒，教職員の健康の保

　持増進を図るためであり，そのためには，1日

　のすべての生活に対する配慮が必要であり，生

　活と環境のかかわりについての種々の情報が必

　要である。

　　健康の問題を把握して，指導のための計画を

　立案し，より効果的に実践していくためには，

　学校外からの情報を得られるように努める必要

　がある。

（3）学校保健は，家庭や地域社会の協力が必要で

　ある。児童福祉法第2条に規定しているよう

　に，児童を心身ともに健やかに育成するため

　に，学校生活と家庭・地域の生活との連携が必

　要である

　　さらに，昭和47年12月の保健体育審議会の答

　巾の中でも，地域保健との密接な連繋を図るこ

　とが必要であると強調している。

　2．学校保健委員会のあり方

（1）学校保健委員会の重要性

　学校の教職員や児童・生徒だけで解決できない

　・児童・生徒の健康保持増進のための家庭生活

　　の改善・向上や配慮に関する問題。

　・健康診断の事後措置をめぐる地域の医療機関

　　等との提携に関する問題。

　・学校の環境整備，通学路の整備等をめぐる地

　　域の関係機関・団体との提携に関する問題。

　・学校の保健関係職員と学校医・学校歯科医・

　　学校薬剤師等との連絡協調に関する問題。

　・児童・生徒の健康・安全の習慣形成をめぐっ

　　て，学校，家庭，地域社会の密接な連繋を図

　　るための相互理解と協調に関する問題。

　以上のような，諸問題を学校が家庭，地域社会

の協力を得て解決のために研究協議し，それを効

果的に実践していく活動の主体が学校保健委員会

であり，学校保健の推進に重要な役割をもつ組織

である。

12）組織

　指導助言者……学校医・学校歯科医・学校薬剤

　　　師

　学校……校長・教頭・教務主任・保健主事・養

　　護教諭・生活指導主任・保健主任・安全主任

　　・給食主任・体育主任等

　PTA……会長・副会長・各学年委員長・保健

　　委員長・各部委員長等

　児童・生徒……児童・生徒会長・副会長・保健

　　委員会代表等

　地域社会……教育委員会・地区代表等

　　L記が一般的に考えられる構成員である。

　　保健管理でも健康診断の事後措置に関するこ

　と，通学や遊び場の問題など，保健安全の習慣

　形成に関する問題等は，主として，児童・生徒

　の実践活動にかかわる問題なので，ぜひ児童・

　生徒の参加が必要であり，その協議内容によっ

　て組織は固定化せず，弾力的に構成員を考えて

　いくことが望ましい。

（3）運営

　●運営の中心

　　保健主事が原則として中心となる。

　　ただし，それぞれの学校には，組織運営の実

　態があり，一様ではない。

　・議題の選定

　　学校保健の諸問題の中から，できるだけ具休

　的なものを選ぶようにすべきである。

　　問題が抽象的であると話が広がりをもって，

　各範囲や分野に及んで，肝心の問題解決が時間

　内にできないので，特に留意しなければならな

　い。

　・協議の進め方

　①協議の時間できるだけ1時間で終わるよ

　　うにし，のびても1時間半を限度にしたい。

　②　議長の選び方　輪番制のところもあるが，

　　特に，だれでも発言しやすいように，そして，

　　保健主事が考えている方向にもっていけるよ

　　うな人を選ぶことが大切である。

③　協議の進行

　　　一般的には　a．前委員会の報告→b．現状

　　の報告→c．本日の議題について説明→d．協

　　議→e．まとめ→f．次回の予定

　①　座席の配置　円形，方形，その他，みんな

　　が話しやすい雰囲気をつくるように座席の工



　夫が必要である。

⑥　委員会の開催回数　学校の実情に応じて適

　当に決めるものであるが，できるだけ年3回

　～6回は開催したいものである。

⑥結果の処理協議の結果は，実践できるも

　のでなければならない。そのために周知徹底

　を図るように努めることが大切である。

　a。直ちに実行する。　（教師や委員ででぎる

　　もの）

　b．学校だより，PTA広報紙，保健だより

　　など

　c．各組織（児童・生徒会，PTA保健委員

　　会等）活動を通して，協議実践に努める。

・成果をあげるため

①　資料・雰囲気作りなどの準備がよくなさオ／

　ていること。

②組織を固定化せず，問題に対応したものに

　し，欲ばらないこと。

③皆が問題意識をもって積極的に発言し，他

　の意見をよく聞くように努めること。

④　各委員がそれぞれの役割を全うするように

　努め，相互に助けあう和やかな雰囲気で会の

　進行を図ること。

⑤　指導助言者は，協議の進行を見守り，適時

　適切に指導助言をしたり，終わりに意見感想

　を述べるなど，意義のある会合になるように

　助言していただくこと。

⑥開催までの準備は念入りに行うこと。

・期日・議題等について，教職員に事前に了解

　を得ておくことによって，それぞれが準備し

　協力してもらえる。

・参会者にできるだけ早く期日・議題等を連絡

　しておくことが大切である。

・当日までに，職員保健委員会や児童・生徒会

　やPTA委員会等，議題に応じて話し合い，

　事前準備をしておくことが大切である。

⑦会の中で，発言の言葉や内容でむつかしい

　所があれぽ，児童・生徒に担当教員がわかり

　やすく話してやって，理解させながら進行し

　ていくことが，意欲的に取り組ませることに
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　なり，発言も活発になる。

　要は，組織・運営の中心的な役割をもってい

る保健主事と，それを助ける養護教諭，そして

最高責任者である校長の熱意と周到な準備と処

理，さらに，専門的な立場からの適切な指導助

言を与える三師の先生方の情熱が，学校保健委

員会を継続させ，効果が期待できることにつな

がっていくのである。

　3．学校保健委員会への学校歯科医のかかわり

／1）専門分野からの助言指導を行い質疑に答え

　る。

（2）学校の組織活動を理解し，積極的に学校保健

　委員会に協力する。

（3）学校保健委員会への学校側の資料作りに，専

　門の立場から歯科保健関係資料，情報等提供援

　助し指導助言する。

（4）学校保健委員会において，積極的に児章・生

　徒等のむし歯予防啓発に努め，そのことが，地

　域歯科保健との結びつきになり，その成果が期

　待されるところである。

（5）学校保健委員会には，学校側の準備した資料

　だけでなく，自ら，スライド，模型を作成利川

　し短時間に実技指導等が行えるようにSl画的に

　実施が望ましい。

（6）学校側と事前打合せを行う周到さと熱意が望

　ましい。

の　議題が歯科保健にかかわりのない場合でも，

　参加協力する情熱が温かい人間関係を育て，相

　互理解を深める場にもなり，学校，家庭，地域

　社会との連繋を密にし，歯科保健の推進に大ぎ

　な影響を与えることになる。

　参考文献

占旧螢一郎・武田壌寿編著，現代学校保健全葺、16，学

校保健組織活動
江コ篤寿・高石昌弘・田中恒男・吉田螢一・郎編集，学

校保健実践事例集

小栗一好，黒川好夫・江口篤寿・小林和夫編集，学校

保健総合事典

船川幡夫・高石昌弘編，学校保健活動



32

昭和60年度むし歯予防推進指定校協議会

場所　襲ノ〈阪巾立縄f北小’羊校・東人阪巾立市民会f！l｛

期日　昭和60f卜9JJ　18　ii（水）

対象　昭和60年L～［l／拝ll62｛卜度むし歯r防lll．進指定校の研究担当一渚2名以内Bよび都道府県教育

　　委員会の担当者1・名

開会式　あいきつ　文部省体育局’二｝ノニ校保健課長　下宮進

　　　　　　　日本学：校歯科医会会長　　関口龍雄

　　　　　　　ノく阪府教育委員会教育」ミ黒川幸雄

歓迎のことば　東大阪市教育委貝会教育長　イく寺宏

講義　なし歯1㌻防推進指定校の運営について　文部省体育局学1二交保健課教科調査’itir　ll1’田螢一’郎

　　歯の保健指導の研究活動の在り方について　東京歯科大学教授　能美光房

研究発表・協議　歯の保健指導の充実を図るために

N
、

ノ
ヱ

う／
曳
」丸ら6

階疫発

助口x・

閉会式　あいさつ　大阪府教育委員会保健体育。紐く

東人阪市“1藩田西・J・学校長　、li住英策

東た阪市、Ttl縄千北小’γ：校長　ILI川喜久三

　　　　同　　　教頭　ILI本武

　　　　同　　　　教諭　長尾峻男

　　　　同　　　　同　桑原廉仁

　文部省体育局学校／呆鮭，果　古田螢一…郎

　　　　東京歯科大学　能美光房

　　　　　　　右木卜日H召1；；：

【講義】

歯の保健指導の研究活動の在り方について

刺噛科人学教授能美光房

1．歯科の二大疾病

（1）ら触（むし歯，う歯）

Dental ｛黙蹴｝厩th

一．L



（2）歯周疾患（歯周病）

2．むし歯の予防

（1）　口腔環境の改善による予防法

①う蝕原生微生物の口腔内侵入の防止

②歯垢形成の抑制

　a　間食指導

　b　非う蝕性甘味料の利用二非および低う蝕

　　性糖類……キシリトール，カップリング・

　　シュガーなど；代用甘味料……サッカリン

　　など

　c　抗生物質，抗菌性物質（クロールヘキシ

　　ジンなど），溶菌酵素の利用

　d　プラーク・マトリックスの酵素による分

　　解（デキストラナーゼなど）

③歯垢の除去……歯口清掃

④基質の作用の抑制

　a　間食指導

　b　非う蝕性甘味料の利用

⑤歯垢細菌の醸酸作用の抑制……抗酵素剤の

　利用（フッ素など）

（2）宿主因子の増強による予防法

①遺伝可変性の利用……不可能

②先天的可変性の利用

　a　上水道フッ素添加，フッ化

　　物錠剤・液剤の投与

　b　栄養指導

③後天的可変性の利用（歯質の

　強化）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　歯・
　a　フッ化物の利用
　　　　　　　　　　　　　　　　歯　　成
　　　　　　　　　　　　　　　　覆

　　　　　　　　　　　　　　　　健
　　　　　　　　　　　　　　　　爆

　　日本学校歯科医会会誌54号1986年1月／33

　　充填

3．歯周疾患の予防

（1）第1次予防

①全身健康の増進……保健教育，適正な栄養，

　定期健康診断

②口腔内健康の増進……清潔な口腔環境の維

　持，食餌指導，プラークコントロ　・一ル（ブラ

　シング，スケーリソグ），保健指導，好発条

　件環境の改善

（2）第2次予防

①早期発見・早期治療……定期健康診断，病

　巣拡大の阻止（プラークコントロール，咬合

　調整，予防矯正など），疾患そのものについ

　ての保健指導

②病勢の阻止……各種歯周疾患手術と後療法

（3）第3次予防

　　主訴に対する処置：臨床歯科的対応（治療，

　　　充墳，抜歯，義歯装着，矯正処置など）

　b　鍍銀法（フッ化ジアソミン

　　銀塗布）

④ワクチンの利用

⑤後天的仮性可変性の利用

　a　歯の形態の修正……う蝕予

　　防手術（ハイアット法）

　b　歯質の保護……う蝕予防填

　　塞法（シアノアクリレートな

　　ど）

　c　充填……う蝕予防充填（ベ
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4。歯の保健指導の研究活動について

5．歯の保健指導の研究活動の在り方

（1）学校教育，学校保健のそれぞれの全体計画

　における位置づけを明確化する。

（2）歯の保健指導の第一義的な意味を十分に認

　識する。

（3）児童・生徒の全在学期間を通じての系統的

　な指導の内容を設定する。

（4）研究活動と人格形成との相互の関係を究明

　する。

（5）歯の保健指導そのものが目標ではなく，全

　体的健康への寄与が大切なことを理解する。

【発表】

みんなで取り組む保健活動をめざして

一
自らすすんで歯を大切にする子

大阪府東大阪市立縄手北小学校

　1．本校の概要

　本校は昭和29年，大阪府中

河内郡縄手町立縄手小学校か

ら分離開校し，創立31年をむ

かえた学校である。人口の社

会増に伴い，農地が宅地化さ

れて児童数も急増した。

　昭和51年度には49学級・

1918名の児童を有するマンモ

ス校となり，昭和52年縄手束小学校を分離した。

2．学級指導内容の充実

（1）学校保健計画に，毎月，歯科保健指導の目

　標を入れ，これに基づき，各月の学年別テー

　マを作成。そのテーマに従って指導するた

　め，月初めに「歯科保健指導計画」を作成。

（2）　目標にそって資料として「よい歯だより」

　を作成。その他，各学年で必要な表，グラフ，

　ペープサー一一一一ト等を製作。

以上をもとにして学級指導の時間に実践。

（3）　6月のむし歯予防週間に，歯科衛生土によ

　る「むし歯予防講話」を実施。

　　内容は，　「歯のしくみ」　「むし歯の原因」

　「正しい歯のみがき方」。

5月　歯科保健指導計画

第5稗樋創歯のつくり1長短
　Lね○歯科検診の結果から歯の構造を理解するととも

ら1に心身の健康を保持するために歯を大切にする

い　　ようにさせる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　形成した
指導内容学習活動　　　　　　　　　　　　　　　　　い態度化

○歯の種類1．　歯式図と歯牙検査表を見て

　　　　　乳歯と永久歯について知る。

○自分の歯2．　検診結果をもとに4月に自

　　　　　分で調べたことと比較する。

　　　　　　むし歯の本数，進行状態，

　　　　　永久歯は？ぬけている歯は？

○歯と健康3．　むし歯が体に及ぼす影響を

　　　　　話し合う。

Pうがい歯
　みがきの…

　実践

○早期治療

＿1



講話の内容をもとにして，学級でも指導。

2．正しい歯みがきの習慣化

（1）給食後，全校一斉の歯みがき時間を特設。

　洗口場が少ないため，10分間の歯みがき時間

　を，低学年，高学年5分間ずつの2部制と

　し，「歯みがき体操」の音楽に合わせて各学

　級で歯みがきを実施。

②　定期的にカラーテスターにより，みがき方

　の不十分な個所を点検。正しい歯のみがき方

　を指導。

（3）春休みから毎月ごとに歯みがきカレンダー

　を作成。家庭で十分実践するよう指導。

3．職員の役割分担

〔1）同和教育推進部会

　　調査集計：むし歯の実態調査・アンケート

　　　　の集計等

　　記録：研究会の記録・会議の記録等

　　研究冊子の編集

（2）生活指導部会

・児童会活動

　各児童委員会で，取り組む内容を企画し，活

　動するよう指導。

　特に児童保健委員会は，全校活動の時間を利

　用して全校児童への研究発表を実施。（6月）

・校舎内外の環境整備

　清掃を中心として，水道場（洗口場）の点検，

　掲示板の活用等

・家庭への啓発活動

・その他に，健康教育を推進するにあたり，よ

　い遊びの指導としてケン玉を奨励。

　全校活動の時間を利用して，ケソ玉大会，級

　位・段位認定等の活動を実践。

（3）保健体育部会

・日常の実践活動　給食後の歯みがき・体力づ

　くり等

・教材教具資料の作成と保管。

　歯ブラシ立て・歯鏡セット・保管ケース・歯

　みがきカレンダー・カラーテスター等

日本学校歯科医会会誌54号1986年1月／35

4．学校における歯の保健指導の家庭への周知徹底

（1）保健だより，よい歯だより，歯みがきカレ

　ンダーによる家庭への啓発。

（2）学級，学年懇談会の利用

（3）11月には日曜参観会を利用して全保護者対

　象に講演会を開催する予定。

5．職員研究会の実施

（1）むし歯予防推進委員会が中心になり，各学

　年ごとに子どもの知識や経験を土台にして，

　子ども自らの力によって解決，実践化してい

　く指導のあり方を中心に研究。

　問題をみつける→原因を調べる→問題解決の

　方法を考える→実践する

（2）学級指導についての授業研究会の実施

　ア　5，6，7月に各月，低学年と高学年を

　　ペアーにして2学年ずつ歯科保健指導の授

　　業研究，反省会を実施。

　イ　その他の学年と，4月の全学年は，学年

　　内研究。

6．当面の課題

（1）　「習慣化」ということを今年度の重点目標

　として実践してきたが，これからも，毎給食

　後の歯みがきを徹底させるべく，そのやり方

　等もさらに検討していく。そして，家庭にお

　いても「口腔内を清潔にする」という習慣化

　を図りたい。

（2）2年目の重点目標は，「主体的に自分の健

　康をつくる」ということで，地域社会の協力

　がとても重要である。そこで，学校保健安全

　委員会の組織づくりを徹底し，少なくとも毎

　年1回，研究発表会，講演会を開催する。そ

　して，さらに地域社会と連携して，（学校，家

　庭，校医，幼稚園，保育園等）健康教育を推

　進する。

（3）歯科保健年間計画については，今年度は大

　まかなテーマだけを月別に設定し，各月ごと

　にどの学年でも同じようなテーマで指導計画

　を立てて指導してきたが，来年度は，今年度

　の反省をもとにして各学年で，その学年に応
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　じた年間の指導計画を，行動目標に織り込み，

　年度当初に作成したい。

㈲　本校のむし歯の実態を見て特にめだってい

　る点は，低学年（1年生から2年生）でう歯

　保有者数が激増している。これは，

・第一大臼歯（6歳臼歯）がむし歯になる者が

　多い。

・乳歯から永久歯に生えかわる時期で，乳歯を

大切にしていない。

・自分で「よい歯を守る」習慣が十分できてい

　ない。

等が考えられる。

　　家庭はイ，ちうん，幼稚園，保育園等との連

携によって，乳歯6歳臼歯を守るよう指導徹

底をはかりたい。

昭和60年度学校保健統計調査（歯科）

12歳の永久歯の1人当り平均う歯等数 （本）

1．調査の目的　この調査は，児童，生徒及び幼児の発

　育並びに健康状態を明らかにし，学校保健行政上の基

　礎資料を得ることを目的とする。

2．　調査の対象　小学校2，820校（270，720人），中学校

　　　　　　　1，880校（225，600人），高等学校2，820

　　　　　　　校（126，900人）t幼稚園1，645校（72，380

　　　　　　　人）

3，　調査期日　昭和60年4月から6月の問に実施された

　学校保健法による健康診断の結果に基づき調査した。
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日本学校歯科医会会誌54号1986年6月／37

岩手県歯科医師会学校歯科医会について

学校歯科医会副会長堀米栄一

　岩手県歯科医師会学校歯科医会は歯科医師会の

一部門であり，会長（県歯会長）副会長4名（県

歯副会長2名担当理事1名，地区幹事代表1名）

常任幹事5名（幹事長1名，副幹事長1名，他3

名）14地区から1名の14幹事で構成されている。

　事業の実情について，（1）保健関係指導者歯科講

習会の開催（公衆衛生部と共同）（2）岩手県学校歯

科保健表彰，（3）全日本よい歯の学校選考表彰，（4）

岩手県よい歯の学校表彰，（5）歯科保健図画ボスタ

ー の募集表彰，（6）学校歯科巡回指導車「けんこう

号」の運行推進，（7）ヘルスカーによる衛生指導巡

回刷掃指導。

　全国学校歯科保健研究大会，全国学校歯科医協

議会等の出席，4～5年ごとに学校歯科医の校医

報酬調査，学校歯科医の配置調査等を行ってい
る。

　特筆すべき事業は歯科巡回指導車「けんこう号」

の運行で，日本学校歯科医会がう歯半減運動の一

つとして導入した車の1台で，昭和46年度から現

在も運行されており，現在の車は耐用年数の関係

で昭和53年9月に岩手県の県単独事業として1800

万円の予算で購入「けんこう号2世」として，児

童生徒の指導，CIC2の充填，乳歯の抜歯等を行

っており，運行10周年以降は指導に重点をおいて

運行している。

　運行にあたっては4月に1年間の運行日程を決

め，実施にあたっては各地区歯科医師会員（学校

歯科医）の全面的協力を得て，巡回車には歯科医

師2名，歯科衛生士，助手4～5名の協力で実施

している。

　46年度は11月～3月末，47年以降57年までは年

間120日，54年以降は130日運行している。

　実績ならびに59年度実績の詳細を掲載する。

　57年度までは，全日本よい歯の学校表彰につい

て県内で多数の学校の応募があり，日学歯から表

学校歯科巡回指導車1けんこう号」年度別実績表

凝暫｛実輔

　　　　　　　日

6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

0
2
8
5
9
0
0
0
0
9
1
7
0
0

6
9
0
1
1
2
2
2
3
2
2
2
3
3

　
　
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

実施市
町村数
　市町村
　　14

　28
　32
　31
　35
　35
　34
　34
　36
　35
　38
　34
　38
　42

実施学校数受診老数

　　　　

　倒
107

163　！

201

179

191

224

250

250

268

261

282

272

279

305

　　人
8，731

11，913

8，880

8，892

7，738

9，349

8，　623

9，016

9，649

9，433

8，　290

7，433

7，217

7，361

彰をうけていたが，58年度，59年度新しい基準に

よる全日本モデル推進校募集となり，60年度から

全日本よい歯の学校表彰と改められた。厳しい応

募基準にもかかわらず，多数の学校の応募をみ，

厳正公平の選考のもとに，1校を日学歯に推薦し

表彰をうけました。

　県下各学校教養部会から強い要望があり，岩手

県学校歯科医会としても，このような表彰制度を

設けて表彰したい意向で，独自の応募基準（日学

歯を参考）を作り，59年度は小学校，中学校合計

279校の応募があり，小学校73校，中学校24校．計

97校の表彰もそ〕一，ています。60年度は合計80校表

彰の予定をしています．

　歯科保健図画・ボスターにつきましても，各地

区の厳しい審査を通った各2点ずつにつき，厳正

公平な選考の一［一各々1点を日学歯に送っている。

　歯科保健対策につきましては，年1回保健関係

歯科講習会を開催し，200～300名の保健関係者，

養教先生方の参加を得，事例発表・シンポジウム
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昭和59年度へき地学校歯科巡回診療実績

施
町
数

実
市
村

5

6

7

8

9

10

11

6

6

9

3

6

8

4

実施

日数

）日
2
2

（

24

20

5

22

22

15

実施

校数

）枚
49
（

64

53

13

50

43

33

受診 治 療 内 訳

老数暑薮

（人）

1，421

Il，752

1，145

179

885

1，319

660

（人）

783

1，078

694

112

610

775

324

ア充　　抜歯　　抜歯　　研磨　　研磨
歯数　　者数　　歯数　　者数　　歯数

（本）

1，175

1，847

1，238

150

991

1，086

469

（人）

260

416

283

23

140

306

121

（本）

347

593

392

27

195

397

154

（人）

469

470

284

54

284

372

250

（本）

703

825

597

83

497

554

379

担当地区歯科医師会
　　（実施日）

二戸（7～12，14，15）

一関（16～19，21～26）
東磐（28～31）

東磐（1），釜石（4～9）

宮古（11～16）

岩手郡（18～23，29）
二戸（25～28）

東磐（2～7）

久慈（9～14，16，17）
宮古（18～20），岩手郡（21）
稗貫紫波（23，24）

北上（27～30）
花巻（31）

二戸（3～8，25～28）
釜石（10～14，22）
久慈（17～21），岩手郡（29）

遠野（1～6），盛岡市（8，9）

気仙（11，12，22～25）
岩手郡（13，26）
二戸（15～20）

二戸（5～8）

盛岡市（9，10，22）
気イ山（12～15）

北上（16，17，20，21）

合計42113・3・5偽361属37鵬95611・S49　1　2，　1・S　1　2，　iS3　1　3，638　r

等により指導しております。

　60年度は12月13日を予定して，事例発表と岩手

医科大学歯学部公衆衛生の教授の特別講演も予定

しております。

　食生活と学校歯科保健の関係については，指導

者講習会，巡回指導車による児童生徒・父兄会等

の指導時，または教養部会の大会等の時に指導し

ている現状です。

　学校歯科保健に関する施策としては，岩手県は

四国4県に匹敵する広大な面積を有する県であ

り，歯科医師の過剰時代を迎えた時代とはいえ，

医療機関に近くない学校においては指導と治療が

行われる歯科巡回車の役割が大変に重要であり，

運行の要望が高いのであります。

　53年に更新し，現在運行されている指導車も耐

用年数の関係から，再度更新期にきており，学校

歯科医会会長も各方面の強力な協力をお願いし，

今一度，児童生徒の指導のために，更新を努力し

たいとの堅い決意を持っております。

　最後に第50回全国学校歯科保健研究大会が61年

9月19，20日にわたり岩手県において開催されま

す。日学歯をはじめ関係機関のご指導ご協力をい

ただき，会長はじめとして会員全員が取り組んで

います。

　大自然の岩手，森と川に囲まれた自然あふれる

盛岡市，会場の県民会館のそばを流れる中津川

に，秋には鮭の産卵光景も見られる情緒ゆたかな

盛岡です。

　観光にも歴史的な中尊寺，詩人石川啄木・宮沢

賢治の生誕地として，国立公園八幡平，十和田湖，

雄大な陸中海岸等数多くあり，交通の便も東北新

幹線上野乗り入れ　（スーパーやまびこ2時問45

分），東北自動車道，大阪・名古屋からの空の便

と交通の便もよろしいので，多数の方がたの参加

をお願いいたします。日程の一部変更もあると思

われますが，開催予報を掲載いたします。

　全国各地の先生方のこ来県をお待ちしておりま

す。
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食生活と学校歯科保健
学童の発育段階に応じた歯科疾病予防対策

群馬県学校歯科医会

　はじめに

　今日，むし歯をはじめとする歯科疾病は，国民

の間に蔓延している疾病であり，しかもこれら疾

病にはほとんど自然治癒がないことは，今さらい

うまでもない。

　さて，社会機構の急速なる変遷に伴い，歯科疾

病構造も多少の変化を来たしており，激増するむ

し歯を中心とした歯科疾病の対策に，歯科医師会

をはじめ，関係機関との連繋のもと，着実にその

努力を重ねている。

　わが国の人口構造は欧米諸国にも例をみない速

さで高齢化しつつあり，この傾向は，21世紀前半

までつづくものと予想され，このような状況の中

にあって，国民の健康づくりの推進は欠かせない

課題であり，その中でも歯の健康づくりは，基本

的かつ重要なものである。

　このため，国レベル，県，市町村レベルにおい

て，従来から歯の健康づくりのため，妊産婦対策

から老人歯科保健対策にいたるまで，また「歯の

衛生週間」をはじめとする各種の施策を実施し，

組織的，系統的に一貫性のある歯科保健，歯科衛

生思想の啓蒙普及に努め，現在にいたっている。

　歯の健康づくりの推進に当って，歯科保健の当

面する諸問題の中でも特に，学校歯科保健は重要

なポイントであると信ずる。

　すなわち，このような中にあって，わが国が今

後も活力ある社会を維持し，発展させていくため

には，学校保健が担う責任は重大だと思う。

　学齢期の心身の健全な成長発育を促進させるた

め健康障害の予防，健康障害の早期発見，治療，

リハビリテーショソ，健康増進などが必須条件で

あり，歯の健康づくりにもつながる。

　学齢期にあっては，歯科の特異性の一つとして

乳歯と永久歯の交換現象がある。この時点（混合

歯列期）の歯科保健の徹底こそ，急務である。

　学童の発育段階に応じた歯科保健指導上もっと

も重要なことは，歯口清掃の励行にある。歯口清

掃の不徹底は，口腔機能や歯の交換現象を直接的

に障害する歯科疾病の多発に繋がる恐れがあり，

発育を乱しやすい要因が非常に多くなる。口腔内

の改善整備が急務であり，これを推進するために

は，現時点では，発育段階に応じたきめ細かな対

策が必要となってくる。

　学童の口腔内発育の特異性と，その時点での歯

科疾病状況の疫学的調査を行い，それに基づいた

歯科疾病予防の追跡調査を実施し，適切な歯口清

掃の徹底などにより，学童の健康増進に努める。

　このため，群馬県歯科医師会・学校歯科医会な

らびに公衆衛生委員会が中心となり，歯型を採得

保存し，成長発育状況と，発育過程の適切な歯口

清掃の方策の調査を行い，学校における，歯科保

健教育，管理面での生きた教材にもなることを期
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待している。

　事業計画ならびに実施内容

　群馬県教育委員会と協議の⊥：，選出された県下

2校の小学校の第1学年が6学年にいたる6力年

の長期調査をしている。

　　前橋市立元総社南小学校

　　桐生市立広沢小学校

　上記2校の約100名の学童が6年生にいたるま

での同一学童の追跡調査で，口腔内模型による発

育過程の調査研究と，それによって考えられる適

切な歯口清掃の方策調査研究にある。

　調査内容

1．　口腔内診査

　・う蝕の診査分類　・う蝕の歯面別診査

　・う蝕の発生状況　・歯肉炎の診査

　・口腔内清掃状況　・その他異常

2．　アソケート

　　毎年アンケート用紙を準備し，調査対象者お

　よび保護者の歯科衛生に対する関心度を調査す

　るものである。

3．　全身の発育と，歯科保健との関連調査

　　身長，体重と全身の発育状態を調査し，う蝕

　の発生状態と顎骨の発育状態など歯科保健の関

　連性について調査。

4．　口腔内模型の作成と模型による総合的調査研

　究

　・萌出段階における歯列に応じた歯口清掃の手

　　段の開発

　・特に学齢に応じた適切なる歯口清掃の手段の

　　調査

　・顎顔面の発育の調査（顔写真との平行調査）

　・乳歯のう蝕や早期喪失が永久歯列に及ぼす影

　　響についての調査

　・歯列不正，咬合異常および萌出異常，小帯の

　　調査そして歯牙の解剖学的形態の調査

　・その他

5
ρ
0
7
8
9

歯口清掃度検出（OHI）

刷掃指導

学童の食生活実態調査

だ液のpH度検査（リトマス紙による）

カリナスタットによるう蝕性度調査

　全身の発育と歯科保健との関連調査

　身長および体重の測定結果と，う蝕罹患との因

果関係はみられなかった。

ロ腔内診査からの調査結果

前橋市立元総社南小学校 桐生市立広沢小学校

55年度　56年度　57年度　58年度　59年度 55年度　56年度

　91．2　　　89，09

　　　1
99．1…99．．99

　77．1　i　83．63

57年度　58年度　59年度

醗置隷（％）194・・3

処置完了者率
未購う歯（％）

所有者率
DMF者率（％）1

d・f都奪（％）

DMF歯率（％）

df隊f考壼（タ6）

　DMFT
　　　　Index

　def　Index

89．13

　　1
98．0　1　95．65

　　：

82．22

95．56

58．5　　　78．26　　　86．67

15．1

60．8

1．3

8，2

97．82

19．69

73．67

2．24

8．151

88，891

18．97

77．37

2．78

6・　16　1

63．41 65．0

　　1
95．12　1　　95．0

　　1

92．68

70．73i

17．56

61．94

3．44

2，34

90．0

45．0

19．04

72．0

4．38

1．33

81．131

　　　1
100，00　　　　98．0

　　190．571

100．00　　　98．11

19．5　　　20．53

62．4　1　80。32　1

1．91　2．53

6．5　　8．02
　　1

21．27

96．10

3．17

6．98

80．0　　　59，18

98．0

78．0！

21・71

45．54

4．121

3．04

97．96

97．96

44．9

19．0

80．77

4．29

2．2

注：58・59年度のd◎f者率のeは含めない



　学童の食生活実態調査

　最近の学童の生活時間帯は，昔と違って複雑化

を呈し，「10時のお茶」「3時のおやつ」などとい

った習慣もどこへやら，間食の回数および時間帯

はさまざまである。

　現今の社会状態は核家族化され，各家庭の生活

状態も向上している。また，加工食品およびイン

スタント食品の氾濫は，食事作法を無視し，食物

を食べればよいという風習に陥っている傾向にあ

る。

　食品の多量化により，手をのばせば届くところ

にお菓子等があふれており，現在の食生活の面で

は，う蝕発生に好都合にできている。よって日常

の食生活では規則正しい食事のしかたと，しつけ

を連動させ，食事作法を子どもの時から身につけ

てやることがもっとも大切なことであろうと考え

る。

　1日の生活時間からみた食事時間は，新聞なと

で「子どもの朝食抜きの生活」が話題となるが，

アンケートを見たかぎりでは，小学校低学年時代

は規則正しい習慣が守られているようであるが，

一般的に，学年が進み勉学やクラブ活動が活発に

なってくると，食生活が悪化してくる傾向にあ

り，食後のブラシングを含め，どのようにしてよ

い習慣を定着させるかが課題である。

　調査結果による食品の内容であるが「緑黄色野

菜がきらいで肉が好き，牛乳は飲むが清涼飲料水

もよく好んで飲み，スナック菓子をおやつに食べ

る」といった傾向がみられた。

　学校給食の献立を見ると，多種類の食品がバラ

ンスよく使用されているが，各家庭の献立は種々

の制約を受け，片よりがちではないかと想像され

る。学童の身長・体重の測定値は，平均的なもの

で体格は年々向上している。

　しかし，口腔内の診査からは年々う蝕の増加が
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認められ，また口腔領域以外の異常も種々，形を

かえて現われてきているようである。

　毎日の食物と食生活の重要さを子どもたちに，

またその周囲の人びとに理解してもらう広範囲な

活動が必要と思われる。

　おわりに

　この調査もあと1年の予定を残し，5年間を終

了した。学童のrl腔内も乳歯の脱落を見，混合歯

列から，永久歯列への完成に向かって多少の個人

差は見られるものの，順調な方向へと進んでいる。

　カリオスタットの調査をみると（一）となる児童

は数％にみたず，大多数の児童は（＋）（升）（帯）と

なり，う蝕活性度の高いことが認められ，う蝕に

なる危険性は多くの児童の口腔内につねに存在す

るようである。歯口清掃の重要性と同時に，食事

の摂取方法，咀噛および唾液の流れによる口腔内

の自浄作用もう蝕予防の一法として考えてみるこ

とも大切である、、

　最近はよく噛まなくても食べられる食占llが多く

出回り，それを食べていれば栄養的な面では十分

であるが，噛むことの習慣形成が忘れられてい

る。いわゆる食生活における食品の選択が今後の

課題であり，噛むことは食物の消化を助長する以

外に，口腔内を清掃する自浄作用も高く評価した

い。また，歯並びをよくする効果もあり，ひいて

は末梢の運動が脳へのよい刺激にもなり，情緒の

安定にも関与してくる。

　生涯自分の歯で噛むためにも，ここでう蝕予防

に刻する発想の転換をはかり，最終年度への足が

かりにしたいと考えている。あと1年の追跡調査

を残すだけとなり，最終的には6力年間の調査結

果の経過を踏まえて，一連の何らかの関係を見い

だしたく，集計によって明らかにされるものと思

われる。
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学校歯科保健と地域歯科保健の連携について

愛媛県歯科医師会　学校保健部

　はじめに

　人生80年代を迎え，歯科保健は生涯を通じた健

康作りの基盤であり，健康な歯を生涯を通して維

持することは重要，かつ基本的な課題である。人

間のライフサイクルの中で，歯科保健は妊娠から

小学校入学までの母子保健の時期，小・中・高等

学校の学校保健の時期，事業所に従事する労働衛

生の時期，老人保健の時期の4期に分けることが

できる。

　わが国では，この4つの時期を，母子保健は厚

生省，幼稚園から大学までの学校保健は文部省，

労働衛生は労働省，老人保

健は厚生省と，三省別の保

健行政が行われているの

で，これらの連携と一貫性

を図ることがきわめて大切

である。

　また地域歯科保健は，学

校・事業所等の人びとを含

めた，すべての地域住民を

対象とすることが望まし

く，さらに学校歯科保健は，

歯科保健教育と歯科検診を

中心に行うものであり，精

密な検診をはじめ治療その

ものは，地域歯科医療に委

ねられているので，歯科医

療を含めた地域歯科保健と

の緊密な連携が要求され
る。

　このため歯科保健の成果

を上げるには，健康な歯づ

くりを行う時期である母子

歯科保健と学校歯科保健の

・貫性，学校歯科保健と地

域歯科保健の連携が必要であり，その連携のあり

方と連携の密度がすばらしい成果を決定づける大

きな要因になると考えられる。

　1．　母子歯科保建と学校歯科保健の一貫性

　生涯を通じて健康な歯で幸せな生活を送るため

には，乳幼児，児童，生徒，成人，高齢者などの

人びとのライフサイクルに応じた一貫した歯科保

健対策が必要であるとともに，家庭，学校，職場，

地域における歯科保健の充実を図ることが大切で

ある。特に母子歯科保健と学校歯科保健の一貫し

妊娠期から高校期までのう歯予防体系図
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た対策は，生涯を通じた健康な歯づくりの基盤を

なすものである。

　このため愛媛県では前ページの図に示すように

妊娠から高校期まで一貫したう歯予防を進めてい

るところである。

　2．　学校歯科保健の強化

　学校歯科保健は，生涯にわたる歯科保健の一環

であり，特に生涯健康な歯を維持するための基盤

として重要な役割を担うものである。

　このため次のことに重点をおいて，学校歯科保

健の強化に努めている。

（1）歯科保健教育の強化

　・保健学習の強化

　　菌科保健学習を強化し，科学的な知識と歯科

　保健に関する総合的な認識を高め，生涯を通し

　て健康な歯を維持する基礎作りを行う。

　・保健指導の強化

　　歯科保健指導の時間を確保し，IEしい刷掃指

　導と歯みがき習慣の形成を図り，う歯予防指導

　を強化するとともに，健康診断の事後措置の徹

　底を図り，う歯の早期発見早期治療を推進す

　るvまた歯の衛生週間等の行事および歯科保健

　活動の育成を図り，歯科保健意識を高揚する。

（2）学校保健委員会の充実

　　学校保健委員会を充実し学校歯科保健の向上

　を図るとともに，学校・家庭・地域歯科保健の

　連携を強化する。

（3）給食後の歯口清掃の徹底

　　洗口場の設置を推進して，給食後の歯口清掃

PTAの授業見学
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を徹底し，歯みがき習慣の形成を図り，う歯予

防を強化する。

　3．学校，家庭，地域の連携

　う歯予防およびう歯の早期発見，早期治療を行

うためには，学校（園），家庭，地域の連携を図っ

た指導が大切である。

　愛媛県下の多くの小・中学校では実施内容につ

いて次のような連携を図っている。

1

9
一
Q
U
4
5

　　実施内容

歯科検診（定期・臨時健康
　診断）

治療勧告および｝11期治療

歯垢検査と歯みがき指導

給食後の歯みがき指導

親子歯みがき教育
　　
611好ましい問食指導
　1
71むし歯予防教室等
　1
・i懲豫騒棄鞭轟ポ

9

10

11

う歯のない者，治療完了者
　の賞揚

むし歯予防の広報活動（保
　健だより，校内放送）

学校保健委員会の開催

　　　連　　携

学校歯科医

学校（歯科医師会）

地域（歯科医師会等）

学校歯科医

家庭，地域（地教委等）

家庭（学校歯科医等）

地域（歯科医師会等）

地域（地教委・歯科医
　師会）

地域（地教委）

学校，学校歯科医

学校PTA校医

　4．地域ぐるみの取組み

　歯科保健活動を活発にして，う歯予防の効果を

高めるためには，地域ぐるみの取組みが必要であ

る。

　愛媛県学校保健会では，日本学校保健会から昭

和58，59，60年までの3年間，「児童，生徒等む

PTAの刷掃訓練
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し歯予防啓発推進事業」の委託を受け，伊予三島

市，温泉郡川内町，喜多郡五十崎町の幼稚園，小

学校，中学校において，　う歯の半減を目的とし

て，幼稚園から中学校まで一貫した歯科保健指導

を行うとともに，学校（園），家庭，地域が一体と

なって地域ぐるみでう歯予防に取り組んでいる。

　この啓発事業では，県教育委員会，県歯科医師

会の指導と援助のもとに，学校（園）における歯科

保健指導の強化，児童，生徒の歯みがき習慣の形

成，歯科保健意識の高揚を重点に，地域ぐるみで

「むし歯をつくらない運動」を展開しているとこ

ろであるが，これらの実践を通して学校歯科保健

と地域歯科保健の連携で大切なことは，次の5項

目である。

　（1）学校の意欲の高揚と受入れ体制の整備

　（2）保護者の歯科保健に関する理解と認識

　（3）学校保健委員会の活性化

　（4）歯科医師会の積極的な指導と援助

　（5）地教委の積極性と行政指導

　5．　今後の課題

　学校歯科保健と地域歯科保健の有機的な連携を

図るためには，歯科保健の基盤整備が大切であ

り，総合的な歯科保健推進体制の体系化が重要で

ある。歯科保健の基盤整備として，次のことを愛

媛県地域保健医療計画に定め，長期的展望に立っ

て取り組んでいるところである。

　①歯科疾患罹患状況の経年推移などの実態把

　　握と調査統計資料の整備

　　・1歳半児および3歳児のう歯罹患率

　　・幼稚園，小，中，高等学校の幼児，児童，

　　生徒のう歯罹患率，高学年の歯周疾患罹患率

　　・成人（老人）のう歯罹患率および歯周疾患

　　　罹患率

　②　保健所への歯科医師，歯科衛生士の配置，

　　地域歯科保健体制の整備，このことによって

　　管内市町村の歯科保健全般にわたる実態を把

　　握し，市町村に対する指導，助言を行うとと

　　もに，歯科保健診査事業の充実を図る。

　’3．・市町村保健セソターを中心とする地域歯科

　　保健対策の推進

　　地域住民の歯科保健の向上を図るため，歯

　科保健に関する啓発活動を充実させ，市町村

　　の保健所の指導，援助を得て，市町村保健セ

　　ソターを中心に各種団体，住民とともに歯科

　保健対策を推進する。

　　なお，総合的な歯科保健推進の体系化につ

　　いては，胎児から老人にいたるまでの生涯を

　通じて歯科保健の管理と指導を行うため，実

　施主体，実施目的，実施内容および方法，実

　施対象とその効果等について検討し，体系化

　を図る予定である。

高等学校／学校歯科医の活動指針発刊

　本会では，昭和55年に「小学校／学校歯科医の活動指針」を発行して，会員諸氏の参考

に供してきたが，高等学校についても手引書が少ないので，要望が多くあった。

　今回発刊のはこびになったので，参考までにもくじ，および同指針巻末の「高等学校生

徒の歯科保健状態調査報告の概要」を転載した。

　この指針は現在印刷中なので，頒布価額が決定すれば，新聞・月間報告書等でお知らせ

します、

　つづいて中学校，幼稚園についても検討中である。
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高等学校／学校歯科医の活動指針
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　（6）校内研修のこと
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　付　高等学校生徒の歯科保健状態調査報告の概要
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高等学校生徒の歯科保健状態調査報告の概要

社団法人日本学校歯科医会　学術委員会

　社団法人日本学校歯科医会は，高等学校／学校

歯科医の活動指針をまとめるに先立って，高等学

校生徒の歯科保健状態の実態についての調査を行

うため，学術委員会にその調査を諮問した。

　同委員会はこれに基づき，小委員として榊原悠

紀田郎，貴志淳，中尾俊一，宮脇祖順および丹羽

源男をあげて，調査にとりかかった。

　その結果の概要を報告する。

　1．　調査方法

　図1のような調査票を用いて，昭和59年度の高

等学校の健康診断と同時に，当該学校の学校歯科

医によって検査および質問を行い，記入してもら

うという方法をとった。

　う蝕の状態は，歯の検査表の永久歯の部分を転

記することとし，乳歯はう歯の数だけを転記し

た。

　歯周の状態は，定期健康診断に際し，とくに当

該学校歯科医によって部位別に，歯肉の状態，歯

垢，歯石について，あらかじめ規定した基準によ

って検出して記入することとした。

　不正咬合については，国民歯科疾患実態調査で

用いられた方法と同じ基準によって分類記入する

こととした。

　このほかに，歯科保健についての高校生の歯科

保健の意識および主観的な症状などについて調査

するため，13の質問事項を付加して行った。

調査対象

調査の対象とした高等学校は次のとおりであ

る。

　大阪府立　　東住吉高等学校

　　〃　　　　佐野高等学校

　　〃　　　　天王寺高等学校

　　”　　　　市岡高等学校

　　〃　　　　和泉養護学校

　調査票などの不備なものについて補整し，今回

の調査の対象となった人員数は次のとおりであ

る。

年齢　　15　　　16　　17　　18

男213　9361，131549
女216　9031，076505
言十　　　　429　　　　1，839　　2，207　　1，054

計

2，873

2，736

5，609

　調査の結果と考察

　1）　う蝕歯の状態

　永久歯う蝕の年齢別，性別のう歯数，および，

平均う歯数は，表1のとおりであった。

　またその歯種別，年齢別の歯率は表2，3のと

おりである。

　これを図示すると図2，3のようであった。

　全体としては男女とも，上下顎第一大臼歯がも

っともDMF歯率は高く，その処置の状況も高か

った。そして増齢的にはあまり変化していないこ

とが認められた。

　次いでは第二大臼歯のDMF歯率が高かった

が，これは15歳の40～50％から17歳の60～70％と

増齢的に増加する傾向が認められた。処置歯も第

一大臼歯に次いで多かった。

　上下の小臼歯群は，10～20％のDMFT率を示

し，わずかに増齢的傾向を示していた。

　また小臼歯群では処置の状態はいずれも良好の

ようであった。

　上顎前歯部，ことに4前歯は，上顎小臼歯群と

ほぼ似たようなう蝕の状態を示していた。

　増齢的にもわずかに増加傾向をみせていた。

　処置の状態は，小臼歯群よりやや低いように見

受けられた。



日本学校歯科医会会誌54号1986年1月／47

図1　高等学校の歯科保健状態調査票

N畳1， 学校名 氏名 日昌利】　　　「卜　　　　月　　　　li’仁 性別男・女

1．歯周の状態

右臼歯部 前　II輸　部 左臼歯部

歯肉の炎症 0，1．2 0，1．2 0，1．2
上

顎
歯　　　　　垢 0，1．2 0，1．2 0，1．2

歯　　　　　石 0，1．2 0，1．2 0，1．2

歯肉の炎症 0，1．2 0，1．2 0，1．2
ド
顎
歯　　　　　垢 0，1．2 0，1．2 0，1．2

歯　　　　　　石 0，1．2 0，L　2 0，1．2

記載ヒの注意点：⊇5くのll寒準を選んで該当．叱｝」：数に○をつけてドさい

　　歯肉の炎症

　　0……出lllい腫月1こ・悠痛なし

　　　1……　　lt　　少しある

　　　2……　　　tl　かなりある

2．　イc．1i－1　Li交イ｝

　中心咬合位をとらせ，側面から前

　歯部を観察し，該’11するものに1つを

　っけてドさい，

ア．正常　　イ．叢生

ウ，離開〔空隙）

エ．過蓋咬合

オ．切端咬合

力．開咬

キ．　　L写頁百1∫突

ク．下顎前突鍍対咬合1

ケ．犬歯だけの唇側転位

歯垢・歯石の付着

0……な　し

1……歯冠の÷以内

2……歯冠の去以ヒ

　　　　不正咬合診査の参考

◎．

3。う蝕

　歯の検査表の結果を次に転記してドさい、．

　　右

C59fFl変）

8 7 6 5 4 3 2 1 ！
1
2 3 4 5 6 7 8

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8

左

乳歯う歯数［：：］　本
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調査票つづき

次の質問に答えてドさい、pへ当するものに・をつけて下さい。

　1．午，使用している歯ブラシは，何ヵ月使っていますか。

　2。寝る前に歯をみかく習慣力ありますかL

　3．自分のIIの中をみることカありますか。

　4．夜おそくに食べるih　lg！がありますか．

　5．朝，起きた時，11かねはっていますか

　6．歯ならびかわるい二とか気になりますか

　7．歯ならひがわるいことで困っていますか

　8．M曳を気にしたことかありますか

　9．ll臭について何かいわれたことかありますか

10．歯ぎしりをする癖かありますか一

　11．自分の歯の色の汚さを気にLたことかありますか

　12．親知らず（智困）が痛んで困ったことかありますか，

　13．口があきにくくなって困ったことがありますか

　　　ヵ月

はい，いいえ

はい，いいk

はい，いいZ

はい，いいZ

‘こヒL、，　し、し、k

はい，いいk

はい，いいk

はい，いいえ

はい，いいえ

はい，いいえ

はい，いいえ

はい，いいえ

表1　昭和59年度高校生の調査による年齢別1人当りう歯数 （大阪府における調査）

年齢 項目

15

16

人
本
平

17

数
数
均
数
数
均
数
数
均

未処置う歯　　喪失

♂　［　♀　　6　1
　　［　　　　　　　　　　　　1

213　　　　216　　　　213　i

194　1　　　235　　　　　16

　　1
0・　9i　i　1・09　0・　08　h

歯

♀

216

331

0．151

人

本
平
一
人
本
平

18

　　r936　　903
1，。5319541

1．13　　　　1．06

1，131　　　1，076　1

　　11，175　i　　　909

0．96　　　　0．85

人

本

平

数
数
均

549　　505

581　　525
　　1
1・0611・04

936

　761
0．08

1，131

　88！

0．08

　　15491

　47
0．09

3
0
4

0
4
0

Q
σ
　
　
゜

　
　
0
1，076

　106

0．10

505

　511
0．10

処置歯　　　DMF
δ　：1　♀　　3　［　♀

213…216　213　2161
938　　　1，162　　　1，148　1　1，430

4・405・38　！5・39　16・　62　l

　　　　　　　　　　　　I936　1　　　903　　　　936　：　　　903

　　14，589　1　5，249　1　5，718　　　6，243　1

4．90　　　　5．81　1　　6．11　1　　6．91　1

　　　　　1　　　　　1　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1・1311・07611・・131　11・076

　　16，193　1　6，993　1　7，426　　　8，008
5．50　1　　6．50　　　　6．57　　　　7．44

　　1　　　　　1
549　　　　　505　1　　　549　…　　　505

3，039　　　3，459　1　3，667　1　4，035

5．59　：　　6．85　　　　6．68　　　　7．99

合計

　429
2，578

6．01

1，　839

11，961

6．50

1，839

15，434

6．99

1，054

7，702

7．31

　下顎の前歯部では，もっともDMFT率は低

く，1～2％の状態であった。

　全対象を歯種別に図示すると図4のようであっ

た。

　以上のことをまとめてみると，次のようにな
る。

①もっともう蝕罹患状態の高いのは第一大臼歯で

　あったが，その増齢的増加の傾向は鈍化してい

　るようであった。

②第二大臼歯は第一大臼歯に次いでう蝕罹患状態

　は高かった。なおこの時期では増齢的増加傾向

　は停止していないように見受けられた。

③小臼歯群は上下顎とも20％ぐらいのDMF歯率

　を示していたが，増齢的状態はあまり強くない

　ようであった。

④下顎前歯部はもっともう蝕罹患状態が低い。
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　2）　歯垢の状態

　歯垢の状態は，6つの部位に分けて，もっとも

わるい状態を，その部位の状態として表現して調

査した。

　全体的には右のようであった。

　つまり全体としては下顎前歯部，上顎前歯部が

　　右臼歯部
上

　　前歯部
顎
　　左臼歯部

嘉離

なし

80．7

64．5

81．0

76，1

45．3

74．3

一＿＿＿＿一…一一引

　＿．＿一＿一司

17　・　　　18

　　　　年齢

すこしあり

　　15．8

　　29．5

　　15．　3

　　20．6

　　47．7

　　22．5

　（％）

かなりあり

　3．4

　6．0

　3．7

　3．4

　7．1

　3．2
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歯垢の付着は多く，他の部位はほぼ

同様であったが，臼歯部では上顎の

ほうがやや付着状態が低いようであ

った。

　性別に，部位別，年齢別の状態を

図示したものが図5，6である。

　これでみるように，全体としては

女子のほうがよいようであり，増齢

的には，歯垢の付着はやや多くなる

ようであったが，性別にみると，女

子ではむしろ増齢的に減少の傾向が

わずかながら認められている。

　また部位別では，男女とも，上顎

前歯部では，増齢的にわずかに減少

の傾向を示していたが，下顎前歯部

は反対の傾向であった。

　下顎の臼歯部は，男子ではかなり

増齢的な増加を示したのに対して，

女子ではむしろ減少の傾向を示していた。

図4　全対象の歯種別う蝕状況（％）

ti　　　5 3　　　り　　　1 h

3）歯石の沈着状態

歯石沈着状態を部位別にみると，次のようであ

図5年齢別・部位別歯垢の付着状態（男子）

　　　　ヒ顎右側臼歯
　0　　　　　50

・5歳［＝：］纒

16［三璽

18「三三灘

100（％）

D
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なかった。
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を図示すると図7のようであった。
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図6　年齢別・部位別歯垢の付着状態（女子）
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図7下顎前歯部の歯石の沈着状態
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女子のほうは30～40％であったのに対し，

　（％）

かなりあり
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　0．4

　0．5

　8．5

　0．5

　　男子

は50％程度で一般に男子のほうが，歯石の沈着状

態はわるいようであった。

　男子の15～17歳の間では沈着状態はわるくなる

ようであったが，18一歳では17歳とたいして変りが

ないようになった。多量に沈着したものについて

も，ほぼ同様の増齢的傾向を示した。

4）歯肉炎の状態

部位別にkると，次のようであった。

壷騰

轟憧慧

なし　すこしあり

85．4　　　 12．1

64．4　　　　　28．0

83．7　　　 13．7
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　下顎前歯部にはもっと高く，上顎前歯部，下顎

臼歯部，E顎臼歯部という順になっていた。

　性別，年齢別にその状態を図示すると，図8，

図9のようであった。

　女子に比べると一般に男子のほうが高い状態で

あった。とくに男子は増齢的な増加の傾向が強

く，17，18歳では，どの部位でも，高い値を示し

ていた。
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　5）不正咬合（咬合異常）の状態

　咬合状態については，「正常」「歯牙に問題があ

ると考えられる者」「顎骨に問題があると考えら

れる者」の3種に分け，内訳をみたものが図10で

ある。

　ここで「歯牙に問題がある」とは，いわゆる

denture　patternとして，叢生，離開と犬歯の唇

側転位を含めた。

　一一方「顎骨に問題がある」とは，いわゆる

skeletal　patternとして，過蓋咬合，切端咬合，

開咬および上・下顎前突を含めた。

　正常と思われたものは，増齢的に減少の傾向を

示していた。

　また不正咬合の分類について，これと，昭和56
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図10咬合状態の内訳
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年度歯科疾患実態調査の結果とを対比してみると

表4のとおりであった。

　男女とも叢生の出現率がもっとも高かった。た

だ歯科疾患実態調査とは年齢層が異なるので，こ

のまま比較することはできないが，高校生のほう

が正常のものは少ないようであった。

　切端咬合および反対咬合を合わせると15％を占

めていたことをみると，注意すべきことだと感じ

られた。

　6）　質問票について

　質問は13項目であったが，問1の「今使用して

いる歯ブラシは，何ヵ月使っているか」について

は，全体として，女子のほうが短いものが多く，

男子はやや長く使っているものが多いようであっ

た（図11）。

　1ヵ月というものが大体50％であったが，3カ

月ぐらいのものまでは15～20％となっており，そ

れ以後のものはかなり少ないようであった。

　質問2～13の状況は表5のようであった。年齢

別・性別に図に表わしたものをp．56～58に示し

た。

　歯みがきの習慣はおおよそ70％の者にはみられ

るようであった。

　一般に女子のほうがyesの回答率が高く，男

子では増齢的にやや低下していくような傾向をう

カ・カミ牙っせた。

　自分の口の中をみるか，という問3に対して約

70％がそれをしていると答えていたことは意外で

あった。また一般には女子のほうにyesの回答

が多かったが，男子において，増齢的にyesの

回答が増しているのは興味あることであった。

　問4の夜食をする習慣は，高校生では男女とも

50％近くが持っているようであった。

　次の間5歯肉炎などの関連として朝口の中がね

ばっているかを聞いたのに対しては，全体として

は否定的なものが多く，これには性弟はみられな

かった。当然のことといえよう。

　問6の歯列の不正を気にしているか，という問

の性差，年齢差は，図に示すとおりであって，25

％の者がyesとしており，性差では女子のほう

が多かったことも当然のことといえるが，約50％

のものがなんらかの形での不正咬合が検出されて

いるのに比べては，認識が低いようであった。

　しかし問7の「それで困っているかどうか」の

問については，90％の者がnoと答えており，増

齢的にすこしで，yesのものが多くなっているよ

うに思われたことは示唆に富んでいる。

　問8，9は口臭についてのものであるが，気に

したことのある者は40％であったのに対し，何か

言われたことがあるかについては，7％程度しか

yesと述べていない。

表4　咬合分類の構成率（％）

咬合 正常咬合

本調査　　　　　48．　3

昭和56年度
　　　　　　　78．2歯科疾患実調値

叢生離開膿創雛開咬耀磯奇齪唇
18．914．0

21．8　　9．1

6．3

1．2

11．3

1．5

4．9　2．8i

3．3　　2．5
　　1

3．9

2．7

9．2
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図11歯ブラシの使用月数比較
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　この辺のことについては，もうすこし検討の余

地があると思われる。

　問10，歯ぎしりについては約7％がyesと答

えており，図に見るように性差はなかった。

　問11の歯の色の汚さについては，約50％近くが

気にしており，当然のことながら女子のほうに

yesの回答が多かった。増齢的の関係はないよう

であった。

　問12の智歯周囲炎の経験を聞いたが，約10％の

ものがyesと答え，増齢的にわずかにふえる傾

向がみられたw

　これをさらに強く聞いたのが問13であるが，こ

れでは約4％が体験しているにすぎなかった。

　7）　この調査について気づいたこと

　今回の調査の集計の過程で次のようなことがわ

かった。

1．　歯口清掃習慣は全般的にあまりよくない。

2．　前歯部の歯冠補綴（メタルボンドなど）が

　みられる。

3．将来の多数歯喪失のリスクを予想されるも

　のが見出される。

4，高度う蝕を放置しておけば残根になってし

　まう。第二大臼歯の治療を放置すれば第一大
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　臼歯に及ぶ治療を施すことになる。

5．高度のう蝕が放置されているものでは，悪

　化の傾向はみられる。

6．歯周疾患として，歯肉出血，ポケットの深

　いもの，動揺のひどいものがみられるように

　なる。

7．　高度う蝕や歯周疾患に伴う疹痛の発生がみ

　られる。

8．萌，舌などの疾病がみられる。

9．歯石が多量に沈着するものがみられる。

10．智歯周囲炎などによる障害がみられるよう

　になる。

11．不正咬合，歯列不正などを気にする者がみ

　られるようになる。

12．顎関節異常の微候が現われるようになる。

　（顎関節症）

13．心因性口臭などがみられるようになる。

14．外傷による歯牙の欠損がみられる。

表5　質問票の回答状況（笑数）

質問事項
回答数

1はいい・・え不明　計
　　　　　　　　L

　　　　　回答％
II－’－r　　　　－一　　　　’一　　　　　　

　はい　　いいえ　不明

2，寝る前に歯をみがく習慣がありますか。

3．自分の口の中をみることがありますか。

4．夜おそくに食べる習慣がありますか。

5．朝，起きた時，口がねばっていますか。

6．歯ならびがわるいことが気になりますか。

7．歯ならびがわるいことで困っていますか。

8．口臭を気にしたことがありますか。

9．口臭について何かいわれたことがありますか。

10．歯ぎしりをする癖がありますか。

11．自分の幽の色の汚さを気にしたことがありま

　　すか。

12．親知らずG二1噛）が痛んで困ったことがあり

　　ますか。

13．口があきにくくなって困ったことがあります

　　か。
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質問10歯ぎしりをする癖がありますか。
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フッ素の安全性についての国会における質問と政府の答弁

フッ素の安全性を中心にいろいろ論議が行われているが，昭和60年3月8日の第102回国会衆

議院本会議のとき，これについて，すでに昭和59年12月21日付で松沢俊昭衆議院議員から・衆

議院議長に書面で出されていた質問に対して，内閣総理大臣から衆議院議長に答弁書が提出さ

れた。

これは質問は文書でつづられている。フヅ素の応川なとについてのかなり広い範囲にわたり，

また細部の項目について質問されており，それに対する政府の答弁書もそれぞれの項1］につい

て行われているので，質問書と答弁書をそのまま併列しただけではわかりにくいので，質問書

の各項目に対して，答弁善の該当部分を挿入して，一一問一・答の形に整理し構成しなおした。

質問および答弁書の文言については，昭和60年3月8日官報号外をそのまま掲載してある。

以下，項口・小項目をあげて質問を述べているのでQandAの形として整理した。質問書は

昭和59年12月21日付で質問第11号で松沢俊昭衆議院議員から，福永健司衆議院議長にあてて次

のような主文がある。（■のついているQ，Aは学校歯科に直接関係するものです。）

衆議院議員松沢俊昭君提出に係るフッ素の安全性に

関する質問主意書および答弁書

　政府は，歯科保健対策の推進という名目で，む

し歯の根本的予防策として5歳児幼若永久歯への

フッ化物塗布の試行的実施を35万都市8ヵ所にお

いて1，300万円の予算で行うとしている、

　フッ化物塗布を含めてフッ素の虫歯予防への応

用には，その安全性や効果に関し賛否両論があり

その取扱いには慎重を期さねばならない。

　したがって次の事項について質問する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
Q．1　完全性や効果について　　　　　　　　　　I

　l．　フッ素塗布事業の総責任は厚生省のどこにあ

　　り，さらに実施に当っての現場責任が保健所にあ

　　るのか，あるいは委託された歯科医師会または歯

　　科医師にあるのかを明確にされたい。

　2．　フッ素塗布に際しては，強制あるいは任意であ

　　るのか。

　　　特に，フッ素塗布が保護者の意向を無視して子

　　どもに強制的に実施される危険性はないのか。

　6．　試行的実施であるので，今後の長期計画，今回の

　　概要を明示すると同時にフッ素塗布対象者5，000

　　名の選定方法を明確にされたい。

A．1の1，2，6について
　　今回の事業は，厚生省健康政策局が企画し国の補助

　事業として市町村が実施主体となって行うものであ

　る。

　　昭和60年度においては，5歳児に萌出する幼若永久

　歯（第一大臼歯）のむし歯予防罫法の確立を図るため，

　歯科医師等の専門家による委員会を設置し検討を行う

　とともに，幼若永久歯むし歯予防のモデル調査事業を

　実施することとしているが，この事業では，5市町村

　の5歳児を対象として歯科医師等の専門家により歯科

　健康審査，正しい歯みがぎ等の保健指導にあわせて，

　ご指摘のフ・．化物の歯面塗布も行うものである。

　　また，この事i嚢は，各実施市町村において希望者を

　対象として行うこととしている。

3Q．1の3，4
　3，任意で保護者の同意書を得て実施した場合

1　　副作用等についての政府の責任を明確にされた

　　し・o

I　4．　副f乍用等のモニターシノ、テムをどのように行

1　い，かつモニターのための第三者機関を設置する
I

E　　つもりがあるか明らかにされたい。　　　　　　：
I

A．1の3，4について
　　むし歯予防のためのフッ化物の応用については，W

　HO（世界保健機関）の勧告もあり世界各国で広く活

　用されており，わが国においても，専門団体である日

　本歯科医師会および日本口腔衛生学会は安全かつ有効

　であるとの見解を示しており，その安全性については
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問題がないと考えている。また，今回のフッ化物歯面

塗布事業を行うに当って，モニターのための第三者機

関を設置する必要はないものと考えている。

IQ．1の5
　5．　フッ素塗布の疫学的効果をみるための追跡調査

　　をどのような方法で行うつもりか明らかにされた

　　い。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

A，1の5について

　　ご指摘の疫学調査は，フッ化物歯面塗布の有効性が

　確認されているので行う考えはない。なお，今回の事

業は，その施策効果を測定し，これを各都道府県に示

　すことにより普及を図ろうとするものである。

Q．1の7
　7．　厚生省はむし歯の原因をどのように考えている

　　のか。またむし歯予防にはフッ素が最適であると

　　判断しているのか明確にされたい。

A．1の7について

　　むし歯は多くの要因によって発生するものと考えら

れているが，基本的には原因菌，砂糖の摂取およびむ

　し歯に対する歯質の抵抗力が問題になる。

　　その予防法としては，歯みがき，廿味の制限，フッ

　化物の応用という方法が一般的であるが，WHO，日

　本歯科医師会および日本口腔衛生学会においては，公

　衆衛生学的手法としては，フッ化物の応用がもっとも

効果的な方法であるとされており，厚生省としても幽

みがき，甘味の制限と併せてフッ化物の応用を行うこ

　とが最適のむし歯予防法と考えている。

IQ．2　フッ素の水質基準等について　　　　　　　1

1・わが齢よび［堺の描姻におけるフ・素の1

　　水質基準は，どのように規定されているのか，示

一一一

差れ挫i－一　＿．一一一一一一　　　l

A．2の1について

　　わが国のフッ素の水質基準は，12当り0．8mg以下

　と定められている。また，ア・リカにおいては気温の

　高低により異なるが，もっとも厳しいところで12当

　り1．4mg以下と定められている。

　　なお，各国が水質基準を定める場合のカイトライノ

　としてWHOの示している値は，12当り1．5mg以ド

である。

Q．2の2の①④

12．むし歯予防のためのフッ素応用は，フッ素の過

　　剰摂取を防ぎ，なおかつフッ素によるむし歯予防

　　効果を期待するものであるが，次のような疑問が
I

I　　ある。

　①日本人はフッ素の1日摂取量として何mgを許

　　容量としているのか，年齢に応じた許容量を示さ

　　れたい。

　q　日常生活で摂取するソッ素量とフッ素応川によ

　　っての摂取量にはそれぞれ幅があるが，フッ素摂

　　取量を合計して何mgまで安全な摂取量と考えら

　　れるのか示されたい。

A．2の2の①④について

　　飲料水中からフッ素を摂取することにより生ずる慢

　性中毒には，歯牙フッ素症，骨フッ素症等があるが，

　このうち，歯牙フッ素症については，1E当り2mg以

　上のフッ素を含む飲料水を歯の形成期に長期間にわ

　たって飲用した場合に問題となる症状が生ずるといわ

れ，骨フッ素症については，12当り8mg以上のソッ

素を含む飲料水を長期間にわたって飲用した者の一部

　に発生するとされている。しかしながら，フッ素を食

物から摂取することにより，歯牙フッ素症等の慢性中

雌が生じたとする報告はない。

　　このようなことから，摂取形態が異なるものを単純

に合算してフッ素の許容量を論ずることはできないと

考えられる。

Q．2の2の②　　　　　　　　　　　　　　　1

　②現在日本人は何mgのフッ素を毎日摂取してい

　　るのか，年齢に応じた摂取量を示されたい。

A．2の2の②について

　　日本人の食物からの1日ソッ素摂取量は，成人1日

　当り0．48mgから2．64mgといわれている。また，小

　児の揚合は食物の摂取量も少ないので，成人の数値に

　比して1日のフッ素摂取量も少なくなる。

iQ．2の2の③　　　　　　　　　「
1

　⑥　フッ素応用によって何mgのフッ素を摂取する1

　　ことになるのか，ソッ素塗布，フッ素洗口，フッ

　　素入り歯みがき剤からそれぞれ11・∫mgのフッ素を1

　　・・分唖勉◎噸の搾れたい・i

A．2の2の③について

　　フッ化物局所応用法のうち，フッ化物歯面塗布は乳



歯あるいは幼若永久歯に対し，年1回から4回行われ

　るものであるが，各回ごとの口腔内フッ素残留量はお

　よそ1mgから3mgであり，また，フッ化物水溶液に

　よる洗口の場合で1回およそ0．5m9から1．5mg，フッ

化物を含有する歯みがき剤の使用の場合1回でおよそ

0．1mgから0．3mgとされている。

Q．2の2の⑤
　⑤　フヅ素化合物は無機フッ素化合物と有機フッ素

　　化合物とに分けられるが，現在までの測定方法で

　　は主として無機フッ素化合物だけの測定しか行わ

　　れず，その結果に基づく研究の成果として，フッ

　　素の総摂取量等の推定も行われてきたと聞くが，

　　有機フッ素化合物に関し，どのように考えている

　　のか示されたい。

A．2の2の⑤について

　　有機フッ化物の通常の生活環境における体内摂取量

　は，きわめて少なく無視し得る量である。さらに，無

　機フッ化物および有機フッ化物の生理作用は異なるも

　のであることから，両者の総摂取量が人体にどのよう

　な影響を与えるかという形で論ずることはできない。

L

lQ．2の3の①

旨3．　わが国では，水道水のフッ素濃度に関する水質

1　基準については0．8ppmと定められているが。
［
　vl）O．　8ppmの水質基準に決定された根拠となる研
1究論文を明示されたい・

A．2の3の①について

　　制定当時の諸外国における水質基準，　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本人の食習

慣および科学的知見に基づき総合的な検討を行い，制

定したものである。

Q．2の3の②
　⑨10．8ppmのフッ素濃度とは，フッ素の慢性中毒

　　症状の1つである斑状歯が発症する濃度であるか

　　否か，もし斑状歯が発症するとしたら何％の子ど

　　もに出るのか示されたい。　　　　　　　　　　I
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

A．2の3の②について

　　わが国における歯牙フッ素症の調査では，フッ素濃

　度1旦当り0．8mg程度の飲料水の飲用によって問題と

　なる症状の発現はないとされている。

Q．2の3の③④　　　　　　　　　　　　　　　　1

　③諸外国では，フッ素に関する研究の進展によっ1
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　て水質基準を見直した例はあるのかないのか，示

　されたい。

④国は0．8ppmの水質基準を見直すつもりはない

　か。

A．2の3の③，④について

　　アメリカおよびWHOにおいて，水質基準等の改正

　が行われたことについて承知している。

　　なお，わが国においては，直ちにフッ素に関する水

　質基準を見直す必要はないと考えている。

Q．2の4
　4．　飲料水のフッ素濃度と地域住民の斑状歯保有者

　　率（判定基準の明確なもの）との関係について。

　①　わが国でそのような調査をまとめた報告がある

　　場合，アメリカのディーソらの同様の報告と比較

　　してどのような違いがあるか，示されたい。

　⑦　前記日米の比較が可能であったとき，その違い

　　の根拠は何であるか示されたい。

A．2の4について
　　わが国における北津軽地方，岡山県笠岡市，沖縄地

　方の歯牙フッ素症の調査結果から判断するかぎり，デ

　ィーソの報告とそれほどの差はないと考えられる。

Q．2の5
　5．　京都市山科地区で京都大学美濃口教授の指導の

　　もとに11年間にわたって水道水フッ素化をしたこ

　　とがあったが。

　①フッ素濃度はどのくらいだったか，9年目の口

　　腔衛生学会の調査成績および11年目の美濃口教授

　　の調査成績はどうであったか，示されたい。　　［

　　　以上の成績から見て，わが国の現行水質基準の

　　健康に対する安全性についてどう考えるか，示さ

　　れたい。

A．2の5について
　　フッ素濃度は，1尼当り0．6mgであったご指摘の調

　査においては，問題となる歯牙フッ素症の増加等は認

　められなかったとされている。

　　なお，現行水質基準の安全性に問題はないと考えて

　いる。

Q．2の6
　6．　最近，中華人民共和国広州市において，18年間

　　にわたる水道水フッ素化を健康被害の発生のため
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　　に中li二したことに関する論文が発表されている1

　　が。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　①　水道水フッ素化の濃度はどのくらいであった

　　か，発生した健康被害は何であったか，そのよう1

隊璽禦堺・何てあつたと考鋼
　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　②　以上の事実から考えて，わが国の現状水質基準1

　　の健康に対する安全性についてどう考えるか，示・

　　されたい。　　　　　　　　　　　　　　　　　I

A．2の6について

　　中国広州市の水道水フッ素添加事業の中止について

　は，現在，中国側に対し照会中である。

Q．2の7の①（2

　7．　わが国の水道水中のフッ素濃度について

1　乎　それは年間何回測定されているか，それはどの
’

　　くらいの濃度がどのくらいの頻度で存在している

1　か，示されたい。

1　2X，各地域の住民は，その水道水のフッ素濃度につ

　　いての測定データをどのようにすれば知ることが1
1

iでぎるか，示隷たい・

A．2の7について

　　水道水におけるフッ素に関する水質検査は法令上，

　おおむね1月に1回行うことを原則としているが，原

　水および浄水におけるフッ素濃度が水質基準に比して

　レ分低い等，検査を行う必要がないことが明らかであ

　ると認められる場合には，省略することができるとさ

　れている。しかし，この場合においても，少なくとも

　1年に1回は検査するよう指導しているところであ

　る。これらの検査によれば，水道水におけるフッ素濃

　度はおおむね1μ当り0．2mg以下であり，すべて水質

　基準に適合している。

　　なお，水質検査の結果については，水道事業者に照

　会することにより知ることができる。

Q．2の8
8．骨中のフヅ素濃度は年齢とともに増加していく

　　といわれるが，わが国でそれを調査したデータが

　　あるか。特に飲料水中のフッ素濃度と関係付けて

　　調査したものがあるか。あるならそれを示された

　　い。

A．2の8について
　　わが国における飲料水濃度と骨中のフッ素濃度と関

　係づけた調査については，承知していない。

Q．3　むし歯予防に使用するフッ化物の法律上の取

　　　扱いについて

　1．　アメリカ・国立労働安全衛生研究所編「化学物

　　質毒性データ総覧「（1976）によれば，ラットにお

　　ける50％致死量は青酸ナトリウム6．4mg／kg（メ

　　ルク・イソデックスでは15mg）であるのに対し，

　　フッ化ナトリウムは180mg／kgであり，フッ化ナ

　　トリウムの毒性はかなり強く，かつ最低致死量は

　　ヒト75，マウス97，イヌおよびウサギ100mg／kg

　　とほとんど種差に関係せず，体重比で決まるとさ

　　れている。

　　　一方，骨フッ素症の家畜の骨からフッ化クエン

　　酸が検出されたという報告もあり，最近のフッ化

　　ナトリウム投与ラ・．トでの観察所見に，これと符

　　合するかのように，生命現象にとって，もっとも

　　基本的なエネ・レギー生産を司る肝臓のTCAサイ

　　クル（クエン酸＋イケル）の阻害をうかがわせる

　　ものが見られる。

　　　以上の諸事実から考えるとき，フッ化物はいか

　　なる目的といえども人体に適用してはならない毒

　物であるというべきであるという意見があるが，

　　国のこれに対する見解と，その根拠を示された

　いo

A．3の1について

　　フッ化物がむし歯予防に有効であることは広く知ら

　れており，フッ素の大量摂取による有害性をもって直

　ちにその有用性が否定されるものではない。

　　現在，WHOの勧告もあり，世界各国でむし歯予防

　の目的でフッ化物は使用されているが，これまでのと

　ころ，安全性の面で特に問題になったとの報告は承知

　しておらず，現在のところ，フッ化物歯面塗布等フッ

化物をむし歯予防に用いることに問題はないと考えて

　いる。

Q．3の2，4の6の⑤
　2．　フッ素塗布に当って，口腔内に残留し体内に取

　　り込まれるフッ素の害作用（腎機能障害のある者

　　での排泄障害など）の存在を考慮するとき，腎機

　　能検査を含む全身の診察を行わないで歯科医師が

　　フッ素塗布を行うことは，医師法第20条に規定さ

　　れている無診察治療等の禁止に該当するものと考

　　えられるが，政府の見解はどうか，示されたい。

Q．4の6の⑤腎臓の排泄機能に及ぼす影響について



A．3の2，4の6の）について
　　　フッ化物歯面塗布溶液の通常使用量に含まれるフ

　　ッ弄甲1が腎機能に影響を及ぼすことは，その口腔内

　　残留量からみて考えられず，また，腎機能障害のあ

　　る者における排泄障害についても，むし歯予防に使

　　用されるフッ化物量および摂取頻度からみてそのお

　　それはないとされている。

Q．4　1の①③フッ化物の歯面塗布について

　1．　昭和41年医発第537号の2厚生省医務局長名の

　　　「フッ化物歯面塗布実施要領について」なる通知

　　について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　ゆ　当時，フヅ化物塗布が有効と判断した根拠は何、

　　か，示されたい。　　　　　　　　　　　　1

　⑤　ヒ記L，（2両論があった場合，特にΦを採用し5

　　た根拠は何か示されたい。

A．4の1の⑦，③について

　　当時の内外の多くの研究成果を基に，フッ化物歯而

　塗布がむし歯予防手段として有効であると判断したも

　のである。

Q．4の1の②
　必　当時，フッ素塗布を無効とする報告はなかった
I

l　か。あったならそれらを示されたい。

A．4の1の②について
　　フッ化ナトリウムを用いたフッ化物歯面塗布を無効

　とする報告はない。ただし，使用薬液が8％フッ化ス

　ズであるものについて無効であるとする研究としては

　アメリカのウエロックの報告（1965年）が1例あるが

　他の研究者によれば，試験研究方法そのものに不備が

　あるとされている。

回2の①②
　2．　前記「実施要領」において，1歳児，2歳児，1

　　　3歳児に対する塗布の実施を規定していることに！

　　ついて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

　El’諸外国でこのような低年齢児に塗布を行った報1

　　告が当時および最近において見られているか否

　　か，示されたい。

　②①において低年齢児塗布の報告が見られない場

　　合，その理由は何であると考えるか，示された

　　い。
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A．4の2の①，②について

　　アメリカのアストによる報告（1950年）があり，2

　歳児から7歳児260人を対象に，2％フッ化ナトリウ

　ム水溶液年4回塗布法を’ま｛施し，その結果，1年後に

　22％の抑制率を報告している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
IQ．4の②の⑥

　　316歳以下の児竜に実施すべきではないという見

　　解を表明している報告を示されたい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．一＿　一一．一，＿一一」

A．4の2の（3）について

　　ご指摘のような報告は，承知していない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
1Q．4の3
　3．　歯面塗布に用いられる薬液について

　　　その薬品名は何か，それは医薬品であるのか。

　　取扱い上の区分（普通薬，劇薬，毒薬またはそれに

　　相当するもの）はどれに相当するか示されたい。［
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

A．4の3について
　　現在，むし歯予防の目的で歯而塗布に用いられてい

　る製剤は，フッ化ナトリウムを有効成分とする医薬品

　であり，市販さ淑ているものは，いずれも薬事法に規

　定する毒薬または劇薬に該当しないものである。

：Q．4の4　　　　　　　　　　　1

　4．　昭和52年10月に開催された第26回日本口腔衛生

　　学会のシンポジウム「広い視野からみたフッ素の

　　　諸問題」において，当時の厚生省医務局歯科衛生

課能美課長は，これまでにフッ化物の塗布を受け1

た1～15歳未満の児竜の数はおよそ44万人に達し

ていると報告しているが，塗布の有効度および塗

布に伴う害作用についての調査を行った成績があ

るか。また，前記時点以後の塗布状況，その有効

度・害作用についての調査結果があるなら示され

たい。

A．4の4について
　　フッ化物歯面塗布の実施状況については，歯科疾患

　実態調査や保健所運営報告により把握されており，そ

　れによ才1ば，フッ化物歯面塗布経験のある者は15歳未

　満のもので22．3％（昭和56年歯科疾患実態調査），保

健所で受けた乳幼児497，804人（昭和58年保健所運営

報告）と報告されているが，昭和52年以前にもまたそ

れ以後についても害作用があったとの報告は受けてい

ない。また，その有効性については，大阪府八尾保健

所の藤沢（昭和50年），新潟大学の大沢（同57年），大
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阪府八尾保健所の安倍（同年），新潟県長岡保健所の

小泉（同59年）等の報告がある。

Q．4の5
　5．　昭和46年1月以降，中央薬事審議会医薬品再評

　　価特別部会において，昭和42年9月以前に承認さ

　　れた医薬品の再評価が行われているが，むし歯予

　　防のためのフヅ化物歯面塗布について行われてい

　　るなら，その状況を，行われていないならその理

　　由を明らかにされたい。

A．4の5について

　　フッ化ナトリウムを含有する歯面塗布剤について

　は，現在，中央薬事審議会において再評価の審議が行

　われているところである。

Q．4の6の①②

　6．　何らかの形で経口摂取されたフッ化物の生態に

　　及ぼす作用について

　　　次の諸点について検討したなら，その見解を示

1鵡輪いて願撚成分の吸収に及ぼす

　　影響について，特にカルシウムの吸収の影響につ

　　いて

　②　体内に吸収された後，生理的に重要な科学物質

　　との結合について。特に，フッ化酢酸を生成して

　　肝臓でエネルギー生成を行うTCAサイクルを阻

　　害する可能性について（発育成長の阻害として現

　　われる）

A．4の6の①，②について

　　むし歯予防のためのフッ化物歯面塗布により口腔内

　に残留する微星のフッ素が嚥下されることで，栄養吸

　収あるいはTCAサイクルに影響を及ぼすという報告

　は，承知していない。

Q．4の6の③
　③　染色体に各種の障害をケえる可能性について

A．4の6の③について

　　むし歯予防のためのフッ化物歯面塗布が生態の染色

　体に影響するという報告は，承知していない。

　　また，WHOの付属機関である国際がん研究所

　（IARC）の報告によっても否定されている。

IQ．4の6の④
1　一
　④　骨の発育に及ぼす影響について
1

A．4の6の④について

　　むし歯予防に用いるフッ化物利用で骨等の発育に悪

　影響を及ぼすという報告は，承知していない。

　　なお，微量のフッ素は骨の発育を促進するとされて

　いる。

Q．4の7の①
7．　フッ化物塗布の実施について

①フッ素塗布を実施する場合，口腔内に残存する

　　フッ素量はどのくらいか，年齢別に示されたい。

A．4の7の①について

　　フッ化物歯面塗布1回当りのフッ素の口腔内残留量

　は，およそ1mgから3mgである。

Q．4の7の②　　　　　　　　　　　　　　　［

　②塗布後の血中フッ素濃度は時間的にどのような1

　　経過をたどるか，またはたどると推定されるか，

　　示されたい。

A．4の7の②について

　　血中フッ素濃度は，塗布後一・時的に上昇するが，塗

　布濃度により約1時間から数時間後には通常濃度に復

帰し，その変動範囲も生理的範囲にあるとされてい

　る。

Q．4の7の③
　c3）塗布前後の尿中フッ素および尿中排泄量はどの

　　ように変動するか。それは年齢によってどう変わ

　　るか，示されたい。

A．4の7の③について

　　塗布後2時間の尿中フッ素濃度は，一時的に塗布前

　の約10倍の濃度に上昇し，塗布後24時間の尿において

　は塗布前とi司じになると報告されている。

1∵翻肌ている児童とそうでない児童と…

　　で，塗布前後の尿中フッ素排泄量に差は見られな

1　いか，示されたい。

A．4の7の④について

　　腎機能の低下している児童とそうでない児童とで，

　塗布前後の尿中フッ素排泄量に差があるとする報告

　は，承知していない。

■Q．4の7の⑤　　　　　　　　　　　　　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　⑤塗布後，口内炎，歯肉炎などが訴えられること1



はないか。あるとすれぽ，それはフッ化物による

刺激との関係はどうか，示されたい。

■A．4の7の⑤について

　　フッ化物歯面塗布により口内炎・歯肉炎等の症状が

　発生するとする報告は，承知していない。

Q．4の8の①②

　8．　フッ化物塗布の有効性について

　①二重目かくし（二重盲検）のもとでの対照試験

　　によってフッ素塗布の効果を検討した報告がある

　　か。あるなら国内および国外の調査結果を示され1

　　たい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

　②前記の調査結果がある場合，フッ化物塗布のむI
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　　し歯予防効果はどのくらいのものか，示された

1　い・　　　　　　　　　　　i

A．4の8の①，②について

　　二重盲検法によるフッ化物歯面塗布の効果を調査し

　た報告としては，国内では新潟大学の木次による報告

　（昭和52年），国外ではオラソダのハウイソクの報告

　（1974年）が挙げられる。木次による報告によれば，

　小学校入学時から開始した場合，4年後に1人平均永

　久歯むし歯数で16．3％の抑制率を示した。また，ハウ

　イソクの報告によれぽ，7歳から開始した場合，9年

後に永久歯むし歯歯面数で37％の抑制率を示した。

Q．4の8の③

③厚生省は保健所等を通してこれまで数10万人の

　　児童にフッ化物塗布を行ったというが，その有効

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　件について追跡調査を行ったことがあるか。ある1

　　ならその調査結果を示されたい。

A．4の8の③について

　　厚生省として全国的に一斉に調査したものはない

　が，保健所の歯科医師の最近の報告例として，4の4

　についてにおいて述べた藤沢　（昭和50年），大沢（同

　57年），安倍（同年），小泉（同59年）等の報告がある。

　これらの報告では，たとえば，小泉によれば抑制率は

　3歳児の1人平均むし歯数で51．3％が示されているよ

　うに，いずれもフッ化物歯面塗布は有効であるとして

　いる。

Q．4の8の④
　④フッ化物塗布のむし歯予防効果は，塗布後何年

　　くらいの持続性を有するかについて検討されたデ
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一 タがあるか。あるなら調査結果を示されたい。

（年齢階層別人員数）とともに示されたい。

A．4の8の④について

　　アメリカのクヌトソソとアームストロングによる報

　告（1946年）がある。この報告では，7歳から15歳児

　242人にフッ化物歯面塗布を行い，塗布実施3年後に

　おいて永久歯むし歯数で抑制率36．7％を示した。

■Q．4の9の①②

　9．　フッ化物塗布の害作用について　　　　　　　｝

　①　塗布の反復によって塗布性歯牙フヅ素症が生ず

　　る危険性について検討したことがあるか。あるな2

　　ら，その結果を示されたい。　　　　　　　　　1

　②　乳歯期にフッ化物塗布を受けた児童の永久歯1

　　に，線状白斑その他の異常が見られないかどうか

　　を検討したことがあるか。あるなら，その結果を

　　示されたい。

■A．4の9の①，②について

　　歯牙フッ素症は，その発現形態からして，フッ化物歯

　面塗布による発症は全く考えられないところである。

Q．4の9の③　　　　　　　　　　　　　　　　；

：③フヅ化物塗布を受けている児童の発育状態を，

1　　塗布を受けていない児童のそれと比較検討したこ1

　　とがあるか。あるなら，その結果を示されたい。l
I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

A．4の9の③について

　　水道水フッ化物添加地域児童の発育状態について

　は，アメリカのシュレージンジャーらが10年間ニュー

　ヨーク州で調査し，他地区に比して何ら異常はないと

　報告（1953年）しているが，フッ化物歯面塗布につい

　てもその使用量および使用回数から問題はないと考え

　られる。

！Q．4の10

　10。　フッ化物歯面塗布とフッ素入り歯みがき剤の使：

1　　用を比較し，その有効性と害作用において，特に・

1　フッ素塗布が有効と考えられる点があるか。ある

…　　なら，その根拠を示されたい。

A．4の10について

　　フッ化物歯面塗布によるむし歯抑制率は，およそ

　20％から50％，フッ化物含有歯みがき剤によるむし歯

　抑制率は，およそ15％から25％とされており，いずれ

　も有害作用はないものといわれている。

d
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Q．5　フッ素入り歯みがき剤の使用について

　1．　フッ素入り歯みがき剤について

1①　使用されているフッ化物の科学名およびその濃

　　度はどのくらいか示されたい。

　②　1回の使用量中のフッ素の量はどのくらいか示

　　されたい。

A．5の1について

　　歯みがき剤に含有されているフッ化物はモノフルナ

　ルリソ酸ナトリウムであり，その濃度はフッ素として

　0．1％である。1回の歯みがき剤の使用量を0．59から

　19と考えると，フッ素の量は0．5mgから1mgとな

　る。

Q．5の2の①
　2．　フッ素入り歯みがき剤の害作用・有効性につい

　　て

　①　1回の使用において，歯みがき剤中のフッ素は

　　どのくらい口腔内に残存するか。年齢別に検討し

1　た内外の報告があるなら示されたい。

A．5の2の①について

　　フッ化物含有歯みがき剤の使用によるフッ素の口腔

　内残留量について年齢別に検討した報告としては，ド

　でツ連邦共和国のアイヒレル（1955年），スウェーデ

　ンのエリクソン（1969年），アメリカのバーンハルト

　（1974年）らの報告があり，フッ素の口腔内残留推定

　量には，それぞれの報告により幅があるが，平均的に

　みて20％から30％程度とされている。

Q．5の2の②
　②　フッ素入り歯みがき剤の使用に年齢制限や腎機

　　能陣害のある者あるいは妊娠中，授乳婦などにつ

　　いて使用制限を設けている国はあるか。あるなら，

　　その国名と，その理由を示されたい。

A．5の2の②について

　　フッ化物含有歯みがき剤について，年齢制限等の使

　用制限を設けている国は，承知していない。

Q．5の2の③④
　③　フッ素入り歯みがき剤を使用した場合，使用し

　　た妊婦の胎児に及ぼす影響，使用した授乳婦の乳1

　　児に及ぼす影響，腎機能障害のある老における排

　　泄障害について検討した報告があるなら，その結

　　果を示されたい。

　④わが国において前項のような者について使用制1

　　限を設ける考えはないのか見解を示されたい。　1
　　　　　　　　　　　　－　　＿一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　一　一」

A．5の2の③，④について

　　フッ化物含有歯みがき剤を使用することにより，安

　全性の面でご指摘のような問題があるとの報告は承知

　しておらず，現在のところその使用に制限を設ける必

　要性はないものと考える。

Q．5の2の⑦
　⑦フッ素入り歯みがき剤について，「フッ素配合」

　　と標示することを義務付ける考えはないか。ない

　　ならその根拠を示されたい。

A．5の2の⑦について

　　フッ化物含有歯みがき剤については，フッ化物によ

　りアレルギー障害等有害な作用が発現したとの報告は

　承知しておらず，現在のところ成分の記載を義務づけ

　ることは考えていない。

Q．5の2の⑤⑥

　⑤フッ素入り歯みがき剤の使用によるむし歯の予

　　防効果を，二重目かくし（二重盲検）法のもとで

　　の対照試験によって検討した報告はあるか。ある

　　なら，その結果を示されたい。

　◎　前記の報告がある場合，そのむし歯予防効果は

　　どの程度のものか示されたい。

A．5の2の⑤，⑥について

　　フッ化物含有歯みがき剤のむし歯予防効果について

　二重盲検法試験により検討した報告としては，イキリ

スのネイラ（1967年），アメリカのフランクル（1968

年），東京歯科大学の竹内（1968年），デンマークのリ

ンド（1974年）らの報告があり，むし歯抑制率には，

それぞれの報告により幅があるが，おおむね15％から

25％程度といわれている。

Q．6　最近のむし歯保有率の動向について

　1．近年，わが国の3歳児検診においてむし歯保有

　　率の低下と重症度の軽減が見られていると報道さ

　　れているが，上の事実を招来した原因は何である

　　と考えられるか示されたい。

A．6の1について
　　昭和55年度3歳児歯科健康診査状況の全国集計によ

　れば，同歯科検診受診児のうちむし歯があったものは

蓋
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61．7％であったが，昭和41年度の集計78．3％に比べて

1a　6％の減少であり，重症のむし歯の率も15．8％から

10．6％に減少している。これは，歯についての国民の

保健意識の向上と関係者の努力によるところのものと

考えられる。また，昭和52年度から開始された1歳6

ヵ月児歯科健康診査における歯科検診と保健指導も効

果を挙げているものと考えている。

Q．6の2
　2．　静岡県新居町では，松本歯科大学の指導のもと

　　に地域住民の口腔衛生知識向上に努め10年間に学

　　童のむし歯保有者率を2．5分の1に減少させたと

　　報告されているが，

　iP　この事実を知っているか。

　i2）知っている場合，ここで有効であった方法は主

　　として何であったと考えられるか示されたい。

A．6の2について

　　ご指摘の事実については，承知していない。

Q．6の3
　3．　以上のほかに地域住民のむし歯保有者率の低下

　　に成功した事例について調査したことがあるか。

　　あるなら，その結果から特に有効と考えられるの

　　はどのような方法であったか示されたい。

A．6の3について

　　長野県佐久市，新潟県東頚城郡牧村，岐阜県，福岡

　県等各地域での例があるが，近年，特にフッ化物水溶

　液による洗口を積極的に利用した事例が多く報告され

　ている。

Q．6の4
4．　むし歯の発生には，砂糖の含有率の高いジュー

　　ス類，プリソ，菓子などの消費が関係していると

　　いわれるが，これらの菓子，清涼飲料水等の氾濫

　　について，厚生省はどのような対策を行ってきた

　　か，示されたい。

A．6の4について

　　1歳6ヵ月児歯科健康診査および三歳児歯科健康診

　査等を中心とする歯科保健活動を通じて，糖分の適正

　な摂取について指導しているところである。

■Q，6の5
　5．　むし歯の発生予防には，食後の口腔清掃が重要

　　であるといわれるが，この点について学校給食の
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献立および食後の湯茶の提供などについてどのよ

うに配慮しているか。示されたい。

■A．6の5について

　　むし歯の予防には，歯口清掃が重要であることにか

　んがみ，学校給食の実施に当っては食後においてうが

　いや歯ブラシの励行など歯口清掃に努めるよう指導し

　ているところである。

■Q．7　フッ化物による洗ロおよび新潟県における

　　　　実施について

　1．　新潟県教育委員会は，市町村教育委員会教育長

　　にあてた「通知」において「フッ素洗口法は…副

　　作用等の安全性にも問題はない…」と，小学校，

　　保育所等に周知，助成措置を受けられるよう指導

　　を指示している。

　　　政府の「フッ素洗口」に対する見解ならびに，

　　新潟県教育委員会の「副作用等の安全性にも問題

　　はない」とする判断に対する見解を示されたい。

■A．7の1について

　　フッ化物水溶液による洗口の有効性，安全性につい

　ては，内外の専門機関が一致して認め，WHOでも広

　く推奨しており，新潟県の見解についても問題はない

　と考える。

■Q．7の2
　2．　新潟県教育委員会教育長は，フッ素洗口に伴い

　　作成する「歯の検査（管理）票」を，学校保健法

　　施行規則第6条で定める「歯の検査票」として取

　　り扱うことを通知している。

　①政府は，学校保健法施行規則第6条で定める

　　「歯の検査票」以外の文書を「歯の検査票」と同

　　時に取り扱うことができるかどうか，政府の見解

　　を示されたい。また，取り扱うことができるとす

　　るなら，その法的根拠を示されたい。

　②学校保健法施行規則第6条で定める「歯の検査

　　票」と同時に価値ある諸票として取り扱う場合（例

　　えぽ「歯の検査（管理）票」の基準は何かを示さ

　　れたい。

A．7の2について
　　新潟県教育委員会作成の「歯の検査（管理）票」は，

　学校保健法施行規則第3号様式と同内容であり，問題

　はないと考える。
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■Q．7の3の①
　3．　新潟県教育委員会教育長は，「この事業（フッ

　　素洗口事業）を実施する場合，学校においては保

　　健管理の一環として位置づけ，学校長，学校歯科

　　医，学校薬剤師，保護者等十分協議連絡し理解を・

　　得た上で実施するこ払」と，市町村教育委員会

1　教育長あて通知の中で述べている。　　　　　　1

　①フッ素洗［が各学校において実施されるとき，I
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t
　　　「保健管理の一環として位置づける」ことのでき1

　　る法律的根拠を，政府の見解に基づき示されたい。

■A．7の3の①について

　　学校におけるフッ化物水溶液による洗口は学校保健

　法第2条に規定する学校保健安全計画に位置づけら

　加，学校における保健管理の一環として実施されてい

　るものである。

1■Q．7の3の②
1②新潟県教育委員会教育長がフッ素洗口が「学校1

　　においては保健管理の一環」であるとするなら，

　　ことさら保護者とのト分な協議，連絡，理解を求l
I

　　めなければ実施することができないのか，政府の1

　　判断と見解を示されたい。

■A．7の3の②について

　　フヅ化物水溶液による洗口の実施に当っては，フッ

　素の身体に及ぼす影響について不安を持つ保護老もあ

　るので，事前に保護者に対しその趣旨の説明を行ない，

　その理解と協力を求めたものと聞いている。

■Q．7の3の③　　　　　　　　　　　　　1
：　③　新潟県教育委員会教育長が，フッ素洗口が「学

　　校保健管理の一環」とするなら，フッ素洗口を拒

i　否する児童・生徒保護者は，学校保健管理上の義、

　　務違反となり，何らかの法的制裁を免れないもの1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　と思われる。その時の法的根拠と制裁内容につい1

：　　て政府の見解を示されたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

■A．7の3の③について

　　フッ化物水溶液による洗口は，任意に行われるもの

　であるので，それを拒否した場合，学校における保健

　管理上の義務違反にはならないと疹える。

1■Q．7の4
　4．　新潟県におけるフッ素洗口実施学校数は，昭和1

　　58年3月現在，327実施学校数，実施率16％と報

轍畿繍璽巖鷺畿論釜濤眞1

別に，また，年度別実施状況を示されたい。

■A．7の4について

　　ご指摘の状況については，把握していない。

■Q．7の5，6
　5．　新潟県衛生部公衆衛生課，同民生部青少年福祉

　　課，同教育庁保健体育課連名の冊子「昭和59年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　フッ素洗口研究協議会報告書」を昭和59年7月に1

　　発行している。この公的文書の中で「㎜．特別講

　　演抄録」として，新潟大学歯学部文部教官助手筒

　　井昭仁氏の「フヅ素洗口法の安全性について」を

　　収録している。この抄録によれば，筒井昭仁氏は1

　　フッ素洗口について「学者間で賛否両論あると聞

　　くが…」という設問を立て，自ら答えて「学者間

　　で賛否両論は，ありません」と述べている。　　I

　xi，政府は，公的文書において掲載されている筒井

　　昭仁氏の「賛否両論がない」見解に同意されるか1

　　どうか示されたい。もし，同意されるとするなら1

　　その根拠を示されたい。

　②　公的文書において発行責任主体が何らの評価も1

　　加えず前記主張を掲載することは，同主張に発行1

　　責任主体が同意していると通常受け取られる。こ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　の件に関しての政府の見解を示されたい。　　　1

　6．新潟県をはじめ，フッ素洗口を実施している施

　　設に対して，また保護者に対して，フッ素洗口に

　　　よるう蝕予防に賛否両論があることの情報を公平

　　に提供されるべきと考える。

　（1　新潟県をはじめ，フッ素洗口を実施している施

　　設ならびに保護者に対して，いかなる情報が公平

　　に提供・伝達さカているか実態をあきらかにされ

　　たい。

　f2，政府は，フッ素洗［に関して，いかなる公平な1

　　情報（賛否両論を含め）が，提供されるべきと考1

　　えるか，提供されるべき具体的文書・文献名を示i

　　tX　2tたい。　　　　　　　　1

■A．7の5，6について
　　むし歯予防のためのフッ化物応用については，WH

　Oの勧告もあり世界各国で広く活用さオiており，わが

　国においても，日本歯科医師会および日本口腔衛生学

　会の専門団体は安全かつ有効であるとの見解を示して

　おり，その安金性については問題がないと考えている

A



i■Q．　7の7の11

［7．　フッ素洗口実施校の一部においては，フッ素洗
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
　　口法による「フッ素うがい」を「学校行事（遠足・旨

　　運動会等）や教科（国語・社会・算数・理科等）

　　の学習と同じ｝較教育であります。」また，フッ素

　　うがいをやらない子どもがいることは，望ましい

　　教育の姿ではないと保護者に主張している。　　I
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
　dy　ソッ素洗口法による「フッ素うがい」が，学校1

　　行事や教科と同じ学校教育であるか，政府の見解

1　を示されたい。また，同じであるとするなら，そ

　　の法的根拠を示されたい。

■A．7の7の①について

　　フッ化物水溶液の洗口は，学校における保健管理の

　一環として実施されているものである。

■Q．7の7の②
　［2）フッ素洗口によるフッ素うがいをやらない子ど

　　もがいることは，望ましい教育の姿ではないとす

　　る見解に対する政府の判断を示されたい。

■A．7の7の②について

　　フッ化物水溶液による洗口は任意に行われるもので

　あるので，「フッ素うがい」を行わない児童生徒がい

　ても問題はないと考える。

Q．7の7の③④
　鰯　フッ素洗口によるフッ索うがいは，本来任意で

　　あり，親権に属するものと思われるが，「フッ素

　　うがい」は，施設設置者てある各自治体・法人の

　　権限であるのか，保護者の権限にあるのか，政府

　　の見解を示されたい。

　lP　各自治体の保健行政（指導）の名のもとで，各

　　学校長が保護者に対して，フッ素洗口法によるフ

　　　ッ素うがいを「全員が行うことになっておりま

　　す1とtl張することができるか，できるとするな

　　ら法的根拠を含めて政府の見解を示さカたい。

A．7の7の13Mについて
　　フッ化物水溶仮による洗口の実施に当っては，事前

　に保護者に対しその趣旨の説明を行い，その理解と協

　jJを求めてこれを実施することが望ましいと考える。

I

Q．　7の8，9

　8．学校の養護教諭か，フッ化ナトリウムを薬剤師1

　　　・医師・歯科医師から計埜してもらい学校におい
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　　てポリタンク等に調合する行為は，適法的行為か1
　　どうか，政府の見解を示されたい。　　1

　9．　一般に劇薬指定された薬から普通薬を作る行為I
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
　　は，いかなる資格または免計・許可された者が行

　　うことができるのか，法的根拠を含めて政府の見、

　　解を示されたい。

A．7の8，9について
　　劇薬から劇薬でない医薬品を薬として製造するに

　は，薬事法に基づく製造業の許可が必要である。しか

　し，学校の養護教諭がフッ化ナトリウムを含有する医

　薬品をその使用方法に従い，溶解，希釈する行為は，

　薬事法および薬剤師法に抵触するものでない。

Q．7の10
　10　政府は，フッ素洗口を禁止または停止すべき児

　　童・生徒の健康的・身体的・精神的基準を持って

　　いるか。基準を持っていないならぽ，その理由を

　　示し，基準があるならぽ一つ一つの項目につき根

　　拠を示されたい。

A．7の10について

　　適切な方法によるフッ化物水溶液による洗口につい

　ては安全性に問題はないことから，フッ化物水溶液に

　よる洗口を禁止または停止すべき児童生徒についての

　基準は，設けていない。

Q．7の11
　11．次記の職務命令は成立するか，成立するとすれ

　　ばその法的根拠を示されたい。新一i　i’　J県衛生部長の

　通知（昭和56年12月4日付け公第219併ナおよび昭1

　和57年2月6日付け公第180号）に基づき，各市1

　町村自治体が管内の学校で「フッ素洗Li」天施を

　決定し，教育委員会（教育長）を通じ管内学校長

　に実施するよう文書が配布された。　　　　　　1

㊤　校長は，フッ素利用の安全性等未解決な問題が

　あると判断し，教育委員会（教育iく）に意見具申

　を行うとともに，当校ではフッ素洗Plを実施しな！

　いと決定した場合，職務命令違反となるか否か。

②　校長が，教育委員会の文書に基づきソッ素洗口

　の実施を決定L，口頭で教職員に通知した。教諭

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　の1人または数人が，ソッ素洗口に疑義をもち，

　自己の学校での実施を拒んだ。この場合，職務命
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　令違反となるか否か。
　＿＿＿＿一．一＿．一一　　　　＿一一　　　　一一一＿一．．＿　　　＿＿＿1

A．7の11について

　　学校におけるフッ化物水溶液による洗口は学校にお
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ける保健管理の一環として実施されるものであるが，

その性格にかんがみ，これを実施しようとする市町村

教育委員会は，職務命令という手段で行うことは適当

ではなく，事前に校長等の教職員はもとより，児童生

徒の保護者や学校歯科医，学校薬剤師等にも十分説明

し，その理解を得て協力体制を確立した上で実施する

ことが望ましいと考える。

Q．7の12
　12．新潟県衛生部公衆衛生課は，昭和59年1．月13日

　　中頚城郡吉川町を経由して提出された質問に対し

　　「フッ素の予防効果以外の好ましい副次効果を生

　　んだことは，フッ素洗口を実施したことに起因

　　し，これも含めてフッ素洗口の効果と呼んでよい

　　と考えます。」と回答を行っている。

　Φ　政府は，フッ素洗口効果を判定する場合，新潟

　　県衛生部公衆衛生課の「かかる副次効果」まで含

　　めてフッ素洗口効果と見なし得るとの見解を支持

　　されるか否か，示されたい。

②新潟県下のフッ素洗口実施校においては，いわ

　　ゆる副次効果まで含めてフッ素洗効果として一・率

　　に統計を作成し公表されているが，そのような統

　　計上の指導を政府が行っているか否か，示された

　　い。

A．7の12について

　　公衆衛生施策の施策効果としては，副次的効果も含

　めて考えるのが妥当であると考える。

　　なお，政府は，ご指摘のような統計上の指導はして

　いない。

Q．7の13
　13．政府は，　「小学校・歯の保健指導の手引」　（昭

　　和53年7月31日発行）の33ページで「集団的にフ

　　ッ素塗布，フッ化物などによるうがいを行うとき

　　は，十分に専門的な理解をもった上で，適切な手

　　段の下で注意深く行わなけれぽならない」，と述べ

　　ている。

　①　　「十分に専門的な理解」とは，，具体的にいか

　　なる内容を指示しているのか回答されたい。

　　　なお，回答に当っては，フッ素塗布，フッ化物

　　などによるうがいのそれぞれについて，各職種

　　（医師，歯科医師，薬剤師，養護教諭，施設の

　　長，保母，一一般教諭）ならびに自治体別に具体的

　　に示されたい。

　②　　「適切な手段の下で注意深く行わなければなら

ない」という具体的な内容を示されたい。フッ素

塗布，フッ化物などによるうがいを実施している

自治体・施設に対し前記の点に関する指導監督

上，いかなる手段をとられているのか，またいか

なる文書を発行されているか示されたい。

A．7の13について

　　学校においてフッ化物水溶液による洗口を実施する

　場合においては，それに携わる関係者が，フッ化物に

　よるむし歯予防の基礎知識やフッ化物水溶液による洗

　口の実施力法等について十分理解した上で適切に行う

　よう研修会等の機会を通じて指導しているところであ

　る。

Q．7の14の〔11

　14　日本口腔衛生学会・フッ素研究部会（委員長堀

　　井欣一）は，1969年第22回WHO（世界保健機構）

　　総会の勧告文の一部を引用し，同学会誌に「う蝕

　　予防プログラムのためのフッ化物応用に対する見

　　解」（1982年）を発表している。同見解は，「WH

　　O総会の勧告文・諸決議などを，自己のフッ化物

　　利用の正当性の根拠の一つとし，さらに生涯を通

　　じて有効である」と述べるに至っている。

①政府の1969年第22回WHO総会勧告文全文に対

　　する見解を示されたい。

A．7の14の①について

　　わが国は1969年の「飲料水へのフッ素添加および歯

科衛生に関する第22回WHO総会決議」に加わってお

　り，その内容について歯科関係方面へ連絡していると

　ころである。

Q．7の14の②

　②　前記WHO勧告文中の，フッ素研究部会が引用

　　・評価を避けたと思われる次記の内容に関し，政

　　府の見解を示されたい。

　　　第1に，フッ化物の使用をそれぞれの住民集団

　　の総意に任せるという決議をWHO総会が採択し

　　たことならびに内容について

　　　第2に，WHOの事務局長に要請された一本

　　質的な医学的な問題点のより深い研究の要請，全

　　体のフッ素摂取量を問題にすべきだという指摘な

　　ど一諸研究の推進に関する内容について

A．7の14の②について

　　ご指摘の内容については，承知していない。

滋



IQ．7の14の③

i，．3）WHOの第22回総会以降，第28回総会（1975年），

　　第31回総会（1978年）においてフッ化物利用に関

　　する勧告・決議ならびにWHOによって発行され

　　た専門委員会の発言があります。

　　　第1に，各総会で採択された諸文書は，全出席

　　国代表の全員の賛成を得たものかどうか示された

　　い。満場一致の賛成でないのならぽ，賛成，反

　　対，棄権等の各国の態度の内容を示されたい。
1

　　　第2に，専門委員会の次の文書に対する見解・

　　認識を示されたい。

　　WHO　Techn．　Report　No．494：The　Etiology
…。nd　P，ev。nti。。。f　D，nt。I　C。，i。、．C。nf　1974，

　　ref．　CWF　ll5（1974）

A．7の14の⑧について

　　各総会決議が採択される際の各国の表明態度につい

　ては，WHOの公式記録には見当らない。

　　また，ご指摘のWHOの専門委員会の文書について

　は，フッ化物利用を主としたむし歯予防対策について

　述べたものであり，その内容については問題はないと

　考える。

1

1Q．7の14の④

Il4’iWHOは，飲料水フッ素化の無条件な推奨を主
1

　　張していないし，フッ素研究部会の見解にみられ

…　るごとく「生涯を通じて有効である」と主張して

　　いないと考えるが，政府の見解を示されたい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

A．7の14の，4）について

　　WHOの見解は，水道水フッ化物添加はむし歯予防

　に有効であり，生涯を通じてその有効性は持続すると

　している。

Q．7の15，21，22，27

　15．日本歯科医師会企画調査室は，「フッ素化に対す

　　る基本的見解」を1971年に発表した。これに対し

　　日本口腔衛生学会は「上水道弗素化推進に関する

　　見解についての答申書」（1972）において全面的支

　　持を与える。

　　　政府は，この「基本的見解」　「答申書」に対し

　　て，いかなる見解を保持されているかあきらかに

　　されたい。

　21．フッ素利用を推進する学者・諸団体が，最終目

　　標を水道水フ・．素添加に置いていることは，政府

　　も十分承知されていると思う。水道水にフッ化物
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　が添加される場合，さまざまな問題が生じると思

　われるが，

①　いわゆる至適フッ素濃度について，学者または

　学会等における統一見解があるのか。政府は，至

　適フッ素濃度についていかなる見解を有している

　のか。また，その濃度を定められているなら数値

　を示されたい。

②水道水フッ素添加は，個々の住民は好むと好ま

　ざるとを問わず飲用せざるを得ない。水を飲む習

　慣の相違（たとえぽ，高熱作業に従事する人），年

　齢差があっても体内フッ素摂取量に問題はないか

　否か。

③　水道水フッ素添加は，人工透析を受けるような

　比較的重症の腎障害者に新たな問題を生じさせな

　いか否か。

　　もし，腎障害者にとって好ましくないとするな

　ら，フッ素添加された水道水から腎障害者が自己

　防御するためにいかなる手段が可能か。

④　水道水フヅ素添加は，むし歯予防を口的とする

　ものであるが，一方で住民を選択することなくフ

　ッ化物の常時服用を強要する結果を招来させま

　す。ところで，フッ素によるむし歯予防を必要と

　しない個人（良い歯の所有者や総義歯所有者）や，

　フッ素供給を行なってはならない個人（腎疾患患

　者，過敏症者，妊婦など）が，この強要から免れ

　るためにはどうしたらよいか。

ゆ　公共上水道は，公共性がいちじるしく高いため

　に厳しく水質基準の保持を義務付けられている水

　道水フッ素添加に同意しない被供給者が，水質基

　準に義務付けられた水道水の供給を要求すること

　ができるか否か。

　　むし歯予防を目的とする水道水フッ素化と消毒

　を目的で行われている水道水塩素添加は目的にお

　いても人体・環境への作用上においても異なって

　いると思われます。水道水フッ素添加をしようと

　するとき，被供給者・被供給施設の同意を個々に

　得る必要があるか否か。

◎　水道水フッ素添加は，公共上水道に関係する諸

　法律に於て，現行法律上可能であるか否か。可能

　・不可能いずれの場合も，その法的根拠を示され

　たい。

22．水道水フッ素添加が，いわゆる至適フッ素濃度

　によってコソトロールされたとしても，年齢差の

　ある（たとえば，出生時の乳児，6歳児，12歳児）
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　子どもが，飲料水消費量を異にする中で，それぞ

　れ正しいフッ素用量摂取を行うことができるの

　か。政府の見解を示されたい。

　　たとえば，次記のような場合，明らかに水消費

　と特殊なフヅ素摂取量との間に不一致が生じる。

　ある学者の見解によれば「幼児における受入れ可

　能な毎日の至適濃度1歳から15歳まで0．03mg／kg，

　最高値は0．04mg／kgにある」，また別の学者によれ

ぽ「乳児には1日用量0．25～0．5・9のフ。素3歳

　までの子どもたらには0．5M9」という研究報告が

　なされている。

　　この研究結果に立脚すれば，水道水フッ素化に

　よってすらフッ素の過量摂取といえないであろう

　か。

　　政府は「同じ地球に生活している子どもたちの

　飲水量にはほとんど同じ量になる」と主張される

　であろうか，政府の見解を示されたい。

　　この見解を支持されるとするならば，飲水量の

　増大する期間・日数が，どの程度まで安全と認識

　されているか，科学的根拠を示されたい。

27．水道水フッ素は，むし歯予防を目的としながら

　も，フッ素によるむし歯予防を必要としない人

　（総義歯所有者，よい歯の所有者），フッ素供給を

　行うことが望ましくない人（腎疾患患者，過敏症

　者，妊婦など），フッ素供給を拒否する人や施設に

　おいても事実上の強要とならざるを得ない。

　　この強要は，憲法第11条〔基本的人権の享有〕，

　第13条〔個人の尊重と公共の福祉〕。

　　第25条〔生存権，国の社会的使命〕に著しく抵

　触する疑いがあると考えられるが，政府の法的見

　解を示されたい。

A．7の15，21，22および27について

　　水道は清浄にして豊富低廉な水の供給を図ることを

　目的としており，むし歯の予防等健康増進を目的とし

　ていないこと，給水量に比して飲用に供される量がき

　わめて少ないこと，および至適濃度の管理が難しいこ

　と等の理由により，現在のところ水道水へのフッ化物

　添加を指導する考えはない。

lQ．7の16
　16．中華人民共和国広州市は，広州市衛生局による

1　’調査の結：果，10数年来の実験で水道水フッ索添加

　　は多害小利という結論に基づき，水道水フz．素添

　　加を1983年10年1日から禁止し，水道局はただち1

　にフッ素添加を停止した。

　　この処置に対して，日本の…部の自治体，団体，

　学者は，広州市行政の責任ある地位にあり医学者

　でもある広州市副市長陳氏の否定にもかかわら

　ず，　「技術上のミス」　「フッ素濃度が高すぎたた

　め」と，一一方的主張を行っている。

①政府は，前記の広州市の決定について，外交ル

　ートを通じ正式に広州の水道水フッ素添加禁止の

　事実と理由を問う考えがあるか，態度を明らかに

　されたい。なお，問合せの必要を認めないなら

　ば，その理由を示されたい。　　　　　　　　l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t②　政府の監督，指導下にある（新潟県）自治体衛1

　生部等が，広州市の処置に対し「技術上のミス」1

　「フッ素濃度が高すぎたため」とする見解を掲載1

　した文書を配布していることに，いかなる見解を

　持っているか示されたい。

A．7の16について

　　中国広州市の決定については，現在，中国側に対し

　照会中である。

　　なお，ご指摘の新潟県の件については，新潟県にお

　ける独自の調査および判断により行ったものと聞いて

　いる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Q．7の17　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　17．フッ素洗口実施校でのフッ化ナトリウム粉末の

　　管理は，通常有資格者が計量分包し，保健室に保

　　管されているのが実態である。

　　　政府は，劇薬であるフッ化ナトリウムを非資格

　　者のみしかいない施設で常時保管されている状

　　態について，法的に問題がないか見解を示された

　　い。

A．7の17について

　　薬事法第48条第1項において，業務上劇薬を取り扱

　う者は，これを他の物と区別して貯蔵し，またはこれ

　を陳列しなければならないことが規定されているが，

　これに従って保管するかぎぎり，同法に抵触しない。

Q．7の18
　18．フッ素洗口に使用されているフッ化ナトリウム

　　粉末（易水溶性）の人における服用量，致死量に1

　　ついて，示されたい。

A．7の18について

　　フッ化物水溶液による洗口では，フッ化ナトリウム

　1回使用量は111n9から22m9（フッ素として5n19から10

k



mg）であり，70kgの成人の場合のフッ化ナトリウムの

致死量は59から109との報告がある。

Q．7の19，20
　19．フッ素が人体にとって必須栄養素であり，フッ

　　素の利用が自然の法則をわれわれ人類が見つけ出

　　し，その自然の法則を応用したにすぎないとする

　　学者・諸団体がある一i方で，全身へのフヅ素摂取

　　量を考慮すべきであり，迷惑物資である。また，

　　フ・ソ化物は地球規模で監視測定すべき環境汚染物

　　質であるとの反論4。ある。その主張が真向から対

　　立している。

　　　政府は，ソッ素（ソッ化物）が人体ならびに環

　　境にとっていかなる物質であると判断さわている1

　　か示されたい。

　20．フッ素の人体への有害性について，2つの相反

　　する見解がある。

　　　1つは，　「各国別1人当りの食糧供給量から1

　　日フッ素摂取量を算出してみると国別の差違はほ

　　とんど認められない」として，気温の相違による

　　水分摂取量のみを考慮し，いわゆる至適フッ素濃

　　度を決定する見解である。今1つは，わが国の研

　　究をみても，フッ素の有害性を肯定することがで1

　　き，フッ素汚染地帯では，食品中のフッ素含有率1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　が異なり食品そのものによっても含有率が異なっト

　　ていることから，気候の相違からくる水分摂取量1

　　のみでなく，生活様式・食物の差・環境等を考慮

　　し，人体内へ侵入する総フッ素量を考えるべきで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　ある。

　　　フッ素は人体にとって蓄積毒とする見解である1

　　が，政府のフヅ素の人体・環境への影響について

　　の基本的見解を示されたい。

A．7の19，20について

　　フッ素は，種々の元素と結合し自然界に広く存在す

　る物質であり，適量では人体に必要な栄養素であると

　いわれているが，大量に環境中に放出された場合，人

　気汚染による植物等の被害や水質汚濁による魚への被

　害が生ずるため，環境への排出について規制してい

　る。

　　なお，むし歯予防のために使用されるフッ化物につ

　いては，微量であるので影響はないものと考える。

恕禦痛用に麟団＿、噛牙萌出遅

1　延，斑状歯の出現が世界各国の少なからずの研究
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　　・報告書の中に散見されるが，　　　　　　　　1

　宙　フッ素利用と歯牙萌出遅延と密接な関連がある1

　　と政府は考えているか，考えていないのならば根1

　　拠を示されたい。

A．7の23の①について

　　むし歯予防のためのフッ化物利用で歯牙の萌出遅延

　は起こらないとされている。代表的な報告としては，

　ドイツ民主共和国カー・Lマルクス市におけるエノレフル

　ト大学のキ．・ソツェ・し等の広範な疫学調査（1976年）

　が挙げられる。

Q．7の23の，2

　②　フッ素の影響による斑状歯の出現について，21

　　つの見解がある。1つは，中等以上の斑状歯にお

　　いて，審美的に問題であるにすぎないとする見解
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

l　である。1つは，斑状歯は，この唯一の症候に限

　　定されることのない他の疾患を予告する前兆であ、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1　　り，物質代謝の障害の警告合図であるとする見解1

　　である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　政府は，いずれの見解または第3の見解を有す2

　　るか示されたい．　　　　l

A．7の23の2について

　　フッ素による慢性中毒として現在までに確認されて

　いるのは歯牙フッ素症，骨フッ素症等であるが，こ液

　らの発現形態が異なることから，軽度の歯牙フッ素症

　の発現が骨フッ素症等の発現を予告する前兆として考

　えることは妥当でない。

Q．7の24
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4
　24．フッ素利用によるむし歯予防の効果を主張する1

　　場合，統計の科学的な方法論と医・歯科学上の二旨

　　重盲検法に基づくものでない限り，厳密な意味で1

　　効果の数値に信頼性を欠くと思わざるを得ないと

　　考えるが，政府の見解を示されたい。　　　　　i

A．7の24について

　　フッ化物の応用によるむし歯予防の効果について

　は，二重盲検法およひ被検査老盲検法によって有効で

　あるという報告がすでになされている。

　　なお，フッ化物の応用によるむし歯予防の判定にお

　いては，その対象が硬組織疾患であることから，他の

　疾患の場合に比べてより客観的な判定が可能であり，

　したがって，二重盲検法のみが有効であるとは考えて

　いない。
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Q．7の25

　25．フッ素の障害を起こす要因として，カルシウム

　　の摂取不足，フッ素による甲状腺腫にはヨードの

　　摂取不足が関連していることは確実であるといわ

　　れている。そうすると日本人は，国民栄養調査で

　　も日本人平均1人1日当りのカルシウム摂取量不

　　足が指摘されている中で，むし歯予防とはいえ，

　　フッ素利用を行うことが，一層フッ素障害を助長

　する要因となるのではないか。政府の見解を示さ

　才／たい。

A．7の25について

　　カルシウムの摂取量，フッ素の摂取量および甲状腺

　腫の三者の関係を示す報告は，承知していない。

Q．7の26
　26．新潟県で実施されているフッ素洗口は，口腔内
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　残留量からみてまたは「コ腔粘膜から急速に吸収さ1
　　れる量において，鰍歯で橘な宝肺やわ姻1

　　の研究者の成績に示されている0．5～O．　6PPMか

　　ら斑状歯が急上昇するという量と関連して問題が

　　ないのか。政府の見解を示されたい。

A．7の26について

　　歯牙フッ素症は，その発現形態からして，フッ化物

　水溶液の洗口による発症は全く考えられないところで

　ある。

Q．7の28　　　　　　　　　　　　　1
　28．新潟県においてフッ素洗口の安全性を論ずるとI

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　きに1週間に1回，2回，5回と異なる回数洗口

　　を行っているのに，毎回飲み込むフッ素量を1週’

　　間7日で除して1日に飲み込む量を計算し安全性

　　を論じている。

　　　これは，1週間分の薬を毎日7回に分けて服用

　　する場合と，1週間分を1回で服用する場合の薬

　　品の安全性とを同一視する誤った考え方へ国民を

　　導く危険な考え方だと考えるが，政府の見解を示

　　されたい。

A。7の28について

　　新潟県においてご指摘のような計算方法を採ってい

　るのは，長期間の平均フッ素摂取量の目安とするため

　と聞いている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
Q．8　フッ素の環境汚染問題について

　1．　国は医薬1区外品としてフッ素添加歯みがき剤を1

　認可し，フッ素洗口剤ミラノールを医薬品として1

　認可し，フッ素塗布を推進しているが，　　　　1

①　前記2つ以上のフッ素応用法を併用しても問題1

　はないのか，見解を示されたい。

A．8の1の①について

　　フヅ化物含有歯みがき剤がフッ化物水溶液による洗

　口またはフッ化物歯面塗布と併用された場合，人体に

　対して有害であるとの報告は承知しておらず，また，

　そのフッ素推定摂取量から見ても，現段階では特に問

　題はないものと考えている。

Q．8の1の②
　②　フッ素の摂取量をコントロールする，つまり個

　　ノ＼のフッ素摂取量を一定に保ち，フッ素による健

　　康被害を防ぎつつ，フッ素によるむし歯予防効果

　　のみを得ようとする場合，たとえば2人の子ども

　　がいて，それぞれ食事，飲料水，茶から異なる量

　　のフヅ素を摂取し，なおかつ，フッ素添加歯みが

　　き剤を異なる量，異なる回数使用し，異なる量のフ

　　ッ素を摂取し，なおかつ，フッ素洗口，フヅ素を飲

　　み込みながら，2人とも一定の量のフッ素摂取量

　　にコントロールする方法があれぽ，示されたい。

A．8の1の②について

　　通常の生活で摂取するフッ素量には個人差がある

　が，その変動範囲は十分に生理的範囲内にあるのて，

　健康被害に対するおそれはない。

Q．8の1の③
　13）国がフッ素洗口剤として認可しているミラノー

　　・レについて，注意書に腎疾患児への投与を避ける

　　よう指示していますが，フッ素洗口のときに飲み

　　込むフッ素量は，フッ素塗布，フッ素入り歯みが

　　き剤を使用するときに飲み込むフッ素量と大体同

　　じ量であると考えられるが，腎疾患を持つ子ども

　　へのフッ素塗布やフッ素添加歯みがき剤の使用は

　　問題があるのか否か，政府の見解を示されたい。

A．8の1の◎について

　　腎障害がある場合でも，むし歯予防の目的で使用さ

　れるフッ素製剤からのフッ素推定摂取量からみて，現

段階で特に問題はないものと考えている。

　　なお，ご指摘のミラノールの使用上の注意事項につ

　いては，国が企業に対し指示した事実はなく，企業が

　自主的に記載したものと推察される。

法



Q．8の2の①
　2．　フッ素化合物による環境汚染が問題となってお

　　り，フッ素化合物による環境汚染地域で農産物，

　　特に米と葉茶類のフッ素濃度が高まり，それを食

　　べることによってフッ素の過剰摂取となる可能性

　　を指摘する研究が発表されているが，

①国は，全国各地のフッ化物による大気汚染の実

　　態を把握しているのか否か，把握していないのな

　　ら，今後調査を必要と考えているのか否か，見解

　　を示されたい。

A．8の2の①について

　　フッ化物による大気汚染の実態については，大規模

　なフッ化物の排出源がある地域等について把握してい

　る。

Q．8の2の②⑧
　②　国は，全国各地のフッ化物による大気汚染地区

　　から産出される白米と青縁色野菜類のフッ素含有

　　量を把握しているのか否か，見解を示されたい。

　㈲　フッ化物による大気汚染地区では，大気からと

　　大気中のフッ素を濃縮蓄積した農作物から過量の

　　フッ素を日常的に摂取することとなり，このよう

　　な地区でのむし歯予防のためのフッ素応用は行う

　　べきではないと考えるが，見解を示されたい。

A．8の2の②③について

　　フッ化物による大気汚染地区の定めはない。したが

　って，ご指摘のような白米と青縁色野菜類のフヅ素含

　有量に関する調査はなく，また，むし歯予防のための

　フッ化物応用についても，地域事情を勘案する必要は

　ないものと考える。

Q．8の2の④
　ゴ　少なくともフッ化物による大気汚染の可能性の

　　ある地区においては，むし歯予防のためのフッ素

　　応用は中止すべく指導すべきだと考えるが，早急

　　にフッ素による大気汚染地区を定めるべきではな

　　いのか，見解を示されたい。

A．8の2の④について

　　大気汚染防止法に基づき，工場または事業場に設置

　されているフッ化物の排出施設について排出規制を実

　施しているところであり，フッ素による大気汚染地区

　を定める必要はないと考えている。

1

IQ．8の3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
i3．近年有機フッ素化合物の工業的利用が進んでい旨
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　　るが，有機フッ素化合物による生体へのフッ素負

　　荷について，

　①　有機フッ素化合物の環境汚染，生体への汚染に

　　ついて研究はあるのかどうか，把握しているなら

　　示されたい。

　②　有機フッ素化合物の生体への負荷が高まった場

　　合の生体への影響には，どのようなものが考えら

　　れているのか，把握しているなら示されたい。

　・3ノ無機フッ素化合物の動植物生体内での有機フッ

　　素化はあるのか否か。あるとするとどのような影

　　響を生体に与えるのか示されたい。

A．8の3について
　　ご指摘のような点に関連する研究および科学的知見

　は，把握していない。

Q．8の4
　4．　フッ素化合物による環境汚染が今後，進行する

1　のか軽減していくのか，見解を示されたい。
l　IIIフッ素化合物排出源としてどのような産業が考

1　えられているのか，フッ素化合物排出量は年間何

　　　tと推定されているのか。

　②　今後フッ素化合物の排出量は増加するのか，減

　　少するのか，フッ素化合物による大気汚染の地域

　　は広がっているのか，狭まっているのか。

A．8の4について
　　フッ化物の排出源としてはアルミニウム製練工場，

　燐酸系の肥料工場等がある。

　　フッ化物の発生源については，薬種，排出形態，規

　模等が多岐におたっており，年間排出量や今後の増減

　等について推定することは困難である。

Q．8の5
　5．　国は，フッ素化合物による環境汚染防止のた

　　め大気汚染防止法および水質汚濁防止法にフッ

　　素化合物を定め，フッ素による環境汚染の防

　　iLに努めているが，他方，フッ化物応用による

　　むし歯予防も推進しているが，この矛盾につい

　　て，

　①　フッ化物による環境汚染を防止する口的は動植

　　物に対する被害の防止，人体へのフッ素による健

　　康被害の防止のはずであるが，むし歯予防のため

　　のフッ化物応用は，直接子どもとちの身体にフッ

　　化物を飲み込ませることとなるが，法律の目的に

　　反する行為ではないのか。
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②　フツ化物による環境汚染が進行した場合，むし［

　歯予防のためのフッ素応用は中止しなければなら

　なくなると考えるが，その場合の基準をどのよう

　に考えているのか。

　　上記質問する。

A．8の5についいて

　むし歯予防のために使用するフッ化物は，微量であ

ることから，人体への影響と環境への影響との両面か

らみても問題となる事態を引き起こすことは考えられ

ない。

　また，むし歯予防のために使用するフッ化物は，環

境汚染防止の観点から規制の対象となっているフッ化

物とは科学的性状が異なり，人体に影響を及ほす場合

の過程も異なっている。

「質問と政府答弁」の見方，考え方

　これは，学校や社会で，歯科医や保健関係者が

いろいろな現場で，う蝕抑制にフッ化物の応用に

ついて多少とも危惧をもっている人から出されそ

うな問題点が，ほとんど網羅されているという点

で，大変参考になると思う。

　そして，それへの政府答弁は，一応公式な立場

からの見解ということである。

　ただ「公式」ということで，専門の立場ではも

うすこしつっこんだ資料の提示や説明がほしい，

と思わないではないが，大筋のところはこれで尽

きていると思う。

　内容は本文をみればわかるが，まとめてみると

次のようである。

　Q－1は今回の質疑の起りとなった5歳児の

フッ化物塗布事業を中心としたいわば導入部であ

る。「フッ化物塗布が最適なのか」ときいている

のが注目される。

　Q－2は上水道へのフッ化物添加を中心にして

いる。これにも注目すべきいくつかの間がある。

　Q－3はフッ化物の安全性についての法的な考

え方をきいている。

　Q－4はフッ化物の歯面塗布を中心として多岐

にわたってきいている。ポイントはその効果と安

全性に向けられている。学校歯科保健の現場では

当然出てきそうな問がたくさん含まれている。こ

のところはていねいにみるとよいと思う。

　Q－5はフッ素入り歯みがき剤を中心にした問

である。

　Q－6はフッ化物応用以外の手段でう歯抑制を

図った対策の事例をきいている。

　Q－7はこの質疑の中核をなすもので，フッ化

物による洗口についてきいている。分量のもっと

も多い問である。これに関連して，学校現場や教

育委員会の立場についての問答はとくに注目され

るところである。

　Q－8はフッ化物が広く用いられるようになっ

たときの環境汚染の危惧についてきいている。

　QandAの形で何かを理解するのは大変わか

りやすいが，これはほとんどその筋になってい

る。しかしそれとともに学校歯科医としては，フ

ッ化物の応用について少なくとも，日本歯科医師

会の「年少者のう蝕抑制のためのフッ化物応用の

考え方」（1977年）や日本口腔衛生学会の1フッ

化物局所応用に関するガイドブック」（1985年）

ぐらいには目を通しておかないと，部外の人たち

からの質疑に対応するには不卜分ではないかと思

うQ　　　　　　　　　　　　　　　　　（Y．S．）

ま
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444－04愛知県幡豆郡一色町大字一色字中屋敷350563－2－8106

460　名古屋市中区三ノ丸3－H市教育委員会内　052－961－1111

492　稲沢市駅前1－11－7　坪井方　　　　　　　　0587－32－0515

489　瀬戸市追分町64－1　市教育委員会内　　　　0561－82－7111

5・・岐阜市加驚藤観ン。一　・582－74－6116－9

514　津市東丸之内17－1　　　　　　　　　　　0592－27－6488

93・富山市新灘萎員会福利保麟内　・764－32－4754

920　金沢市神宮寺3－20－5　　　　　　　　　0762－51－1010～1

914敦飾本翫聡。，4F深沢齢方・77・－25－135・

520　大津市京町4－3－28　滋賀県厚生会館内　　　0775－23－2787

640和歌山市築港1－4－7県歯科医師会内　　　0734－28－3411

630　奈良市二条町2－9－2　　　　　　　　　0742－33－0861～2

6・3京都市北区糊朝鳴麟医師会内　・75－441－7171

543大阪献王寺区堂ケ ㌔翻医師会内・6－772－8881－8

〃　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

〃　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

590　堺市大仙町5－14　市歯科医師会内　　　　　0722－23－ooso
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兵庫県学校歯科医会

　　神戸市学校歯科医会

岡山県歯科医師会学校阪科医部会

鳥取県学校歯科医会

広島県歯科医師会

島根県学校歯科医会

山口県歯科医師会

徳島県学校歯科医会

香川県学校歯科医会

愛媛県歯科医師会

高知県学校歯科医会

福岡県学校歯科医会

　　福岡市学校歯科医会

佐賀県・佐賀市学校歯科医会

長崎県歯科医師会

大分県歯科医師会

熊本県学校歯科医会

宮崎県歯科医師会

鹿児島県学校歯科医会

沖縄県学校歯科医会

村井　俊郎

斎藤　恭助

森本　太郎

松本　治男

松島　悌二

板垣　　陽

竹中　岩男

津田　　稔

小谷　敏春

田窪　才祐

坂本　良作

西沢　　正

升井陸三郎

藤川　重義

寺谷　雄一

毛利　　彊

河野　好孝

野村　靖夫

瀬口　紀夫

比嘉　良有

　　神戸市中央区山本通5－7－18650　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　078－351－4181～8　　　　　　　　　　　県歯科医師会内
〃　神戸市中央区山本通5－7－17
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　078－351－0087　　　　　　　　　　　市歯科医師会内
700　岡山市石関町1－5　　　　　　　　　　　　0862－24－1255

680　鳥取市吉方温泉3－751－5　県歯科医師会内　0857－23－2622

730広島市中区富士見町11－9　　　　　　　　0822－41－4197

690　松江市南田町141－9　県歯科医師会内　　　0852－24－2725

753　山口市吉敷字芝添3238　　　　　　　　　08392－3－1820

770徳島市昭和町2－82－1　県歯科医師会内　　　0886－25－8656

760　高松市錦町1－9－1　県歯科医師会内　　　　　0878－51－4965

790松山市柳井町2－6－2　　　　　　　　　　0899－33－4371

780　高知市比島町4－5－20　県歯科医師会内　　　0888－24－3400

　　福岡市中央区大名1－12－43810　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　092－714－4627　　　　　　　　　　　　県歯科医師会内
〃　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　092－781－6321

840　佐賀市鬼丸町10－46　市歯科医師会内　　　0952－29－1648

850　長崎市茂里町3－19　　　　　　　　　　　0958－48－5311

870　大分市王子新町6－1　　　　　　　　　0975－45－3151～5

860熊本市坪井2－3－6　県歯科医師会内　　　　0963－43－4382

880宮崎市清水1－12－2　　　　　　　　　　　0985－29－0055

892鹿児島市照国町13－15県歯科医師会内　　0992－26－5291

901－21浦添市字牧港安座名原1414－1　　　0988－77－1811～2

社団法人日本学校歯科医会役員名簿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（順不同）（任期60．4．　1～62．3．31）
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住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話

東京都品川区上大崎3－14－3　　　　　　　　　　　　　03－441－4531

東京都練馬区貫井2－2－5　　　　　　　　　　　　　03－990－0550

山形市蔵王半郷566　　　　　　　　　　　　　0236－88－2405，22］1

京都市左京区北白川追分町41　　　　　　　075－721－1831，781－3203

横浜市金沢区寺前2－2－25　　　　　　　　　　　045－701－9369，1811

東京都練馬区向山1－14－17　　　　　　　　　　　　　03－999－5489

名古屋市千種区観月町1－71　覚王山荘　　　　　052－751－2561（大学）

京都市南区吉祥院高畑町102　　　　　　　　　　　　075－681－3861

大阪市鶴見区安田4－2－12　　　　　　　　　　　　　06－911－5303

大阪市東住吉区南田辺2－1－8　　　　　　　　　　　　06－692－2515

滋賀県守山市勝部町380－19　　　　　　　　　0775－－82－2214，3166

東京都港区西新橋2－3－2　ニュー栄和ビル4F　　　　　O3－503－6480

東京都荒川区東日暮里1－25－1　　　　　　　03－891－1382，807－2770

東京都町田市中町1－2－2　森町ビル2F　　　　O427－26－7741，22－8282

高槻市高槻町3－3　　　　　　　　　　　　　0726－85－0861，83－1456

弘前市蔵主町2－7　　　　　　　　　　　　　0172－36－8723，32－0071

北九州市八幡東区尾倉1－5－31　　　　　　093－671－2123，662－2430

大阪市旭区清水3－8－31　　　　　　　　　　06－951－1848，954－6327

A
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131　　東京都墨田区立花3－10－5－801

270－01　千葉県流山市江戸川台東2－39

764　　香川県仲多度郡多度津町大通り4－19

174棘都板蘇騎隠19一イ。2号棟5。6

660　　尼崎市大物町1－16

650　　神戸市中央区元町通3－10－18

500　　岐阜市大宝町2－16

616　　京都市右京区太泰御所の内町25－10

563　大阪府池［［Iii］’鉢塚3－15－2

470－01　　愛知県愛知郡日進町岩崎芦廻間112－854

930　　富山市中央通り1－3－17

321－Ol　宇都宮市砂田町475

153　　東京都目黒区中目黒3－1－6

101　東京都千代田区神田錦町1－12

143　　東京都太田区山王1－35－19

180　　東京都武蔵野市吉祥寺南1－13－6

272　市川市八1幡3－28－19

699－31　江津市波子イ980

010－16　秋田市新屋扇町6－33

280　千葉市小中台2－10－13

930　　富1⊥1市常盤町1－6

839－01　福岡県久留米市大善寺夜明995－2

760　　高松市瓦町1－12

925　　石川県羽咋市中央町35

289－25　千葉県旭市口645

108　東京都港区白金台1－3－16

760　　高松市天神前6番地9　ア歯科ビル

555　　大阪市西淀川区柏里3－1－32

602　　京都市上京区河原町荒神ロ下ル

272　　千葉県市川市市川2－26－19

114　　東京都北区東十条5－4－7

640　　和歌山市中之島723　マスミビル

　　　　03－619－0198

　　　　0471－52－0124

　　　　08773－2－2772

　　　　03－965－7857
　0472－79－2222（大学）

　　　　06－488－8160

　　　　078－331－3722

0582－51－0713，53－6522

　　　　075－861－4624

　　　　0727－61－1535

　　　052－261－2971，
　　　　05617－3－2887

　　　　0764－21－3871

　0286－56－0003，5501

　　　　03－712－7863

　　　　03－295－6480

　　　　03－771－2926

　　　　0422－43－2421

　　　　0473－22－3927

　　　　08555－3－2010

　　　　0188－28－3769

　　　　0472－52－1800

　　　　0764－21－7962

　　　　0942－26－2433

　　　　0878－62－8888

　　　　07672－2－0051

　　　　04796－2－0225

　　　　03－441－1975

　　　　0878－31－2971

　　　　06－471－2626

　　　　075－231－1573

　　　　0473－26－2045

　　　　03－903－2917

0734－22－0956，32－3663
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編集後記

　年に2同発行されている会誌は，それぞれの号を編集するための中心記事となっている各種

の保健大会が，例年の場合，秋，しかも晩秋に近い時期に集中して開かれているので，その時

から翌年の年度内に2冊の会誌を会員の手もとまでお届けするためには，原稿の整理その他，

会誌編集の技術的な面でむりがあるように思う。

　そのため，今後は，年間の基本的な予定記事記録の掲載順序を整理して，年度内になんとか

2冊発行したいという某本的な気持ちと，会誌発行に伴う会計処理の都合も考えて，全国学校

歯科保健研究大会，全国学校保健大会，あるいは学校歯科保健協究協議会などのおもな大会の

記録編集を中心に，その掲載順序の変更を行いました。

　学校歯科医として，いろいろ考え，保健活動を何年もつづけていても，なかなか成果があが

らず，むつかしいというのが実感ですが，各種の大会に参加して，研究発表をきき，また実践

活動記録の内容にふれると，地道ながらも熱心な歯科保健活動が行われている地区では，それ

ぞれの分野でそれなりの成果が上っているように思います。

　この号では昭和60年度の学校歯科保健研究協議会と，学校菌科保健活動の中で，ややもする

と後回しになりがちだった高校での保健活動のための「高校の指針」を主要記事として編集い

たしました。ご活用願えれぽと思います。

　各種の保健大会で発表されるもの以外に，各地区での特色を生かした保健活動，あるいはそ

の実績報告など，それらの資料を他地区にも紹介し，みんなで学校歯科保健を考えるための一

助になれぽと，今回から新たに「モニター通信欄」を新設いたしました。プロッケ別にお願い

する予定ですのでその時はよろしくご協力のほどお願いいたします。

　また貴志，安西両先生による研究発表「栄養の問題を考える」その3は編集の都合で次の機

会にお願いすることになりました。両先生ならびにつづきの記事を期待されていた先生方には

お詫び申し」二げます。

　新年度から編集委員会の機構の一一部が変わり，委員一同「会員のための会誌」という基本的

な編集方針をふまえて努力していきたいと思っておりますので，会員の先生方の建設的なご批

判，ご意見をお願いいたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（K）
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